
東北学院大学学則（案） 

 

昭和 24年４月１日制定第１号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 東北学院大学（以下「本学」という。）は、キリスト教による人格教育を基礎とし

て、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的

能力を展開させ、もって世界文化の創造と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を

別表第１のとおり定め、公表するものとする。 

（自己点検及び評価） 

第１条の２ 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、教育研究活動等の状況について点検及び評価を行うものとする。 

２ 前項による点検・評価の内容、実施方法及びその結果の活用等に関しては、別に定め

る。 

（教育研究活動等の情報提供） 

第１条の３ 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を

図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。 

（教育内容の改善） 

第１条の４ 本学は、教育内容及び教育方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の

実施に努めるものとする。 

２ 前項による研修及び研究の実施に関しては、別に定める。 

第２章 組織 

（学部、学科） 

第２条 本学の次の各号に掲げる学部に、当該各号に定める学科を置く。 

(１) 文学部 英文学科、総合人文学科、歴史学科及び教育学科 

(２) 経済学部 経済学科 

(３) 経営学部 経営学科 

(４) 法学部 法律学科 

(５) 工学部 機械知能工学科、電気電子工学科及び環境建設工学科 

(６) 地域総合学部 地域コミュニティ学科及び政策デザイン学科 

(７) 情報学部 データサイエンス学科 

(８) 人間科学部 心理行動科学科 

(９) 国際学部 国際教養学科 

（大学院） 

第２条の２ 本学に大学院を置く。 
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２ 大学院に関する事項は、第 10章にこれを定める。 

（教養教育センター） 

第２条の３ 本学に教養教育センターを置く。 

２ 教養教育センターに関する事項は、別に定める。 

（全学教育機構） 

第２条の４ 本学に全学教育機構を置く。 

２ 全学教育機構に関する事項は、別に定める。 

第３章 修業年限、在学年限及び収容定員 

（修業年限） 

第３条 本学の修業年限は、原則として４年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学に３年以上在学し、第 25条第２項に定める要件に該当

する場合には、卒業を認めることができる。 

３ 学生が、職業を有している等の事情により、前項に定める修業年限を超えて一定の期

間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する学生（以下「長期履修学生」という。）と

なることを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修

を認めることができる。 

（最長在学年限） 

第３条の２ 学生は、８年を超えて在学することはできない。 

２ 第 15 条、第 17 条、第 17 条の２、第 17 条の３、第 18 条の２及び第 19 条の２の規定

により入学又は転学部等が許可された者は、その者の在学すべき年数の２倍に相当する

年数を超えて在学することはできない。 

（科目等履修生の修業年限） 

第３条の３ 科目等履修生として本学において一定の単位を修得した後に本学に入学した

場合、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは、

その単位数に応じて、相当期間を本学の修業年限に通算することができる。ただし、通

算することのできる修業年限は２年を超えることができない。 

（収容定員） 

第４条 本学は、学生の収容定員を次のとおり定める。 

学部 学科 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
（第３学年次） 

文学部 

英文学科 150名 ３名 606名 

総合人文学科 60名 １名 242名 

歴史学科 170名 １名 682名 

教育学科 70名  280名 

文学部計 450名 ５名 1,810名 

経済学部 経済学科 430名  1,720名 
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経営学部 経営学科 341名 ２名 1,368名 

法学部 法律学科 355名  1,420名 

工学部 

機械知能工学科 115名  460名 

電気電子工学科 130名  520名 

環境建設工学科 115名  460名 

工学部計 360名  1,440名 

地域総合学部 

地域コミュニティ学科 150名  600名 

政策デザイン学科 145名  580名 

地域総合学部計 295名  1,180名 

情報学部 データサイエンス学科 190名  760名 

人間科学部 心理行動科学科 165名  660名 

国際学部 国際教養学科 130名  520名 

合計 2,716名 ７名 10,878名 

 

第４章 学年、学期、授業期間及び休業日 

（学年） 

第５条 学年は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

（学期） 

第６条 学期は、学年を分けて次の２学期とする。 

(１) 第１学期 ４月１日から９月 30日まで 

(２) 第２学期 10 月１日から３月 31日まで 

２ 前項に定める第１学期の終わり及び第２学期の始まりは、学事暦において適切な月日

に変更することができる。 

（授業期間） 

第６条の２ 学年中の授業期間は、35週にわたることを原則とする。 

（休業日） 

第７条 学年中の定期休業日を次のとおり定める。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(３) 春季休業日 

(４) 夏季休業日 

(５) 冬季休業日 

(６) 本学創立記念日 ５月 15日 

２ 前項第３号、第４号及び第５号の休業日に関しては、別に定める。 

３ 定期休業日のほかに臨時に休業日を定めることができる。 

４ 必要がある場合、第１項に規定する休業日にも授業を行うことがある。 
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第５章 入学、留学、休学、復学、転学部、転学科、転入学、編入学、学士入学、

退学、除籍、再入学及び保証人 

（入学の時期） 

第８条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、入学の時

期を学期の始めとすることができる。 

２ 前項の規定は、再入学、転入学、編入学及び学士入学について準用する。 

（入学資格） 

第９条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

(１) 中等教育学校又は高等学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣が指定した者 

(４) 専修学校の高等課程（就業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(５) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

(６) 文部科学大臣が指定した者 

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定規程（昭和 26年文部

省令第 13号）に合格した者を含む。） 

(８) その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者 

（３年次編入学資格） 

第９条の２ 本学に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

(１) 他大学に２年以上在学し、別に定める単位を修得した者 

(２) 短期大学を卒業した者 

(３) 高等専門学校を卒業した者 

(４) 外国において、学校教育における 14年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 

(５) 専修学校の専門課程を修了した者で、文部科学大臣の定めるところにより大学へ

の編入学の資格を認められた者 

(６) 国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

第９条の３ 削除 
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（出願手続） 

第 10条 入学を志願する者は、所定の書類に入学検定料を添えて、指定の期日までに提出

しなければならない。 

２ 入学検定料は、別に定める。 

３ 入学検定料は、納入後、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返還しない。 

４ 前３項の規定は、転入学、編入学及び学士入学にこれを準用する。 

（入学者の選考） 

第 11条 入学志願者については、入学試験による選考を行う。 

２ 前項の規定は、転入学、編入学及び学士入学にこれを準用する。 

（入学手続及び入学許可） 

第 12条 選考に合格した者は、指定の期日までに入学手続を完了しなければならない。 

２ 前項の入学手続を完了した者には入学を許可する。 

３ 前２項の規定は、転入学、編入学及び学士入学にこれを準用する。 

（留学） 

第 13 条 第 24 条の３の規定に基づき、本学が学生交換の協定をしている外国の大学に留

学する者（以下「交換留学生」という。）又は認定する外国の大学に留学しようとする者

（以下「認定留学生」という。）は、指定の期日までに保証人連署の上、願い出て許可を

受けなければならない。 

２ 前項の留学を許可する期間は１年間とし、その期間を第３条第１項に規定する修業年

限に算入することができる。 

３ 交換留学生及び認定留学生の取扱いに関する規程は、別に定める。 

（休学） 

第 14 条 病気その他の理由によって引き続き３か月以上修学することができない場合は、

許可を得て休学することができる。ただし、理由を明記した保証人連署の休学届を提出

しなければならない。 

２ 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、引き続き１年を限

度として許可を願い出ることができる。 

３ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

４ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

５ 休学の理由が消滅したときは、許可を得て復学することができる。 

（転学部又は転学科） 

第 15条 本学のいずれかの学部又は学科から他の学部又は学科に転学部又は転学科を願い

出る者があるときは、学長は教授会の議を経て許可することができる。ただし、必要に

応じて試験を課すことがある。 

２ 前項により転学部又は転学科した者の在学年数には、元の学部学科の在学年数の全部

又は一部を通算することができる。 
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（転学） 

第 16条 他の大学に転学を願い出る者があるときは、学長は教授会の議を経て許可するこ

とができる。 

（転入学） 

第 17 条 他大学（外国の大学を含む。）の在学者が本学に転入学を願い出たときは、学長

は、大学の教育に支障がない場合に限り、当該教授会の議を経て相当年次に転入学を許

可することができる。 

２ 本学に在学すべき期間は、転入学前の既修得単位のうち本学が第 24条の４により認定

した単位数に応じて定める。 

（３年次編入学） 

第 17 条の２ 第９条の２に規定する資格を有する者が、本学に編入学を願い出たときは、

学長は、当該教授会の議を経て、第３学年次に編入学を許可することができる。 

２ 前項の規定に基づき編入学を許可された者の修業年限は２年とする。 

３ 第１項の規定に基づき編入学を許可された者の既修得単位の認定については、別に定

める。 

第 17条の３ 削除 

第 17条の４ 削除 

（学士入学） 

第 17条の５ 大学を卒業した者又は学校教育法第 104条第７項により学士の学位を授与さ

れた者が、本学に学士入学を願い出たときは、学長は、当該教授会の議を経て、第３学

年次に入学を許可する。 

２ 学士入学を許可された者の修業年限は、２年とする。 

３ 学士入学を許可された者の既修得単位の認定については、別に定める。 

（退学） 

第 18条 本学を病気その他やむを得ない理由によって退学しようとする者は、その理由を

明記して保証人連署の上、退学願を提出しなければならない。ただし、病気のため退学

しようとする場合には、医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項に基づく退学願が提出されたときは、学長は、教授会の議を経て許可することが

できる。 

３ 学生が死亡した場合は、死亡した日をもって退学とする。 

（再入学） 

第 18条の２ 前条第２項により本学を退学した者は、退学後３年を越えない期間内に限り、

本学への再入学を願い出ることができる。 

２ 前項の願い出が退学後１年以内の期間になされた場合、学長は、教授会の議を経て、

試験によることなく原年次以下への再入学を許可することがある。 

３ 第１項の願い出が退学後１年を越えてなされた場合、学長は、教授会の議を経て、試
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験を課した上その者の再入学を許可することがある。 

４ 再入学を許可された者の退学以前の在学期間は、所定の在学年数に算入する。 

５ 再入学を許可された者の退学以前に本学で修得した単位修得科目については、各教授

会の議を経て学部の修得単位として、又は単位修得科目として認定することがある。 

（除籍） 

第 19条 次の各号のいずれかに該当する学生は、除籍する。 

(１) 授業料その他の納付金の納付の義務を怠った者 

(２) 第３条の２に定める在学年限を超える者 

(３) 第 14条第３項に定める休学期間の限度を超え、なお、修学できない者 

(４) 長期間にわたり所在不明の者 

（復籍） 

第 19条の２ 前条第１号により除籍された者が、除籍後３年を越えない期間内に限り、所

定の手続を経た上で復籍を願い出ることができる。 

２ 前項による復籍の願い出があったときは、学長は、教授会の議を経て復籍を許可する

ことができる。 

３ 前項の願い出が除籍年度内になされた場合、学長による復籍の許可は、除籍の日に遡

って効力を生じる。 

４ 特別の事由があり第２項の願い出が除籍年度を超えてなされた場合は、復籍が許可さ

れた年度の翌年度において、年度の初めから復籍の効力が生じるものとする。 

５ 復籍を許可された者の除籍以前の在学期間は、所定の在学年数に算入する。 

６ 復籍を許可された者の除籍以前に本学で修得した単位修得科目については、各教授会

の議を経て学部の修得単位として、又は単位修得科目として認定することがある。 

（保証人） 

第 20条 保証人は父母とする。ただし、父母が保証人となることができない場合は、学生

の親族又は縁故者が保証人になるものとする。 

２ 保証人は、学生の在学中の事項につき学生本人と連帯して責任を負う。 

３ 前項に規定する保証人の責任は、第 41条の別表第５に定める学納金の額から算出した

在学中の納入額を上限とする。 

４ 保証人の転居、改印、改氏名などはその都度届け出なければならない。 

５ 保証人が死亡その他の理由によって資格を失ったときは、新たに保証人を定めて届け

出なければならない。 

第６章 教育課程 

（授業科目及び履修方法） 

第 21条 各学部学科の授業科目及び単位数並びに履修方法は、別表第２及び履修細則に定

めるとおりとする。 

２ 学生は、所属学部学科等で定められた授業科目を履修し、単位を修得しなければなら
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ない。 

（授業の方法） 

第 21条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれら

の併用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。 

３ 第 25条第３項に規定する卒業に必要な単位のうち、前項に規定する授業の方法により

修得できる単位数は、60単位を限度とする。 

（授業科目の配当及び運営） 

第 22 条 第 21 条に定める授業科目は４年間に配当して教授し、授業科目の学年学期配当

及び授業の開講方法は原則として各学部において定め、学長の承認を得るものとする。 

２ 各学部の教育課程の運営については、別に定める。 

第７章 履修方法及び課程修了の方法 

第 23条 削除 

（単位の授与） 

第 24条 一の授業科目を履修した者に対しては試験を行い、合格した者に所定の単位を与

える。 

（単位の計算） 

第 24 条の２ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授

業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

(１) 講義及び演習については、15時間から 30 時間の範囲で本学が定める時間の授業を

もって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間から 45時間の範囲で本学が定める時間の

授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には、これらに必要な

学修等を考慮して単位数を定めることができる。 

３ 各授業科目の授業は、最低 15 週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、

教育上特別の必要があると認める場合は、これらの期間より短い特定の期間において授

業を行うことができる。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 

第 24条の３ 教育上有益と認めるときは、本学の定めるところにより他の大学又は短期大

学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。ただし、
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第 13条に規定する留学により修得した単位については、各教授会がその旨定める場合に

は、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、60 単位を超えない範囲で本学において修得した

ものとして取り扱う。 

４ 特別聴講学生の派遣及び受け入れについては、第 46条の２にこれを定める。 

５ 本学の学生が本学大学院で開講されている科目の履修を許され、単位を修得した場合

には、本条第１項の規定を準用することができる。ただし、詳細については別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 24条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位（第 46条の規定により修得した単位を含

む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った次条第１項に規定する

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転入

学、編入学及び学士入学を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前

条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えない

ものとする。 

４ 入学前の既修得単位の認定に関する事項は、別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第 24条の５ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修と

みなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位数は、第 24条の３第１項及び前条第１項に

より本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

３ 本条に規定する学修に関する単位の認定については、別に定める。 

（卒業要件） 

第 25条 本学の卒業の要件は、所定の年限を在学し、所属学部ごとに定めた単位を修得す

ることとする。 

２ 第３学年次修了時又は第４学年次９月期卒業判定時までに卒業に必要な単位を修得し、

別に定める基準に基づいて、特に優秀な成績を修めたと認定された者については、第３

学年次修了時又は第４学年次の９月に卒業を認めることができる。 

３ 前項に定める各学部の最低必要単位数は、次に定めるとおりとする。 

(１) 文学部 124単位 

(２) 経済学部 124 単位 

(３) 経営学部 124 単位 
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(４) 法学部 124単位 

(５) 工学部 124単位 

(６) 地域総合学部 124単位 

(７) 情報学部 124 単位 

(８) 人間科学部 124単位 

(９) 国際学部 124 単位 

４ 卒業の期日は、毎年３月 31日又は９月 30日とする。 

５ ９月期卒業については、別に定める。 

第 26条 削除 

第 27条 削除 

第 28条 削除 

第 29条 削除 

（教職課程） 

第 30条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、学士の学位を有するととも

に、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所定の科目を履修し単位を修

得しなければならない。 

２ 前項に定める教職課程に関する授業科目、単位数、履修方法等は、第 21 条（別表第２）

及び別表第３に定めるとおりとする。 

３ 前項に定める科目の履修に関しては、別に定める。 

（免許状の種類） 

第 31条 本学各学部学科において、前条により取得できる教育職員免許状の種類及び教科

は、別表第３の２に定めるとおりとする。 

（学芸員、司書、司書教諭及び社会教育主事の資格） 

第 31条の２ 次の各号に掲げる資格は、当該各号に定める学部に所属する学生のみ取得す

ることができる。この場合において、資格を取得しようとする者は、それぞれの資格取

得に必要な授業科目を履修しなければならない。 

(１) 学芸員 文学部（教育学科を除く。） 

(２) 司書 文学部 

(３) 司書教諭 文学部（教育職員免許状を得るための課程を履修している者に限る。） 

(４) 社会教育主事 文学部（教育学科を除く。）及び地域総合学部地域コミュニティ学

科 

２ 前項に定める資格に関する授業科目、単位数、履修方法等は、別表第４、第４の２、

第４の３及び第４の４に定めるとおりとする。 

（履修届） 

第 32条 学生は、学年の始めに、履修する授業科目を学長に届け出て、許可を受けなけれ

ばならない。 
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（他学部又は他学科等の授業科目の履修） 

第 33条 他学部又は他学科等の授業科目の履修を希望する者は、各学部の定めるところに

より、所属学部及び履修しようとする授業科目を開設している学部の許可を得て特定の

授業科目を履修することができる。 

２ 学生は、許可された授業科目に限り試験を受けることができるものとし、試験に合格

した場合には単位を認定する。 

（他学部等科目修得単位の取り扱い） 

第 34条 前条第２項により修得した単位は、所属学部の定めるところにより、その一部又

は全部を卒業に必要な科目及び単位として認定することがある。 

（履修の認定） 

第 35条 科目の履修の認定は、平素の学業及び試験によって行う。 

（卒業論文） 

第 36条 卒業論文の研究題目及び研究計画は、第４学年次の始めに届け出なければならな

い。 

（試験） 

第 37条 試験は、原則として各学期に行う。 

２ 試験の実施及び運営に関する事項は、東北学院大学試験施行細則に定める。 

（成績評価） 

第 38条 試験の成績は、100点満点として 60点以上を合格とする。 

第８章 卒業及び学士の学位 

（卒業及び学位） 

第 39 条 第 25 条第１項により卒業所要単位を修得した者は卒業とし、卒業証書及び学士

の学位を授与する。 

２ 学位については、本学則及び「東北学院大学学位規程」の定めによるものとする。 

（学士の学位） 

第 40条 前条により本学が授与する学士の学位は、次のとおりとし、学位には専攻分野を

付記する。 

(１) 文学部英文学科 学士（文学） 

(２) 文学部総合人文学科 学士（文学） 

(３) 文学部歴史学科 学士（文学） 

(４) 文学部教育学科 学士（教育学） 

(５) 経済学部経済学科 学士（経済学） 

(６) 経営学部経営学科 学士（経営学） 

(７) 法学部法律学科 学士（法学） 

(８) 工学部機械知能工学科 学士（工学） 

(９) 工学部電気電子工学科 学士（工学） 
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(10) 工学部環境建設工学科 学士（工学） 

(11) 地域総合学部地域コミュニティ学科 学士（地域学） 

(12) 地域総合学部政策デザイン学科 学士（政策学） 

(13) 情報学部データサイエンス学科 学士（情報学） 

(14) 人間科学部心理行動科学科 学士（人間科学） 

(15) 国際学部国際教養学科 学士（国際学） 

第９章 学納金 

（学納金） 

第 41条 本学の入学金、授業料、施設設備資金、実験実習費及び教育充実費（以下「学納

金」という。）の納入額は、別表第５に定めるとおりとする。 

２ 第 12条に規定する選考に合格した者が入学手続を完了するためには、指定の期日まで

に、入学金とともに、学納金（入学金を除く。）の年額の２分の１を納入しなければなら

ない。 

３ 在学期間中の学納金は、前期及び後期の２期に分け、それぞれ年額の２分の１を徴収

する。納入期限については、別に定める。 

４ 第１項に定める学納金のほか、必要に応じて費用を徴収することがある。 

５ 第２項の規定は、転入学、編入学及び学士入学に準用する。 

第 41条の２ 削除 

第 42条 削除 

（転入学生等の学納金） 

第 42条の２ 転入学、編入学及び学士入学を許可された者の学納金は、当該年度の入学者

の学納金と同額とする。 

２ 転学部、転学科、復学、再入学を許可された者の学納金については、別に定める。 

（休学期間中の学納金） 

第 43条 休学期間中の学納金については、別に定める。 

（納入済み学納金等の取扱い） 

第 44条 既に納入した学納金等は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返還

しない。 

第 10章 大学院 

（大学院研究科） 

第 45条 本学大学院に、次に掲げる研究科、専攻及び課程を置く。 

(１) 文学研究科 

ア 英語英文学専攻 博士課程 

イ ヨーロッパ文化史専攻 博士課程 

ウ アジア文化史専攻 博士課程 

(２) 経済学研究科 
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ア 経済学専攻 博士課程 

(３) 経営学研究科 

ア 経営学専攻 修士課程 

(４) 法学研究科 

ア 法律学専攻 博士課程 

(５) 工学研究科 

ア 機械工学専攻 博士課程 

イ 電気工学専攻 博士課程 

ウ 電子工学専攻 博士課程 

エ 環境建設工学専攻 博士課程 

(６) 人間情報学研究科 

ア 人間情報学専攻 博士課程 

２ 大学院については、別に学則を定める。 

第 11章 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び履修証明プログラム受

講生 

（科目等履修生） 

第 46条 本学所定の授業科目１科目又は数科目の履修を希望する者があるときは、学期の

始めに限り学力検定の上、科目等履修生として科目の履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生が、履修した科目の試験に合格したときは、所定の単位を与えることが

できる。 

３ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 46条の２ 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があ

るとき及び本学学生で他の大学において授業科目を履修することを志願する者があると

きは、当該他大学との協議又は関係機関との協定に基づき、特別聴講学生として科目の

履修を許可することができる。 

２ 受入れ特別聴講学生については、試験の上単位を与える。 

３ 削除 

４ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

（聴講生） 

第 46条の３ 本学において、所定の授業科目の聴講を希望する者があるときは、各学部の

教育研究に支障がない場合に限り、聴講を許可することがある。 

２ 聴講生に関する規程は、別に定める。 

（研究生） 

第 46条の４ 本学において、特定の専門事項について研究することを希望する者があると

きは、各学部の教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可
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することがある。 

２ 研究生に関する規程は、別に定める。 

（履修証明プログラム受講生） 

第 46条の５ 本学の教育研究上の資源を活かし、社会人等への学習の機会を積極的に提供

するため、本学が学校教育法第 105 条に規定する特別の課程として開設する履修証明プ

ログラムの履修を希望する者があるときは、履修証明プログラム受講生として履修を許

可することができる。 

２ 履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生等に関する学則上の取扱い） 

第 46条の６ 本章に定めるほか、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び履修

証明プログラム受講生については、本学則の規定を準用する。ただし、第３条、第 25条

及び第 40条は適用しない。 

（科目等履修生等の学納金） 

第 47条 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び履修証明プログラム受講生の

納付金は、別に定める。 

第 12章 外国人留学生及び帰国生 

（外国人留学生） 

第 48条 外国人で入学、転入学、編入学及び学士入学を志願する者があるときは、当該教

授会において学力検定の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 外国人留学生の授業科目、単位数及び履修方法は、第 21条（別表第２）に定めるとお

りとする。 

３ 外国からの留学生に関する規程は、別に定める。 

（帰国生） 

第 48 条の２ 外国において相当の期間、中等教育を受けた者（以下「帰国生」という。）

で、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、帰国生として入学を許可するこ

とができる。 

２ 前条第２項の規定は、帰国生にこれを準用する。 

（外国人留学生等に関する学則上の取扱い） 

第 49条 外国人留学生及び帰国生の取扱いについては、別に定める規程によるほかは、本

学則の規定を準用する。 

第 13章 賞罰及び賠償 

（特待生及び優等生） 

第 50条 ２年生から４年生までの学生で、建学の精神を理解し、学業成績が特に優秀な学

生を特待生又は優等生とすることがある。 

２ 特待生及び優等生には、別に定める奨学金を与える。 

３ 特待生及び優等生の選考に必要な事項は、別に定める。 
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第 51条 削除 

（特待生の資格の喪失） 

第 52条 特待生が学生たる本分に背いた行為をしたときは、その資格を失うものとする。 

（懲戒） 

第 53条 本学の諸規程に違反し、学生たる本分に背いた行為をした者には、その軽重によ

って次に掲げる懲戒を行う。 

(１) 訓告 

(２) 有期停学 

(３) 無期停学 

(４) 退学 

２ 前項第２号の停学が３か月以上にわたる場合、その期間は修業年限に算入しない。 

３ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

（退学処分） 

第 54条 次の各号のいずれかに該当する者には、退学を命ずることがある。 

(１) 学力不振で成業の見込みがないと認められた者 

(２) 正当な理由がなく長期にわたり授業等を欠席した者 

（損害の賠償） 

第 55条 本学所有の図書、機械又は器具を毀損又は亡失した者に対して現品又は相当代価

をもって賠償させることがある。 

第 14章 教職員組織 

（教員） 

第 56 条 本学は、教員として、学生を教授し、研究を指導し、又は研究に従事するため、

教授、准教授、講師及び助教を置く。また、所属する学部又は研究科における教育研究

の円滑な実施に必要な業務に従事するため、助手を、その他の教育研究組織における教

育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するため、当該教育研究組織に特任講師を置く

ことができる。 

２ 教授、准教授、講師、助教、助手及び特任講師の資格並びにその審査については、別

に定める。 

３ 特任講師の職階、資格及び審査については、別に定める。 

（職員） 

第 56条の２ 本学は、事務の処理及び学生の厚生補導に従事させるため、事務職員、技術

職員及び校医を置く。 

２ 事務職員は、事務の処理及び学生の厚生補導に従事する。 

３ 技術職員は、技術に関する事務の処理に従事する。 

４ 校医は、学生の保健衛生をつかさどる。 

５ 事務組織については、別に定める。 

15



（役職者） 

第 57 条 本学は、校務を管理するため、学長、副学長（総務担当）、副学長（学務担当）、

副学長（点検・評価担当）、学部長及び学科長を置く。 

２ 学長は校務をつかさどり、所属教職員を統督する。ただし、学長は特定の事項につい

て審議機関を設置し、その審議を経て決定することがある。 

３ 副学長（総務担当）は、大学の総務について学長を補佐し、副学長（学務担当）は、

大学の学務について学長を補佐し、副学長（点検・評価担当）は、大学の点検・評価に

ついて学長を補佐する。また、学長の命を受けて校務をつかさどる。 

４ 学部長は、学長を補佐し、学部に関する校務をつかさどる。 

５ 学科長は、学部長を補佐し、学科に関する校務をつかさどる。 

第 15章 教授会 

（教授会） 

第 58条 本学の各学部並びに教養教育センターに教授会を置く。 

（教授会の組織） 

第 59条 教授会は、各学部並びに教養教育センターを構成する教授、准教授、講師及び助

教をもって組織する。ただし、議長が必要と認めたとき、構成員以外の者を陪席させる

ことができる。 

２ 教授会及び第 60条の２に定める全学教員会議の運営に関する事項は、別に定める教授

会及び全学教員会議運営内規による。 

（教授会の審議事項） 

第 60条 教授会は、次に掲げる教育研究に関する重要事項を審議し、学長に意見を述べる。 

(１) 学部に係る学生の入学、卒業及び学位の授与 

(２) 学部に係る学生の進級 

(３) 学部に係る学生の留学、休学、復学、除籍、復籍、退学、再入学、転学部、転学

科、編入学、学士入学及び転入学並びに科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、外国人留

学生、帰国生及び研究生の受け入れ 

(４) 学部に係る学生の賞罰 

(５) 学則の改廃 

(６) 教育研究に関する規程等の制定及び改廃 

(７) 教育研究に関する重要事項で、学長が意見を求める事項 

(８) 教育研究に関する重要事項で、教授会が学長に対して意見を述べる必要があると

した事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関す

る事項について審議し、学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 削除 

４ 削除 

16



（全学教員会議） 

第 60条の２ 本学に全学教員会議を置く。 

２ 全学教員会議は、本学の全ての専任教員をもって組織する。 

３ 全学教員会議は、次に掲げる事項を審議し、学長に意見を述べることができる。 

(１) 教育研究に関する中期目標及びその点検・評価に関する事項 

(２) 教育研究に関する当該年度の達成目標及びその点検・評価に関する事項 

(３) 教育研究に関する重要事項で学長が意見を求めた事項 

(４) 教育研究に関する重要事項で、全学教員会議が学長に対して意見を述べる必要が

あるとした事項 

４ 全学教員会議は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事

項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

（意見の参酌） 

第 60 条の３ 学長は、第 60 条第１項及び第２項後段の規定による教授会の意見、及び第

60 条の２第３項及び第４項後段の規定による全学教員会議の意見について、学部長は、

第 60条第２項後段の規定による教授会の意見について、これを参酌して決定を行わなけ

ればならない。 

（議長） 

第 61 条 教授会は、それぞれ学部長又は教養教育センター長が招集してその議長となる。

ただし、学部長又は教養教育センター長に事故あるとき又は必要があると認めるときは、

学部長又は教養教育センター長は代理者を指名することができる。 

２ 全学教員会議は学長が招集し、議長となる。ただし、学長に事故あるとき又は必要が

あると認めるときは、学長は代理者を指名することができる。 

（定足数及び議決） 

第 62条 教授会は構成員の３分の２、全学教員会議は構成員の過半数の出席をもって成立

する。ただし、休職者及び校務による不在者は会議の構成員数から除くことができる。 

２ 教授会及び全学教員会議の議決は、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

（議案等の申請） 

第 63条 教授会又は全学教員会議に付議しようとする事項があるときは、その事由を具し、

教授会にあっては構成員５名以上、全学教員会議にあっては構成員 20名以上の者が連署

し、文書をもってそれぞれの議長に申請することができる。 

２ 前項の場合、議長はこれを議案としなければならない。 

３ 臨時に教授会又は全学教員会議の招集を申請する場合も前２項に準ずる。 

（開催の通知及び議案の追加） 

第 64条 教授会及び全学教員会議開催の通知は、議案を添えて会議開催５日前までに行う

ことを原則とする。ただし、それぞれの議長は必要があると認めるときは、出席者の過
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半数の同意を得て議案を追加することができる。 

第 16章 教育研究施設 

（教育研究施設の設置） 

第 65条 本学に、次に掲げる教育研究施設を置く。 

(１) 図書館 

ア 東北学院大学中央図書館 

イ 東北学院大学図書館工学部分館 

ウ 東北学院大学図書館泉分館 

(２) 大学附属研究所（室） 

ア 東北学院大学キリスト教文化研究所 

イ 東北学院大学東北産業経済研究所 

ウ 東北学院大学経営研究所 

エ 削除 

オ 東北学院大学英語英文学研究所 

カ 東北学院大学教育研究所 

キ 東北学院大学東北文化研究所 

ク 東北学院大学社会福祉研究所 

ケ 東北学院大学宗教音楽研究所 

コ 東北学院大学工学総合研究所 

サ 東北学院大学法学政治学研究所 

シ 東北学院大学人間情報学研究所 

ス 東北学院大学ヨーロッパ文化研究所 

セ 東北学院大学アジア流域文化研究所 

ソ 各教員の研究室 

(３) 大学附属センター 

ア 削除 

イ 削除 

ウ 東北学院大学教職課程センター 

エ 東北学院大学情報処理センター 

オ 削除 

カ 東北学院大学産学連携推進センター 

キ 東北学院大学工学基礎教育センター 

ク 東北学院大学英語教育センター 

ケ 東北学院大学学生総合保健支援センター 

コ 東北学院大学地域連携センター 

(４) 博物館 
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ア 東北学院大学博物館 

(５) 削除 

(６) ラーニング・コモンズ 

（教育研究施設の規程） 

第 66条 前条に掲げる教育研究施設に関する規程は、別に定める。 

第 17章 寄宿舎 

（寄宿舎の設置） 

第 67条 本学に寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎に関する規則は、別に定める。 

第 18章 厚生 

（保健室） 

第 68条 本学に、学生及び教職員の健康を管理するため、保健室を置く。 

２ 学生は、学年ごとに保健室において健康診断を受けなければならない。 

３ 学生及び教職員は、傷病の際、保健室を利用することができる。 

（厚生施設） 

第 68条の２ 本学に、学生の厚生に関する施設を設ける。 

２ 厚生に関する施設は、別に定める。 

第 19章 公開講座 

（公開講座の開設） 

第 69条 本学は、文化向上、成人教育その他の諸教育研究活動のために、公開講座を開設

することができる。 

２ 前項に関する事項は、別に定める。 

第 20章 奨学制度 

（奨学制度） 

第 70条 本学は、学生の奨学に資するため、給付奨学制度を置く。 

２ 給付奨学制度については、別に定める。 

第 21章 雑則 

（細則の制定） 

第 71条 本学則に掲げる諸条項を施行するに当たり、必要がある場合は、細則を別に定め

る。 

（改廃） 

第 72条 この学則の改廃は、教授会の審議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものと

する。 

附 則 

本学則は、昭和 24年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 26年４月１日） 
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本学則は、昭和 26年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 27年４月１日） 

本学則は、昭和 27年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 28年４月１日） 

本学則は、昭和 28年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 29年４月１日） 

本学則は、昭和 29年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 30年４月１日） 

本学則は、昭和 30年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 31年４月１日） 

本学則は、昭和 31年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 32年４月１日） 

本学則は、昭和 32年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 34年４月１日） 

本学則は、昭和 34年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 36年４月１日） 

本学則は、昭和 36年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 37年４月１日） 

本学則は、昭和 37年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 38年４月１日） 

本学則は、昭和 38年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 39年４月１日） 

本学則は、昭和 39年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 40年４月１日） 

本学則は、昭和 40年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 41年４月１日） 

本学則は、昭和 41年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 42年４月１日） 

本学則は、昭和 42年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 43年４月１日） 

本学則は、昭和 43年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 44年４月１日） 

本学則は、昭和 44年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 45年４月１日） 

本学則は、昭和 45年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 47年４月１日） 
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本学則は、昭和 47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 50年４月１日） 

本学則は、昭和 50年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 51年４月１日） 

本学則は、昭和 51年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 52年４月１日） 

本学則は、昭和 52年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 53年４月１日） 

本学則は、昭和 53年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 54年４月１日） 

本学則は、昭和 54年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 55年４月１日） 

本学則は、昭和 55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 56年４月１日） 

本学則は、昭和 56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 57年４月１日） 

本学則は、昭和 57年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 58年４月１日） 

本学則は、昭和 58年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 60年４月１日） 

本学則は、昭和 60年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 61年４月１日） 

本学則は、昭和 61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 62年４月１日） 

本学則は、昭和 62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 63年４月１日） 

本学則は、昭和 63年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年４月１日） 

本学則は、平成元年４月１日入学生より適用する。ただし、第 40 条については、昭和 63

年度以前より在学するものについては改正後の第 40条の規定にかかわらず、なお、従前の

通りとする。 

附 則（平成２年４月１日） 

１ 本学則は、平成２年４月１日入学生より適用する。ただし、第 41条については、平成

元年度以前より在学するものについては改正後の第 41条の規定にかかわらず、なお、従前

の通りとする。 

２ 第 31条表中の、高等学校一種免許状「地理歴史」及び「公民」については、当分の間
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本学学生についてのみ適用するものとし、聴講生については、「地理歴史」及び「公民」を

「社会」と読みかえて適用するものとする。 

附 則（平成２年６月１日） 

１ 本学則は、平成２年６月１日から施行する。 

２ 改正された第 13条については、平成２年度在学生より適用する。 

附 則（平成３年４月１日） 

本学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定にかかわらず、経済学

部一部経済学科・商学科及び法学部法律学科に係る平成３年度から平成６年度までの間の

入学定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 

経済学部一部 
経済学科 500名 

商学科 300名 

法学部 法律学科 350名 

附 則（平成３年７月１日） 

１ 本学則は、平成３年７月１日から施行する。 

２ 改正された第25条、第39条及び第40条については、平成３年度在学生より適用する。 

附 則（平成４年４月１日） 

１ 本学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 平成３年度以前の入学者の学納金については、改正後の第41条、第41条の２及び第42

条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

附 則（平成５年４月１日） 

１ 本学則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 平成４年度以前の入学者の学納金については、改正後の第41条及び第42条の規定にか

かわらず、従前のとおりとする。 

附 則（平成６年４月１日） 

本学則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年４月１日） 

１ 本学則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定にかかわらず、経

済学部一部経済学科・商学科及び法学部法律学科に係る平成７年度から平成11年度まで

の間の入学定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 

経済学部一部 
経済学科 500名 

商学科 300名 

法学部 法律学科 350名 

２ 改正された本学則第10条については、平成７年度の入学を志願する者より適用する。 

附 則（平成８年４月１日） 
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１ 本学則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正された第41条第１項については、平成８年度入学者から適用し、平成７年度以前

の入学者の学納金については、従前のとおりとする。 

附 則（平成９年４月１日） 

１ 本学則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正された第41条第１項については、平成９年度入学者から適用し、平成８年度以前

の入学者の学納金については、従前のとおりとする。 

附 則（平成10年４月１日） 

１ 本学則は、平成10年４月１日から施行する。 

２ 改正された第41条に規定する別表第４については、平成10年度入学者から適用し、平

成９年度以前の入学者の学納金については、従前のとおりとする。 

附 則（平成11年４月１日） 

１ 本学則は、平成11(1999)年４月１日から施行する。 

２ 本学則第４条の規定にかかわらず、平成11(1999)年度の収容定員は、次のとおりとす

る。 

学部 学科 専攻 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
（３学年次） 

文学部一部 英文学科  300名 24名 1,224名 

基督教学科  10名 ２名 42名 

史学科  200名 ８名 808名 

小計  510名 34名 2,074名 

経済学部一部 経済学科  450名 18名 1,818名 

商学科  250名 12名 1,012名 

小計  700名 30名 2,830名 

法学部 法律学科  300名 12名 1,212名 

工学部 機械工学科  120名 ６名 486名 

電気工学科  120名 ６名 486名 

応用物理学科  80名 ４名 324名 

土木工学科  120名 ６名 486名 

小計  440名 22名 1,782名 

教養学部 教養学科 人間科学専攻 70名 ３名 283名 

 言語科学専攻 70名 ３名 283名 

 情報科学専攻 60名 ３名 243名 

小計  200名 ９名 809名 

文学部二部 英文学科  50名  200名 
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経済学部二部 経済学科  300名  1,200名 

合計  2,500名 107名 10,107名 

３ 改正された第41条に規定する別表第４については、平成11(1999)年度入学者から適用

し、平成10(1998)年度以前の入学者の学納金については、従前の通りとする。 

附 則（平成12年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、文学部一部を文学部と、経済学部一部を経済学部とそれぞれ改称し、平成

12(2000)年４月１日から施行する。 

（文学部二部英文学科及び経済学部二部経済学科の存続に関する経過措置） 

２ 文学部二部英文学科及び経済学部二部経済学科は、改正後の学則第２条（学部組織）、

第４条（収容定員）、第21条別表第１（授業科目及び履修方法）、第25条第２項（卒業

要件）、第30条別表第２（教職に関する科目）同別表第２の２（教育職員免許状の種類

及び教科）、第31条の２別表第３（博物館学芸員に関する科目）、同別表第３の２（図

書館司書に関する科目）、同別表第３の３（社会教育主事に関する科目）、同別表第３

の４（学校教育図書館司書教諭に関する科目）、第40条（学士の学位）及び第41条別表

第４（学納金）の規定にかかわらず、当該学部学科に学生が在学しなくなるまで存続し、

改正前の規定を適用するものとする。 

（学生募集の停止） 

３ 文学部二部英文学科及び経済学部二部経済学科は、平成12(2000)年度から学生募集を

停止するものとする。 

（収容定員に関する経過措置） 

４ 第４条の規定にかかわらず、平成12(2000)年度から平成14(2002)年度までの収容定員

は、次のとおりとする。 

平成12(2000)年度 

学部 学科 専攻・コース 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
（３学年次） 

文学部 英文学科 昼間主コース 300名 24名 1,248名 

 夜間主コース 50名  50名 

 小計 350名 24名 1,298名 

基督教学科  10名 ２名 44名 

史学科  200名 ８名 816名 

計 560名 34名 2,158名 

経済学部 経済学科 昼間主コース 450名 18名 1,836名 

 夜間主コース 120名  120名 

 小計 570名 18名 1,956名 
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商学科 昼間主コース 250名 12名 1,024名 

 夜間主コース 60名  60名 

 小計 310名 12名 1,084名 

計 880名 30名 3,040名 

法学部 法律学科  300名 12名 1,224名 

工学部 機械工学科  120名 ６名 492名 

電気工学科  120名 ６名 492名 

応用物理学科  80名 ４名 328名 

土木工学科  120名 ６名 492名 

計 440名 22名 1,804名 

教養学部 教養学科 人間科学専攻 70名 ３名 286名 

 言語科学専攻 70名 ３名 286名 

 情報科学専攻 60名 ３名 246名 

 小計 200名 ９名 818名 

文学部二部 英文学科  （50名）  150名 

経済学部二部 経済学科  （300名）  900名 

合計 （2,380名） 107名 10,094名 

平成13(2001)年度 

学部 学科 専攻・コース 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
（３学年次） 

文学部 英文学科 昼間主コース 300名 24名 1,248名 

 夜間主コース 50名  100名 

 小計 350名 24名 1,348名 

基督教学科  10名 ２名 44名 

史学科  200名 ８名 816名 

計 560名 34名 2,208名 

経済学部 経済学科 昼間主コース 450名 18名 1,836名 

 夜間主コース 120名  240名 

 小計 570名 18名 2,076名 

商学科 昼間主コース 250名 12名 1,024名 

 夜間主コース 60名  120名 

 小計 310名 12名 1,144名 

計 880名 30名 3,220名 

法学部 法律学科  300名 12名 1,224名 

工学部 機械工学科  120名 ６名 492名 

25



電気工学科  120名 ６名 492名 

応用物理学科  80名 ４名 328名 

土木工学科  120名 ６名 492名 

計 440名 22名 1,804名 

教養学部 教養学科 人間科学専攻 70名 ３名 286名 

 言語科学専攻 70名 ３名 286名 

 情報科学専攻 60名 ３名 246名 

 小計 200名 ９名 818名 

文学部二部 英文学科  （50名）  100名 

経済学部二部 経済学科  （300名）  600名 

合計 （2,380名） 107名 9,974名 

平成14(2002)年度 

学部 学科 専攻・コース 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
（３学年次） 

文学部 英文学科 昼間主コース 300名 24名 1,248名 

 夜間主コース 50名 ６名 156名 

 小計 350名 30名 1,404名 

基督教学科  10名 ２名 44名 

史学科  200名 ８名 816名 

計 560名 40名 2,264名 

経済学部 経済学科 昼間主コース 450名 18名 1,836名 

 夜間主コース 120名 ９名 369名 

 小計 570名 27名 2,205名 

商学科 昼間主コース 250名 12名 1,024名 

 夜間主コース 60名 ５名 185名 

 小計 310名 17名 1,209名 

計 880名 44名 3,414名 

法学部 法律学科  300名 12名 1,224名 

工学部 機械工学科  120名 ６名 492名 

電気工学科  120名 ６名 492名 

応用物理学科  80名 ４名 328名 

土木工学科  120名 ６名 492名 

計 440名 22名 1,804名 

教養学部 教養学科 人間科学専攻 70名 ３名 286名 

 言語科学専攻 70名 ３名 286名 
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 情報科学専攻 60名 ３名 246名 

 小計 200名 ９名 818名 

文学部二部 英文学科  （50名）  50名 

経済学部二部 経済学科  （300名）  300名 

合計 （2,380名） 127名 9,874名 

（入学定員の経過措置） 

５ 第４条の規定にかかわらず、経済学部経済学科及び商学科の昼間主コース並びに法学

部法律科に係る平成12(2000)年度から平成16(2004)年度までの入学定員は、次のとおり

とする。 

  年度 (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) 

学部等   12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 

経済学部 
経済学科 昼間主コース 495名 490名 485名 480名 475名 

商学科 昼間主コース 295名 290名 285名 280名 275名 

法学部 法律学科  345名 340名 335名 330名 325名 

附 則（平成13年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成13(2001)年４月１日から施行する。ただし、教育職員免許状「情報」

に関し、改正後の学則第21条別表第１（授業科目及び履修方法）、第30条別表第２（教

職課程）及び、第31条別表第２の２（教育職員免許状の種類及び教科）の規定について

は、教養学部教養学科情報科学専攻の平成12年度入学生に対しても適用できるものとす

る。 

（文学部基督教学科、経済学部商学科、及び教養学部教養学科言語科学専攻の存続に関

する経過措置） 

２ 文学部基督教学科、経済学部商学科、及び教養学部教養学科言語科学専攻は、改正後

の学則第２条（学部、学科及び専攻）、第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、

第21条別表第１（授業科目及び履修方法）、第31条別表第２の２（教育職員免許状の種

類及び教科）及び第41条別表第４（学納金）の規定にかかわらず平成13年３月31日に当

該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

（学納金） 

３ 改正された第41条に規定する別表第４については平成13(2001)年度入学生から適用

し、平成12(2000)年度以前の入学生の学納金については、従前のとおりとする。 

附 則（平成14年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成14(2002)年４月１日から施行する。 

（工学部機械工学科、工学部電気工学科、工学部応用物理学科、工学部土木工学科の存

続に関する経過措置） 

27



２ 工学部機械工学科、工学部電気工学科、工学部応用物理学科、工学部土木工学科は、

改正後の学則第２条（学部、学科及び専攻）、第４条（収容定員）、第40条（学士の学

位）、第21条別表第１（授業科目及び履修方法）、第31条別表第２の２（教育職員免許

状の種類及び教科）及び第41条別表第４（学納金）の規定にかかわらず平成14年３月31

日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

附 則（平成15年４月１日） 

本学則は、平成15(2003)年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日） 

（施行期日） 

本学則は、平成16(2004)年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成17(2005)年４月１日から施行する。 

（学生募集の停止） 

２ 文学部史学科及び教養学部教養学科３専攻（人間科学専攻、言語文化専攻、情報科学

専攻）は、平成17(2005)年度から学生募集を停止するものとする。 

（文学部史学科及び教養学部教養学科の存続に関する経過措置） 

３ 文学部史学科及び教養学部教養学科は、改正後の学則第２条（学部、学科及び専攻）、

第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表第１（授業科目及び履修方法）、

第31条別表第２の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第41条別表第４（学納金）

の規定にかかわらず平成17年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しな

くなるまでの間、存続するものとする。 

附 則（平成18年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成18(2006)年４月１日から施行する。 

（学生募集の停止） 

２ 工学部機械創成工学科、物理情報工学科、環境土木工学科は、平成18(2006)年度から

学生募集を停止するものとする。 

（工学部機械創成工学科、物理情報工学科、環境土木工学科の存続に関する経過措置） 

３ 工学部機械創成工学科、物理情報工学科、環境土木工学科は、改正後の学則第２条（学

部、学科及び専攻）、第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表第１（授

業科目及び履修方法）、第31条別表第２の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第

41条別表第４（学納金）の規定にかかわらず平成18年３月31日に当該学科に在学する者

が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

附 則（平成19年４月１日） 

（施行期日） 
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１ 本学則は、平成19(2007)年４月１日から施行する。 

（助教授に関する経過措置） 

２ 本学則改正前の助教授は准教授と読み替える。 

（助手に関する経過措置） 

３ 本学則改正前の助手のうち、助教に相当するものは助教に読み替える。 

附 則（平成20年４月１日） 

本学則は、平成20(2008)年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成21(2009)年４月１日から施行する。 

（学生募集の停止） 

２ 経済学部経済学科及び経済学部経営学科の夜間主コースは、平成21(2009)年度から学

生募集を停止するものとする。 

（経済学部経済学科及び経済学部経営学科の夜間主コースの存続に関する経過措置） 

３ 経済学部経済学科及び経済学部経営学科の夜間主コースは、改正後の学則第２条（学

部、学科及び専攻）、第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表第２（授

業科目及び履修方法）、第31条別表３の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第41

条別表第５（学納金）の規定にかかわらず平成21年３月31日に当該学科に在学する者が

当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

（建築プログラム修了者の認定） 

４ 環境土木工学科に入学した学生及び平成20年度以前に環境建設工学科に入学した学

生が、建築プログラム必須科目を修得した場合には、同プログラム修了者として認定す

る。 

附 則（平成22年４月１日） 

本学則は、平成22(2010)年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成23(2011)年４月１日から施行する。 

（学生募集の停止） 

２ 文学部キリスト教学科は、平成23(2011)年度から学生募集を停止するものとする。 

（文学部キリスト教学科の存続に関する経過措置） 

３ 文学部キリスト教学科は、改正後の学則第２条（学部、学科及び専攻）、第４条（収

容定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表第２（授業科目及び履修方法）、第31

条別表３の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第41条別表第５（学納金）の規定

にかかわらず平成23年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる

までの間、存続するものとする。 

29



附 則（平成24年４月１日） 

１ 本学則は、平成24(2012)年４月１日から施行する。 

（学科の廃止） 

２ 平成17(2005)年４月から学生募集を停止した教養学部教養学科については、平成

24(2012)年３月31日をもって廃止する。 

平成18(2006)年４月から学生募集を停止した工学部機械創成工学科、物理情報工学科、

環境土木工学科については、平成24(2012)年３月31日をもって廃止する。 

附 則（平成25年１月23日） 

本学則は、平成25(2013)年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年７月17日） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成26(2014)年４月１日から施行する。 

（学科の廃止） 

２ 平成17(2005)年４月から学生募集を停止した文学部史学科については、平成25(2013)

年５月１日をもって廃止する。 

附 則（平成26年３月19日改正第25号） 

本学則は、平成26(2014)年４月１から施行する。 

附 則（平成26年10月22日改正第73号） 

（施行期日） 

１ 本学則は、平成27(2015)年４月１日から施行する。 

（学生募集の停止） 

２ 文学部英文学科夜間主コースは、平成27(2015)年度から学生募集を停止する。 

（文学部英文学科夜間主コースの存続に関する経過措置） 

３ 文学部英文学科夜間主コースは、改正後の学則第２条（学部、学科）、第４条（収容

定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表第２（授業科目及び履修方法）、第31条別

表３の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第41条別表第５（学納金）の規定にか

かわらず平成27年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまで

の間、存続するものとする。 

附 則（平成27年３月11日改正第30号） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 全学教授会は、廃止する。廃止に伴う、本学の規程等における全学教授会審議事項の

取扱いについては、覚書として別記１に定める。 

３ 第57条第２項に関し本学の規程等の改廃における学長の権限については、覚書として

別記２に定める。 

４ 第60条第１項第５号に関し、この学則別表第５（第41条関係）の審議は、教育研究上

の観点に限定されるものとする。 
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別記１（附則第２項関係） 

全学教授会廃止に伴う本学の規程等における全学教授会審議事項の取扱いに関する覚

書 

１ 全学教授会の廃止に伴い、本学の規程等において、全学教授会の審議事項となってい

るものについては、特別の事情がない限り、教授会の審議事項とする。 

２ 前項の趣旨を踏まえた規程等の改正は、平成27(2015)年度中に行うものとする。 

３ この覚書は、平成27(2015)年４月１日から施行する。 

別記２（附則第３項関係） 

本学の規程等の改廃における学長の権限に関する覚書 

１ 学校教育法の一部改正（平成26年法律第88号）の趣旨及び学校法人東北学院寄附行為

施行細則第27条第１項及び本学学則第57条第２項の規定により、大学における規程等の

制定及び改廃に関する最終決定権は、学長が有する。 

２ 本学の規程等において、学部教授会、全学教授会等の議を経て、理事会が改廃を行う

旨の規定は、「教授会等の議を経て学長が改廃を行い、理事会の承認を得る。」と解す

るものとする。 

３ 前２項の趣旨を踏まえた規程等の改正は、平成27(2015)年度中に行うものとする。 

４ この覚書は、平成27(2015)年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年７月１日改正第61号） 

（施行期日） 

１ この学則は、平成28(2016)年４月１日から施行する。 

（学科の廃止） 

２ 平成23(2011)年４月１日から学生募集を停止した文学部キリスト教学科については、

平成27(2015)年３月31日をもって廃止する。 

附 則（平成27年９月９日改正第72号） 

（施行期日） 

この学則は、平成28(2016)年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年11月18日改正第133号） 

（施行期日） 

この学則は、平成28(2016)年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月16日改正第60号） 

この学則は、平成28(2016)年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月22日改正第55号） 

（施行期日） 

１ この学則は、平成29(2017)年４月１日から施行する。 

（学科の廃止） 

２ 平成21(2009)年４月１日から学生募集を停止した経済学部経済学科夜間主コース、経
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営学科については、平成29(2017)年３月31日をもって廃止する。 

（学生募集の停止） 

３ 工学部電気情報工学科、電子工学科は、平成29(2017)年度から学生募集を停止するも

のとする。 

（工学部電気情報工学科、電子工学科の存続に関する経過措置） 

４ 工学部電気情報工学科、電子工学科は、改正後の学則第２条（学部、学科及び専攻）、

第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、第21条別表（授業科目及び履修方法）、

第31条別表３の２（教育職員免許状の種類及び教科）及び第41条別表第５（学納金）の

規定にかかわらず平成29年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなく

なるまでの間、存続するものとする。 

附 則（平成30年３月14日改正第31号） 

（施行期日） 

この学則は、平成30(2018)年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年２月６日改正第12号） 

（施行期日） 

この学則は、2019（平成31）年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日改正第25号） 

（施行期日） 

この学則は、2019（平成31）年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月25日改正第44号） 

（施行期日） 

この学則は、2020年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月25日改正第41号） 

（施行期日） 

この学則は、2021年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月12日改正第３号） 

（施行期日） 

この学則は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（令和 年 月 日改正第 号） 

（施行期日） 

１ この学則は、2023年４月１日から施行する。 

 （学生募集の停止） 

２ 経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部

言語文化学科、教養学部情報科学科及び教養学部地域構想学科については2023年４月１

日から学生募集を停止するものとする。 

（経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部
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言語文化学科、教養学部情報科学科及び教養学部地域構想学科の存続に関する経過措置） 

３ 経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部

言語文化学科、教養学部情報科学科及び教養学部地域構想学科は、改正後の学則第２条

（学部、学科）、第４条（収容定員）、第40条（学士の学位）、別表第２（第21条関係）、

別表第３の２（第31条関係）及び別表第５（第41条関係）の規定にかかわらず2023年３

月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものと

する。 

 

 

別表第１（第１条第２項関係） 

Ⅰ 文学部 

≪文学部≫ 

１ 理念・目的 

キリスト教に基づく人間形成を中心に、ことばへの関心を通して過去と現在を往還しながら、

通念・常識を常に相対化できる、創造的な批判精神を涵養する。 

なお、理念・目的を明確に表現するため、次のモットーを掲げる。 

“Ｔｈｉｎｋ ｆｏｒ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ， Ｔｈｉｎｋ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ” 

≪英文学科≫ 

１ 理念・目的 

国際語としての地位にある英語の運用能力の涵養をはかるとともに、他文化・他者性に対し

て鋭敏な感覚を育むことで、多元的な文化に寛容な真の国際人を育成する。 

２ 教育目標 

(１) 鋭敏な言語感覚を養う。 

(２) ことばの芸術と学問に親しむ。 

(３) 人間理解の基礎を築く。 

(４) 物事を論理的・批判的に考える能力を養う。 

(５) 自己を広い視野から捉える教養を蓄積する。 

≪総合人文学科≫ 

１ 理念・目的 
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キリスト教に基づく人間形成を中心に、古今の書物との対話を通して現実世界との関わりを

問い直し、変化する世界において自己を見失わず、しかも他者との相互理解・共生を可能とす

る強固な知的・精神的基礎をもった人材を育成する。 

２ 教育目標 

(１) 言語理解・表現能力を有する人材の育成 

(２) 問題発見・解決能力を有する人材の育成 

(３) 論理的・批判的思考力を有する人材の育成 

(４) 人間の生のあり方と倫理に深い関心を有する人材の育成 

(５) 他者に対する寛容な精神と奉仕する心を有する人材の育成 

≪歴史学科≫ 

１ 理念・目的 

広い歴史知識と歴史的な考え方を身に付け、現代社会をグローバルかつ歴史的に理解すると

ともに、地域の問題を広い視野から考える能力を養う。 

２ 教育目標 

(１) 広い歴史知識を身に付けさせるとともに、物事を歴史的に考える能力を育成する。 

(２) 現代社会の歴史的な背景の理解を促し、国際的な視野を身に付けさせる。 

(３) 地域社会の歴史的な成り立ちを学ばせ、地域文化の重要性を理解させる。 

(４) 演習・実習等の授業を通して、主体的な問題解決能力を育成する。 

(５) 情報化社会での問題処理能力を養い、実社会で生涯にわたって活かせる能力を身に付け

させる。 

《教育学科》 

１ 理念・目的 

人がよりよく生きるための学びと人間的成長を支援することができる、豊かな知識・技能・

姿勢を備えた人物を養成する。 

２ 教育目標 

(１) 総合的な人格形成教育に基づく人間性の涵養 

(２) 教育学研究を通した人間理解の深化 

34



(３) 異文化間交流を進めるための知識・技能・姿勢の育成 

(４) 高度情報化社会に対応するための知識・技能・姿勢の育成 

(５) 学校教育及び生涯学習の面から地域社会に貢献するための知識・技能・姿勢の育成 

Ⅱ 経済学部 

≪経済学部≫ 

１ 理念・目的 

キリスト教精神と幅広い教養教育を基礎に、経済学の専門的知識を修得し、時代に流されず、

先を見通す経済社会の理論とスキルを身に付け、多方面において社会に貢献できる人材を養成

する。 

２ 教育目標 

(１) 学生一人ひとりの個性を引き出す教育を実践する。 

(２) 社会の見方や経済学の考え方や分析技術を身に付けさせる。 

(３) 学生一人ひとりの夢を実現できる人材育成を図る。 

Ⅲ 経営学部 

≪経営学部≫ 

１ 理念・目的 

経営学の知識を使って、企業や地域社会の問題を解決できるようになるとともに、よきビジ

ネスパーソンとして自らのキャリアを切り開いていくことのできる能力を養う。 

２ 教育目標 

上の教育理念を実現するために、次の５つの能力を養うことを目標とする。 

(１) 主体的に学び、考え、効率的に伝えることができる能力 

(２) 他者と関わり、チームで成果を生み出す能力 

(３) 企業や地域社会の現状を理解し、それを独自の視点で評価できる能力 

(４) 財務諸表を読み、企業の経営課題を理解し、そこから戦略的な思考を展開できる能力 

(５) 将来のキャリア形成を見通しながら、必要なスキルや資格を取得できる能力 

Ⅳ 法学部 
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≪法学部≫ 

１ 理念・目的 

法的知識と法的思考を生かし、人間の尊厳のために貢献できる人材を養成する。 

なお、理念・教育目的を明確に表現するため、次の日本語及び英語のモットーを掲げる。 

「法的知識と法的思考を、人間の尊厳のために」 

“Ｔｈｉｎｋ ｌｅｇａｌｌｙ， ｆｏｒ ｈｕｍａｎ ｄｉｇｎｉｔｙ” 

２ 教育目標 

(１) 人生を主体的に生きる力 

(２) 法についての正しい知識と思考 

(３) 法を広い視野からとらえる教養 

(４) 人間の尊厳への深い理解 

(５) 隣人（他者・社会）に奉仕する精神を身に付けさせる。 

３ 人材養成の目標 

(１) 法的専門知識を生かしつつも、まず何より人間の尊厳を考え、そうした人間性によって

社会から信頼される人材の養成 

(２) 一市民として、地域生活・活動の場において、法的専門性を生かしながらリーダーシッ

プを発揮できる人材の養成 

Ⅴ 工学部 

≪工学部≫ 

１ 理念・目的 

人類の幸福と望ましい環境の創造に必要な工学技術を理解し、かつ、自ら思考できる人物を

育成する。また、本学の建学の精神に基づいて、人間社会に貢献する「幅広い教養と正しい倫

理観を持つ工学技術者」を養成する。 

２ 教育目標 

工学部に学ぶ全ての学生が、 

(１) 広くかつ深い教養に裏打ちされた隣人愛 
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(２) 社会への献身的奉仕の精神 

(３) 科学技術における正確な知識と思考能力 

(４) 科学技術を通して人類福祉を向上させる力 

(５) 社会及び組織におけるリーダーシップ 

を身に付ける。 

≪機械知能工学科≫ 

１ 理念・目的 

人類のために、知的なモノづくりを通して、信頼され期待される国際的エンジニアを養成す

る。 

２ 教育目標 

機械知能工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

(１) 自ら調べ、知識／技術を活用できるエンジニアの育成 

(２) 多様な問題解決能力の獲得 

(３) 幅広い教養を背景とした、技術革新に対応できる柔軟な思考力の強化 

(４) 自然科学に対する十分な理解とそれに基づく応用力の強化 

≪電気電子工学科≫ 

１ 理念・目的 

電気電子工学の基礎的知識を持ち、自然科学を人類社会の発展に十分貢献できる豊かな人間

性と正しい倫理観を有する技術者の育成を目的とする。 

２ 教育目標 

電気電子工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

電気電子工学科における教育は、豊かな人間性と正しい倫理観を有し、創造性がありかつ実

践的な電気・電子技術者及び情報・通信技術者を育成する。エネルギーの高効率化が進む社会

に十分対応可能で、電子材料、デバイス、電子計測の基礎理論を十分に身に付けた電気・電子

技術者の養成、情報・通信のパーソナル化、マルチメディア化が進む社会に十分対応可能な情

報通信技術（ＩＣＴ）の基礎理論を身に付けた情報・通信技術者の養成を目標とする。 

≪環境建設工学科≫ 
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１ 理念・目的 

  キリスト教精神に基づく倫理観を備え、社会人として必要な教養を身に付けるとともに、基

礎的専門知識を着実に習得した実践型の建設系技術者を養成する。 

２ 教育目標 

環境建設工学科における教育は、次に掲げる事項を身に付けることを目標とする。  

(１) 地球環境問題などに対する多面的視点を持ちつつ、東北という地域特性を理解した環境

建設技術者としての視点を身につける［多面的視点を持つ技術者］ 

(２) キリスト教を通して社会人としての良識と一般教養を着実に身につけるとともに、技術

者としての倫理観を備え、科学技術と自然・社会との関わりを考えて行動できる素養を身

につける［社会人としての良識と技術者倫理］ 

(３) 数学、自然科学と工学基礎に関する知識や学力を修得し、それを問題解決に活用できる

応用力を身につける［数学、科学技術の知識と応用能力］ 

(４)  情報技術に関する基本的な知識とスキルを修得し、実社会で活用できる能力を身につけ

る［情報技術のスキルと応用能力］ 

(５) 環境建設工学における基礎的な専門知識と学力を修得し、中核となる技術者として応

用・展開できる能力を身につける［専門科目の基礎学力と応用能力］ 

(６) 社会の要求を解決するために科学技術に関する情報を積極的に入手し、課題に対する計

画、遂行、分析・評価、改善のサイクルを通じて、問題解決のための能力を身につける［問

題解決のためのデザイン能力］ 

(７) 技術的・社会的に十分通用する日本語を使える能力を身につける［日本語表現能力］ 

(８) 英語によるコミュニケーション基礎能力を修得する［国際コミュニケーション基礎能力］ 

(９) 卒業研修・実験・演習・実習などを通じて自ら積極的に学ぶことの大事さを認識し、建

設産業の中核となる技術者として、必要な各種の資格取得に向けて「継続的に学習する能

力」を身につける [自主学習能力と継続学習能力] 

(10) 卒業研修・実験・演習・実習などを通じて、計画立案、遂行、とりまとめまでを自ら行

うことのできる能力を身につける［立案能力と総括能力］ 
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Ⅵ 地域総合学部 

≪地域総合学部≫ 

１ 理念・目的 

キリスト教精神と幅広い教養教育を基礎に、地域コミュニティ学科と政策デザイン学科におい

て、グローバルな視野を持った、よりよい地域をつくる人材を育成する。 

２ 教育目標 

(１) 「よりよい地域とは何か」という課題に対して、深く考えることのできる能力の育成 

(２) 「よりよい地域」の実現のため、さまざまな立場の者と協働できる能力の育成 

(３) 現実の地域のあり方を分析・理解し、自らが主体となって地域の課題を解決できる能力の

育成 

≪地域コミュニティ学科≫ 

１ 理念・目的 

多様な要素から成り立つ地域を深く理解して、地域住民の視点でよりよい地域を構想し、地域

の課題を解決していくことのできる人材を育てる。 

２ 教育目標 

(１) 地域という現場で学び考える姿勢を備えた人材を育成する。 

(２) 地域が自然、産業、福祉など多様な要素から構成され、相互に連関していることを理解し、

分析できる能力を備えた人材を育成する。 

(３) 地域住民にとっての「よりよい地域」を実現するという理念にたち、そこで生活する多様

な人々の視点から地域の課題を発見し、解決の糸口を見つけることができる人材を育成する。 

≪政策デザイン学科≫ 

１ 理念・目的 

地域社会を地球規模の社会経済システムとの関係で捉え、さまざまな地域の課題に多様な担い

手が協働して取り組むための研究・教育を行うことで、課題の解決に資することができる人材を

養成する。 

２ 教育目標 
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(１) 地域社会を社会経済システム全体との関係において考察できる人材を養成する。 

(２) 地域で生活する人びとが持つ多様な属性に目を向け、経済格差、さまざまな差別や不平等、

災害復興など地域の抱える問題を、包摂的で公正な社会の実現に向けた課題として把握でき

る人材を養成する。 

(３) 地域の課題について公共行政、経済産業、市民社会の多面的視点から政策立案を行うこと

ができる人材を養成する。 

(４) 自ら地域の課題を把握しその解決のための政策遂行の担い手となることができる主体的な

人材を養成する。 

Ⅶ 情報学部 

≪情報学部≫ 

１ 理念・目的 

情報科学、数理科学、社会科学を包括する学びを通じて、人間の社会活動によって生み出され

る情報を理解する能力を育み、情報活用に基づいた社会の課題解決や社会的価値の創出に貢献す

る人材を育成する。 

２ 教育目標 

(１) 高い理想を持ち社会に貢献しようとする人材を育成する。 

(２) 情報を通じて社会を理解しようとする旺盛な知的好奇心を持たせる。 

(３) 社会で生み出される情報を活用し、新たな価値を創造する能力を修得させる。 

(４) 技術と社会の激しい変化に追いつき対応できる能力を身につけさせる。 

(５) 社会に潜在する課題を発見し、文系・理系の双方の知識を用いて実践的に解決できる能力

を養う。 

Ⅷ 人間科学部 

≪人間科学部≫ 

１ 理念・目的 

人間生活の抱える種々の問題に現実的に対処すべく、人間を多角的・実証的に捉える力を備え、

健康的な生のあり方を追求する人材を養成する。 
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２ 教育目標 

(１) 人間の行動とその心理過程、及びそれらを規定する諸要因について、深い理解と知識を備

えている。 

(２) 人間の行動を実証的に分析できる思考力、技能を備えている。 

(３) 現実の社会生活の中に問題を発見しそれを解決するために、自らの知識と技能と意欲とを

主体的に活かすことができる。 

(４) 自らの生が、他者の生、ひいては人類全体の生とつながっていることを理解することがで

きる。 

Ⅸ 国際学部 

≪国際学部≫ 

１ 理念・目的 

日本が置かれた東アジアと世界の諸地域を幅広く視野に入れ、そこに住む人々の社会・文化・

歴史・言語の多様性を学び、相互に共通の課題や問題を発見し、その解決に向けて国家、民族、

地域の壁を越えて協力し、行動できる「よき地球市民」の育成を目指す。 

２ 教育目標 

(１) 世界の様々な国や地域における社会・文化・歴史・言語の多様性と相互関連性を理解し、

グローバル化について多角的かつ相対的に考えることができる人材の育成。 

(２) グローバル化の結果として生じる国境や地域を越えた共通課題を自ら発見し、他者と協力

しながら、粘り強く解決策を模索できる人材の育成。 

(３) 「国際補助言語」である英語、ないし東アジア諸言語（中国語、韓国・朝鮮語、日本語）

の運用能力を身に付け、それらを利用して異なる社会的・文化的背景を有する人々と適切な

意思疎通を図り、「協働」や「共生」のために活かすことができる人材の育成。 

(４) 学修の成果を活かして自分の生きるローカルなコミュニティ（地域、職場など）のために

貢献しつつも、グローバルコミュニティ（外側の世界）への関心や貢献も忘れず、世界のど

こにあっても自らの役割と使命を真摯に考え、人生を豊かに生きようとする姿勢を持つ人材

の育成。 
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別表第２（第21条関係） 

教育課程表 

１ 文学部 

(１) 英文学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

△は分野必修科目 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

 市民社会を生きる (２) 

 地球社会を生きる (２) 

 科学技術社会を生きる (２) 

 キャリア形成と大学生活 (２) 

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２) 

 数理的思考の基礎 (２) 

 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 

 情報化社会の基礎 (２) 

 メディア・リテラシー (２) 

【 読解・作文の技法 (２) 
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 研究・発表の技法 (２)】 

学科教養科目 

 哲学 (２) 

 文学 (２) 

 芸術論 (２) 

 歴史学 (２) 

 心理学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 社会学 (２) 

 経済学 (２) 

 法学 (２) 

 現代の政治 (２) 

 日本国憲法 (２) 

 生命の科学 (２) 

 環境の科学 (２) 

 自然の科学 (２) 

 倫理学 (２) 

 社会福祉論 (２) 

 東北地域論 (２) 

 先端の科学と技術 (２) 

 情報リテラシー (２) 

 東北学院の歴史 (２) 

地域教育科目 

 震災と復興 (２) 

× 地域の課題Ⅰ (２) 

 地域の課題Ⅱ (２) 

 地域課題演習 (４) 

外国語 第１類 × 英語ⅠＡ (１) 
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科目 × 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

第２類 

【 ドイツ語ⅠＡ (１) 

 フランス語ⅠＡ (１)】 

【 ドイツ語ⅠＢ (１) 

 フランス語ⅠＢ (１)】 

 中国語ⅠＡ (１) 

 中国語ⅠＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (１) 

 ドイツ語ⅡＡ (１) 

 ドイツ語ⅡＢ (１) 

 フランス語ⅡＡ (１) 

 フランス語ⅡＢ (１) 

 中国語ⅡＡ (１) 

 中国語ⅡＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１) 

第３類 
 ベーシック英語 (１) 

 英語Ⅲ (１) 

保健体育科目 
 体育講義 (２) 

 スポーツ実技 (２) 

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２) 

 日本事情Ｂ (２) 

 日本事情Ｃ (２) 
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第２類 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専門教

育科目 

第１類 

【 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅰ (２) 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅱ (２) 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅲ (２) 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅳ (２) 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅴ (２) 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅵ (２)】 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ⅰ (２) 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ⅱ (２) 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ⅲ (２) 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ⅳ (２) 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 

Ⅰ (２) 

 Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 

Ⅱ (２) 

× 英語発音学Ⅰ (２) 

× 英語発音学Ⅱ (２) 

 英文法Ⅰ (２) 

 英文法Ⅱ (２) 

第２類（英米文

学分野） 

× 英米文学概説Ⅰ (２) 

× 英米文学概説Ⅱ (２) 

 イギリス文学史Ⅰ (２) 

 イギリス文学史Ⅱ (２) 
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 イギリス小説Ⅰ (２) 

 イギリス詩Ⅰ (２) 

△ 英米文学講読Ⅰ (２) 

△ 英米文学講読Ⅱ (２) 

 イギリス小説Ⅱ (２) 

 イギリス詩Ⅱ (２) 

 イギリス演劇Ⅰ (２) 

 イギリス演劇Ⅱ (２) 

 アメリカ文学史Ⅰ (２) 

 アメリカ文学史Ⅱ (２) 

 アメリカ小説Ⅰ (２) 

 アメリカ小説Ⅱ (２) 

 アメリカ詩 (２) 

 アメリカ演劇 (２) 

△ 英米文学演習Ⅰ (２) 

△ 英米文学演習Ⅱ (２) 

 中世イギリス文学Ⅰ (２) 

 中世イギリス文学Ⅱ (２) 

 文学批評Ⅰ (２) 

 文学批評Ⅱ (２) 

△ 英米文学演習Ⅲ (２) 

△ 英米文学演習Ⅳ (２) 

第３類（英語学

分野） 

× 英語学概説Ⅰ (２) 

× 英語学概説Ⅱ (２) 

 英語音韻論Ⅰ (２) 

 英語音韻論Ⅱ (２) 
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 英語統語論Ⅰ (２) 

 英語統語論Ⅱ (２) 

△ 英語学講読Ⅰ (２) 

△ 英語学講読Ⅱ (２) 

 音韻論Ⅰ (２) 

 音韻論Ⅱ (２) 

 文法論Ⅰ (２) 

 文法論Ⅱ (２) 

 英語史Ⅰ (２) 

 英語史Ⅱ (２) 

 初期英語Ⅰ (２) 

 初期英語Ⅱ (２) 

△ 英語学演習Ⅰ (２) 

△ 英語学演習Ⅱ (２) 

 言語学Ⅰ (２) 

 言語学Ⅱ (２) 

 歴史言語学Ⅰ (２) 

 歴史言語学Ⅱ (２) 

△ 英語学演習Ⅲ (２) 

△ 英語学演習Ⅳ (２) 

第４類（英語コ

ミュニケーショ

ン分野） 

× 英語コミュニケーション概説Ⅰ (２) 

× 英語コミュニケーション概説Ⅱ (２) 

 異文化間コミュニケーション学Ⅰ (２) 

 異文化間コミュニケーション学Ⅱ (２) 

△ 英語コミュニケーション講読Ⅰ (２) 

△ 英語コミュニケーション講読Ⅱ (２) 
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 社会言語学Ⅰ (２) 

 社会言語学Ⅱ (２) 

 応用言語学Ⅰ (２) 

 応用言語学Ⅱ (２) 

 心理言語学Ⅰ (２) 

 心理言語学Ⅱ (２) 

△ 英語コミュニケーション演習Ⅰ (２) 

△ 英語コミュニケーション演習Ⅱ (２) 

 英語コミュニケーション研究Ⅰ (２) 

 英語コミュニケーション研究Ⅱ (２) 

△ 英語コミュニケーション演習Ⅲ (２) 

△ 英語コミュニケーション演習Ⅳ (２) 

第５類 

 ギリシア語初級Ⅰ (２) 

 ギリシア語初級Ⅱ (２) 

 ドイツ語講読Ⅰ (２) 

 ドイツ語講読Ⅱ (２) 

 フランス語講読Ⅰ (２) 

 フランス語講読Ⅱ (２) 

 ギリシア語中級Ⅰ (２) 

 ギリシア語中級Ⅱ (２) 

 ラテン語初級Ⅰ (２) 

 ラテン語初級Ⅱ (２) 

 ラテン語中級Ⅰ (２) 

 ラテン語中級Ⅱ (２) 

第６類 
 国際関係論Ⅰ (２) 

 国際関係論Ⅱ (２) 
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 英米思想史Ⅰ (２) 

 英米思想史Ⅱ (２) 

 キリスト教文学Ｉ (２) 

 キリスト教文学Ⅱ (２) 

 小学校英語教育実践Ⅰ (２) 

 小学校英語教育実践Ⅱ (２) 

 翻訳実践Ⅰ (２) 

 翻訳実践Ⅱ (２) 

 通訳実践Ⅰ (２) 

 通訳実践Ⅱ (２) 

 海外研究Ⅰ (２) 

 海外研究Ⅱ (２) 

第７類 
【 卒業試験 (２) 

 卒業論文 (２)】 

履修方法 

卒業要件 

文学部所属の学生であって、英文学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次に

定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により36単位以上を修得するものとする。 

ア 教養教育科目 ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ 教養教育科目 ＴＧベーシック 知的基礎 ８単位以上 

ウ 教養教育科目 学科教養科目 16単位以上 

エ 地域教育科目（必修科目） ２単位 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位 
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イ 第２類 ２単位 

(３) 専門教育科目については、次により62単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 20単位（必修科目４単位及び選択必修科目を４単位、必修科目を除く12単位を含

む。） 

イ 第２類から第４類まで 40単位（必修科目12単位、専修分野必修科目12単位、必修科目及

び専修分野必修科目を除く専修分野科目16単位を含む。） 

ウ 第７類 ２単位 

(４) (１)から(３)のほかに、地域教育科目、外国語科目第２類、保健体育科目、専門教育科目

第１類から第６類、他学部・他学科開講専門教育科目又は単位互換の協定を締結している他大

学開講科目のうちから20単位以上を修得するものとする。 

(５) 外国人留学生等にあっては、次により10単位まで外国人留学生科目についての単位で代え

ることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａ又は日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目の各２単位、日本事情Ｃ

は保健体育科目体育講義の２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第２類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢ

は外国語科目第２類の英語ⅡＢの１単位。 

(６) 卒業要件を満たせば、所属分野の「専修」修了を認める。 

(７) 所属分野以外の特定分野の第２類から第４類選択科目を20単位以上修得した場合には当該

分野「副専修」修了を認める。 

進級要件 

３学年次への進級の資格を得るためには、次に定めるところに従って、合計44単位以上を修

得しなければならない。 

教養教育科目及び地域教育科目 24単位以上 

外国語科目第１類及び第２類 ４単位以上 

専門教育科目第１類から第４類 16単位以上 

備考 
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(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目の学科教養科目のう

ち、日本国憲法２単位及び情報リテラシー２単位並びに保健体育科目のうちのスポーツ実技

２単位並びに専門教育科目のうちのＩｎｔｅｇｒａｔｅｄ ＥｎｇｌｉｓｈⅠ２単位及びＩ

ｎｔｅｇｒａｔｅｄ ＥｎｇｌｉｓｈⅡ２単位を修得しなければならない。また、教育職員

免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」のうち「教科に関する専門的事項」

については、本教育課程表より、それ以外の科目については、本学則第30条（別表第３）の

授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しな

ければならない。 

(２) 学芸員、司書、社会教育主事及び司書教諭の資格を得ようとする者は、本学学則第31条

の２（別表第４、第４の２、第４の３及び第４の４）のうちからそれぞれの資格取得のため

に必要な授業科目及び単位を修得しなければならない。ただし、司書教諭の資格を得ようと

する者については、教育職員免許状授与の所要資格を得なければならない。 

(２) 総合人文学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

 市民社会を生きる (２) 

 地球社会を生きる (２) 

 科学技術社会を生きる (２) 
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 キャリア形成と大学生活 (２) 

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２) 

 数理的思考の基礎 (２) 

 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 

 情報化社会の基礎 (２) 

 メディア・リテラシー (２) 

 読解・作文の技法 (２) 

 研究・発表の技法 (２) 

学科教養科目 

 哲学 (２) 

 文学 (２) 

 芸術論 (２) 

 歴史学 (２) 

 倫理学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 心理学 (２) 

 社会学 (２) 

 経済学 (２) 

 法学 (２) 

 現代の政治 (２) 

 生命の科学 (２) 

 環境の科学 (２) 

 自然の科学 (２) 

 日本国憲法 (２) 

 社会福祉論 (２) 

 先端の科学と技術 (２) 
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 情報リテラシー (２) 

 東北学院の歴史 (２) 

地域教育科目 

 震災と復興 (２) 

× 地域の課題Ⅰ (２) 

 地域の課題Ⅱ (２) 

 地域課題演習 (４) 

外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１) 

× 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

 外国語コミュニケーションⅠ (１) 

 外国語コミュニケーションⅡ (１) 

第２類 

【 ドイツ語ⅠＡ (１) 

 フランス語ⅠＡ (１) 

 中国語ⅠＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (１)】 

【 ドイツ語ⅠＢ (１) 

 フランス語ⅠＢ (１) 

 中国語ⅠＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (１)】 

 ドイツ語ⅡＡ (１) 

 フランス語ⅡＡ (１) 

 中国語ⅡＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１) 

 ドイツ語ⅡＢ (１) 

 フランス語ⅡＢ (１) 
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 中国語ⅡＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１) 

第３類 
 ベーシック英語 (１) 

 英語Ⅲ (１) 

保健体育科目 
 体育講義 (２) 

 スポーツ実技 (２) 

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２) 

 日本事情Ｂ (２) 

 日本事情Ｃ (２) 

第２類 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専門教

育科目 

第１類 
× 総合人文学の基礎Ⅰ (２) 

× 総合人文学の基礎Ⅱ (２) 

第２類（思想・

哲学分野） 

 ギリシア・ローマの思想と哲学 (２) 

 中世ヨーロッパの思想と哲学 (２) 

 近代ヨーロッパの思想と哲学 (２) 

 現代の思想と哲学 (２) 

 日本の思想と哲学 (２) 

 政治思想史Ⅰ (２) 

 政治思想史Ⅱ (２) 

 日本思想史Ⅰ (２) 

 日本思想史Ⅱ (２) 

 法哲学Ⅰ (２) 

 法哲学Ⅱ (２) 
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 経済思想史Ⅰ (２) 

 経済思想史Ⅱ (２) 

 キリスト教倫理Ⅰ (２) 

 キリスト教倫理Ⅱ (２) 

 生命の倫理 (２) 

 環境の倫理 (２) 

 東洋の思想と哲学 (２) 

 死生学 (２) 

第３類（文化・

芸術分野） 

 ギリシア・ローマ文化論 (２) 

 ヨーロッパ文化論 (２) 

 アメリカ文化論 (２) 

 アジア文化論 (２) 

 日本文化論 (２) 

 生活文化史Ⅰ (２) 

 生活文化史Ⅱ (２) 

 日本文学史Ⅰ (２) 

 日本文学史Ⅱ (２) 

 キリスト教文学Ⅰ (２) 

 キリスト教文学Ⅱ (２) 

 文学批評Ⅰ (２) 

 文学批評Ⅱ (２) 

 ヨーロッパ美術史 (２) 

 日本美術史 (２) 

 キリスト教と美術 (２) 

 ヨーロッパ音楽史Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ音楽史Ⅱ (２) 

55



 キリスト教と音楽 (２) 

第４類（宗教・

神学分野） 

 宗教学Ⅰ (２) 

 宗教学Ⅱ (２) 

 宗教史 (２) 

 仏教概説 (２) 

 イスラーム世界の形成と展開 (２) 

 キリスト教史Ⅰ（古代） (２) 

 キリスト教史Ⅱ（中世） (２) 

 キリスト教史Ⅲ（近世） (２) 

 キリスト教史Ⅳ（近現代） (２) 

 アメリカ・キリスト教史 (２) 

 旧約聖書概説Ⅰ (２) 

 旧約聖書概説Ⅱ (２) 

 旧約聖書神学Ⅰ (２) 

 旧約聖書神学Ⅱ (２) 

 旧約聖書釈義Ⅰ (２) 

 旧約聖書釈義Ⅱ (２) 

 新約聖書概説Ⅰ (２) 

 新約聖書概説Ⅱ (２) 

 新約聖書神学Ⅰ (２) 

 新約聖書神学Ⅱ (２) 

 新約聖書釈義Ⅰ (２) 

 新約聖書釈義Ⅱ (２) 

 組織神学Ⅰ (２) 

 組織神学Ⅱ (２) 

 実践神学 (２) 
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第５類 

 キリスト教教育Ⅰ (２) 

 キリスト教教育Ⅱ (２) 

 教理史 (２) 

 牧会学 (２) 

 説教学 (２) 

 エキュメニズム (２) 

 平和学 (２) 

 文化遺産と現代社会 (２) 

 ＮＰＯ・ボランティア論 (２) 

 海外研究Ⅰ (２) 

 海外研究Ⅱ (２) 

第６類 

 英語講読Ⅰ (２) 

 英語講読Ⅱ (２) 

 ドイツ語講読Ⅰ (２) 

 ドイツ語講読Ⅱ (２) 

 フランス語講読Ⅰ (２) 

 フランス語講読Ⅱ (２) 

 ギリシア語初級Ⅰ (２) 

 ギリシア語初級Ⅱ (２) 

 ギリシア語中級Ⅰ (２) 

 ギリシア語中級Ⅱ (２) 

 ラテン語初級Ⅰ (２) 

 ラテン語初級Ⅱ (２) 

 ラテン語中級Ⅰ (２) 

 ラテン語中級Ⅱ (２) 

 ヘブライ語初級Ⅰ (２) 
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 ヘブライ語初級Ⅱ (２) 

 ヘブライ語中級Ⅰ (２) 

 ヘブライ語中級Ⅱ (２) 

第７類 

× 人文学演習Ⅰ (２) 

× 人文学演習Ⅱ (２) 

× 論文演習Ⅰ (２) 

× 論文演習Ⅱ (２) 

履修方法 

卒業要件 

文学部所属の学生であって、総合人文学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、

次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により36単位以上を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ 教養教育科目ＴＧベーシック 知的基礎８単位以上 

ウ 教養教育科目学科教養科目 16単位以上 

エ 地域教育科目（必修科目） ２単位以上 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位 

イ 第２類 ２単位 

(３) 専門教育科目については、次により54単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位 

イ 第２類～第４類 38単位 ただし、いずれかの類で26単位以上を履修した者については、

当該分野専修修了を認める。 

ウ 第５類～第７類 12単位 

(４) (１)から(３)のほかに、28単位は、地域教育科目、外国語科目第１類及び第２類、保健体
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育科目、専門教育科目、他学部・他学科開講専門教育科目、単位互換の協定を締結している他

大学開講科目から修得するものとする。 

(５) 外国語科目第２類については、学則第24条の５第１項の規定に基づき、必要な指導を受け

たうえで、これを本学における授業科目の履修とみなし、実用フランス語技能検定３級、ドイ

ツ語技能検定３級、中国語検定３級及びハングル技能検定３級以上を取得して単位認定の申請

を行い、当該申請が認められた場合、外国語科目第２類の当該外国語科目ⅠＢの単位を認定で

きるものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａ及び日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目の各２単位、日本事情Ｃ

は保健体育科目の体育講義の２単位 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類英語Ⅰ

Ｂの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類英語ⅡＢの１単位 

進級要件 

３学年次への進級の資格を得るためには、次に定めるところに従って、合計44単位以上を修

得しなければならない。 

教養教育科目及び地域教育科目 32単位以上 

外国語科目 ４単位以上 

専門教育科目第１類から第６類 ８単位以上 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法

２単位及び情報リテラシー２単位並びに保健体育科目のうちのスポーツ実技２単位並びに外

国語科目のうちの外国語コミュニケーションⅠ１単位及び外国語コミュニケーションⅡ１単

位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める『教科及び教職に関

する科目』のうちから「教科に関する専門的事項」については、本教育課程表より、それ以

外の科目については、本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員
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免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(２) 学芸員、司書、社会教育主事及び司書教諭の資格を得ようとする者は、本学則第31条の

２（別表第４、第４の２、第４の３及び第４の４）のうちから当該資格取得のために必要な

授業科目及び単位を修得しなければならない。ただし、司書教諭の資格を得ようとする者に

ついては、教育職員免許状授与の所要資格を得なければならない。 

(３) 歴史学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

 市民社会を生きる (２) 

 地球社会を生きる (２) 

 科学技術社会を生きる (２) 

 キャリア形成と大学生活 (２) 

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２) 

 数理的思考の基礎 (２) 

 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 

 情報化社会の基礎 (２) 

 メディア・リテラシー (２) 
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【 読解・作文の技法 (２) 

 研究・発表の技法 (２)】 

学科教養科目 

 哲学 (２) 

 芸術論 (２) 

 歴史学 (２) 

 心理学 (２) 

 基礎社会学 (２) 

 基礎経済学 (２) 

 法学 (２) 

 日本国憲法 (２) 

 環境の科学 (２) 

 自然の科学 (２) 

 倫理学 (２) 

 文学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 現代の政治 (２) 

 社会福祉論 (２) 

 東北地域論 (２) 

 先端の科学と技術 (２) 

 情報リテラシー (２) 

 基礎地理学 (２) 

 東北学院の歴史 (２) 

地域教育科目 

 震災と復興 (２) 

× 地域の課題Ⅰ (２) 

 地域の課題Ⅱ (２) 

 地域課題演習 (４) 
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外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１) 

× 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

 外国語コミュニケーションⅠ (１) 

 外国語コミュニケーションⅡ (１) 

第２類 

【 ドイツ語ⅠＡ (１) 

 フランス語ⅠＡ (１) 

 中国語ⅠＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (１)】 

【 ドイツ語ⅠＢ (１) 

 フランス語ⅠＢ (１) 

 中国語ⅠＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (１)】 

 ドイツ語ⅡＡ (１) 

 フランス語ⅡＡ (１) 

 中国語ⅡＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１) 

 ドイツ語ⅡＢ (１) 

 フランス語ⅡＢ (１) 

 中国語ⅡＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１) 

第３類 
 ベーシック英語 (１) 

 英語Ⅲ (１) 

保健体育科目 
 体育講義 (２) 

 スポーツ実技 (２) 
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外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２) 

 日本事情Ｂ (２) 

 日本事情Ｃ (２) 

第２類 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専門教

育科目 
第１類（演習） 

× 基礎演習Ⅰ (２) 

× 基礎演習Ⅱ (２) 

【 日本史総合演習Ⅰ (２) 

 アジア史総合演習Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史総合演習Ⅰ (２) 

 考古学総合演習Ⅰ (２) 

 民俗学総合演習Ⅰ (２)】 

【 日本史総合演習Ⅱ (２) 

 アジア史総合演習Ⅱ (２) 

 ヨーロッパ史総合演習Ⅱ (２) 

 考古学総合演習Ⅱ (２) 

 民俗学総合演習Ⅱ (２)】 

【 日本史論文演習Ⅰ (２) 

 アジア史論文演習Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史論文演習Ⅰ (２) 

 考古学論文演習Ⅰ (２) 

 民俗学論文演習Ⅰ (２)】 

【 日本史論文演習Ⅱ (２) 

 アジア史論文演習Ⅱ (２) 
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 ヨーロッパ史論文演習Ⅱ (２) 

 考古学論文演習Ⅱ (２) 

 民俗学論文演習Ⅱ (２)】 

第２類（講義） 

【 日本史概説Ⅰ (２) 

 日本史概説Ⅱ (２) 

 アジア史概説Ⅰ (２) 

 アジア史概説Ⅱ (２) 

 ヨーロッパ史概説Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史概説Ⅱ (２) 

 考古学概説Ⅰ (２) 

 考古学概説Ⅱ (２) 

 民俗学概説Ⅰ (２) 

 民俗学概説Ⅱ (２)】 

 歴史の中の東北 (２) 

 江戸から明治へ (２) 

 イスラーム世界の形成と展開 (２) 

 伝統アジアの社会と文化 (２) 

 ヨーロッパ近現代の国家と社会 (２) 

 アジアにおける国家の誕生 (２) 

 近現代日本と東アジア (２) 

 ヨーロッパ中近世社会史 (２) 

 アジアの王権と思想 (２) 

 日本史の諸問題Ⅰ (２) 

 日本史の諸問題Ⅱ (２) 

 アジア史の諸問題Ⅰ (２) 

 アジア史の諸問題Ⅱ (２) 
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 ヨーロッパ史の諸問題Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史の諸問題Ⅱ (２) 

 考古学の諸問題Ⅰ (２) 

 考古学の諸問題Ⅱ (２) 

 民俗学の諸問題Ⅰ (２) 

 民俗学の諸問題Ⅱ (２) 

第３類（講読・

実習） 

 古文書学Ⅰ (２) 

 古文書学Ⅱ (２) 

 アジア史基礎講読Ⅰ (２) 

 アジア史基礎講読Ⅱ (２) 

 ヨーロッパ史基礎講読Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史基礎講読Ⅱ (２) 

 民俗学調査入門Ⅰ (１) 

 民俗学調査入門Ⅱ (１) 

 考古学実習Ⅰ (２) 

 ギリシア語初級Ⅰ (２) 

 ギリシア語初級Ⅱ (２) 

 日本史専門講読Ⅰ (２) 

 日本史専門講読Ⅱ (２) 

 日本史専門講読Ⅲ (２) 

 アジア史専門講読Ⅰ (２) 

 アジア史専門講読Ⅱ (２) 

 アジア史専門講読Ⅲ (２) 

 ヨーロッパ史専門講読Ⅰ (２) 

 ヨーロッパ史専門講読Ⅱ (２) 

 ヨーロッパ史専門講読Ⅲ (２) 
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 考古学実習Ⅱ (２) 

 考古学実習Ⅲ (２) 

 民俗学実習Ⅰ (２) 

 民俗学実習Ⅱ (２) 

 ラテン語初級Ⅰ (２) 

 ラテン語初級Ⅱ (２) 

 ギリシア語中級Ⅰ (２) 

 ギリシア語中級Ⅱ (２) 

 ラテン語中級Ⅰ (２) 

 ラテン語中級Ⅱ (２) 

第４類（隣接科

目） 

 地誌学Ⅰ (２) 

 地誌学Ⅱ (２) 

 日本文学史Ⅰ (２) 

 日本文学史Ⅱ (２) 

 海外研究Ⅰ (２) 

 海外研究Ⅱ (２) 

 自然地理学Ⅰ (２) 

 自然地理学Ⅱ (２) 

 人文地理学Ⅰ (２) 

 人文地理学Ⅱ (２) 

 日本美術史 (２) 

 ヨーロッパ美術史 (２) 

 生活文化史Ⅰ (２) 

 生活文化史Ⅱ (２) 

 日本経済史Ⅰ (２) 

 日本経済史Ⅱ (２) 
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 西洋経済史Ⅰ (２) 

 西洋経済史Ⅱ (２) 

 日本思想史Ⅰ (２) 

 日本思想史Ⅱ (２) 

履修方法 

卒業要件 

文学部所属の学生であって、歴史学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次に

定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により36単位以上を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック人間的基礎 10単位以上 

イ 教養教育科目ＴＧベーシック知的基礎 ８単位以上 

ウ 教養教育科目学科教養科目 16単位以上 

エ 地域教育科目（必修科目） ２単位以上 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位（必修） 

イ 第２類 ２単位 

(３) 専門教育科目については、次により56単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類（演習） 12単位 

イ 第２類（講義） 32単位 

ウ 第３類（講義・実習） ８単位 

エ 第４類（隣接科目） ４単位 

(４) (１)から(３)のほかに、26単位は教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類及び第

２類、保健体育科目、専門教育科目、他学部・他学科開講の専門教育科目、単位互換の協定を

締結している他大学開講科目から修得するものとする。 

(５) 外国語科目第２類については、学則第24条の５第１項の規定に基づき、必要な指導を受け
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たうえで、これを本学における授業科目の履修とみなし、実用フランス語技能検定３級、ドイ

ツ語技能検定３級、中国語検定３級及びハングル技能検定３級以上を取得して単位認定の申請

を行い、当該申請が認められた場合、外国語科目第２類の当該外国語科目ⅠＢの単位を認定で

きるものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａ・日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目の各２単位、日本事情Ｃは

保健体育科目の体育講義の２単位 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類英語Ⅰ

Ｂの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類英語ⅡＢの１単位 

(７) 日本史、アジア史、ヨーロッパ史、考古学、民俗学各分野において、「総合演習」、「論

文演習」、「専門講読」、「実習」及び「諸問題」のうちから、同一分野の科目を合わせて16

単位以上修得すれば、当該分野の「専修」修了を認める。 

(８) 大学院文学研究科ヨーロッパ文化史専攻及びアジア文化史専攻の講義科目の履修について

は、別に定める。 

進級要件 

３学年次への進級の資格を得るためには、次に定めるところに従って、合計52単位以上を修

得しなければならない。 

教養教育科目及び地域教育科目 30単位以上 

外国語科目第１類及び第２類 ４単位以上 

専門教育科目第１類 ２単位以上 

専門教育科目第２類から第４類 16単位以上 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目の学科教育科目のう

ち、日本国憲法２単位、情報リテラシー２単位、保健体育科目のうちのスポーツ実技２単位

及び外国語科目のうちの外国語コミュニケーションⅠ、外国語コミュニケーションⅡの計２
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単位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める『教科及び教職に

関する科目』のうちから「教科に関する専門的事項」については、本教育課程表より、それ

以外の科目については、本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職

員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(２) 学芸員、司書、社会教育主事及び司書教諭の資格を得ようとする者は、本学学則第31条

の２（別表第４、第４の２、第４の３及び第４の４）の中からそれぞれの資格取得のために

必要な授業科目及び単位を修得しなければならない。ただし、司書教諭の資格を得ようとす

る者については、教育職員免許状授与の所要資格を得なければならない。 

(４) 教育学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

◎は教員免許状取得のための必修 

○は小学校教員免許状取得のための必修 

△は中・高英語教員免許状取得のための必修 

☆は小・中学校教員免許状取得のための必修 

＊は中学校教員免許状取得のための必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

 市民社会を生きる (２) 

 地球社会を生きる (２) 
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 科学技術社会を生きる (２) 

 キャリア形成と大学生活 (２) 

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２) 

 数理的思考の基礎 (２) 

 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 

 情報化社会の基礎 (２) 

 メディア・リテラシー (２) 

× 読解・作文の技法 (２) 

× 研究・発表の技法 (２) 

学科教養科目 

 哲学 (２) 

 音楽（器楽） (２) 

 芸術論 (２) 

 歴史学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 社会学 (２) 

 経済学 (２) 

 法学 (２) 

◎ 日本国憲法 (２) 

 生命の科学 (２) 

 環境の科学 (２) 

 倫理学 (２) 

 社会福祉論 (２) 

 東北地域論 (２) 

◎ 情報リテラシー (２) 

地域教育科目  震災と復興 (２) 
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× 地域の課題Ⅰ (２) 

 地域の課題Ⅱ (２) 

 地域課題演習 (４) 

外国語科

目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１) 

× 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

第２類 

【 ドイツ語ⅠＡ (１) 

 フランス語ⅠＡ (１) 

 中国語ⅠＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (１) 

 上級英語ⅠＡ (１)】 

【 ドイツ語ⅠＢ (１) 

 フランス語ⅠＢ (１) 

 中国語ⅠＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (１) 

 上級英語ⅠＢ (１)】 

 ドイツ語ⅡＡ (１) 

 ドイツ語ⅡＢ (１) 

 フランス語ⅡＡ (１) 

 フランス語ⅡＢ (１) 

 中国語ⅡＡ (１) 

 中国語ⅡＢ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１) 

第３類  ベーシック英語 (１) 
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 英語Ⅲ (１) 

保健体育科目 
 体育講義 (２) 

◎ スポーツ実技 (２) 

外国人留

学生科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２) 

 日本事情Ｂ (２) 

 日本事情Ｃ (２) 

第２類 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専門教育

科目 

第１類（教育

学） 

× 

◎ 

教育原論 (２) 

× 

◎ 

教育の制度と経営 (２) 

× 

◎ 

教育心理学 (２) 

× 

◎ 

教育課程論 (２) 

◎ 教育方法 (２) 

 発達心理学 (２) 

 学級経営論 (２) 

 教育社会学 (２) 

 生涯学習論 (２) 

◎ 特別支援教育論Ⅰ (２) 

 特別支援教育論Ⅱ (２) 

第２類（児童× 教育相談の理論と方法（初等教育） (２) 
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教育） ○ 

×

○ 

生徒指導・進路指導の理論と方法（初等教育） (２) 

×

○ 

国語概説（書写を含む） (２) 

× 

○ 

社会概説 (２) 

×

○ 

算数概説 (２) 

× 

○ 

理科概説 (２) 

 生活概説 (２) 

 音楽概説 (２) 

 図画工作概説 (２) 

 家庭概説 (２) 

 体育概説 (２) 

× 

○ 

児童英語概説 (２) 

× 

○ 

初等教科教育法（国語） (２) 

× 

○ 

初等教科教育法（社会） (２) 

× 

○ 

初等教科教育法（算数） (２) 

× 

○ 

初等教科教育法（理科） (２) 
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○ 初等教科教育法（生活） (２) 

○ 初等教科教育法（音楽） (２) 

○ 初等教科教育法（図画工作） (２) 

○ 初等教科教育法（家庭） (２) 

○ 初等教科教育法（体育） (２) 

○ 初等教科教育法（英語） (２) 

第３類（英語

教育） 

×

△ 

英語教育学概論 (２) 

×

△ 

教育英語学概論 (２) 

×

△ 

英米文学概論 (２) 

 英米文学講読 (２) 

 英米小説Ⅰ (２) 

 英米小説Ⅱ (２) 

 英米演劇Ⅰ (２) 

 英米演劇Ⅱ (２) 

△ 実践英語発音学Ⅰ (２) 

△ 実践英語発音学Ⅱ (２) 

×

△ 

教育英文法Ⅰ (２) 

×

△ 

教育英文法Ⅱ (２) 

 英語史Ⅰ (２) 

 英語史Ⅱ (２) 

× 第二言語習得論Ⅰ (２) 
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× 第二言語習得論Ⅱ (２) 

×

△ 

英語コミュニケーション概論 (２) 

 社会言語学概論Ⅰ (２) 

 社会言語学概論Ⅱ (２) 

 応用言語学概論Ⅰ (２) 

 応用言語学概論Ⅱ (２) 

×

◎ 

総合英語コミュニケーション演習Ⅰ (２) 

×

◎ 

総合英語コミュニケーション演習Ⅱ (２) 

× 総合英語コミュニケーション演習Ⅲ (２) 

× 総合英語コミュニケーション演習Ⅳ (２) 

△ 英語科教育法（概論） (２) 

△ 英語科教育法（理論） (２) 

△ 英語科教育法（実践） (２) 

△ 英語科教育法（応用） (２) 

 英語教育実践（海外研修） (２) 

第４類（異文

化理解教育） 

× 異文化理解 (２) 

×

△ 

異文化間コミュニケーション論 (２) 

× 多文化・グローバル教育 (２) 

 シティズンシップ教育 (２) 

 持続可能な発展のための教育（ＥＳＤ） (２) 

 平和教育 (２) 

 海外研究Ⅰ (２) 
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 海外研究Ⅱ (２) 

第５類（教職

実践） 

 ＩＣＴ教育論 (２) 

 情報教育論 (２) 

 メディア・リテラシー教育論 (２) 

 ＩＣＴ教育実践 (２) 

 学級経営・生徒指導実践 (２) 

 学校経営・協働教育実践 (２) 

 安全・防災教育実践 (２) 

 学習支援実践（インターンシップ） (２) 

 授業づくり実践Ⅰ（国語・算数・外国語） (２) 

 授業づくり実践Ⅱ（社会・理科・生活） (２) 

 授業づくり実践Ⅲ（家庭・道徳・総合的な学習） (２) 

 授業づくり実践Ⅳ（音楽・図画工作・体育） (２) 

第６類（演

習・卒業研究） 

× 教育学演習Ⅰ (２) 

× 教育学演習Ⅱ (２) 

× 卒業研究Ⅰ (１) 

× 卒業研究Ⅱ (１) 

履修方法 

履修登録上の制限 

1.1年間に履修登録できる単位数の上限は、１～３学年次を44単位とし、４学年次を48単位とする。

また、資格科目については、上限を超えて履修することができる。 

2.前項の規定にかかわらず、転学部・転学科生等は、必要な指導を経たうえで、３学年次に48単

位まで履修登録をすることができる。また資格科目については、上限を超えて履修することが

できる。 

卒業要件 

合計124単位以上を修得しなければならない。 
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(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により32単位以上を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位 

イ 教養教育科目ＴＧベーシック 知的基礎 10単位 

ウ 学科教養科目 10単位 

エ 地域教育科目 ２単位 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位 

イ 第２類 ２単位 

(３) 専門教育科目については、次により84単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 12単位（必修科目８単位を含む。） 

イ 第２類 26単位（必修科目22単位を含む。） 

ウ 第３類 24単位（必修科目24単位） 

エ 第４類 ６単位（必修科目６単位） 

オ 第５類 10単位（選択必修科目10単位） 

カ 第６類 ６単位（必修科目６単位） 

(４) (１)から(３)までのほかに、地域教育科目、外国語科目第２類、保健体育科目、専門教育

科目第１類～第５類、教職等に関する科目、他学部・他学科開講専門教育科目又は単位互換の

協定を締結している他大学開講科目のうちから２単位以上を修得するものとする。 

(５) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａ又は日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目の各２単位、日本事情Ｃ

は保健体育科目体育講義の２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢ

は外国語科目第１類の英語ⅡＢの１単位 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、次に掲げる授業科目及び単位を修
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得しなければならない。教養教育科目のうちの日本国憲法２単位及び情報リテラシー２単位、

保健体育科目２単位並びに専門教育科目のうちの総合英語コミュニケーション演習Ⅰ・Ⅱ４

単位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める『教科及び教職に

関する科目』のうちから「教科に関する専門的事項」については、本教育課程表より、それ

以外の科目については、本学則第30条（別表第３）教育学科の授業科目のうちから、それぞ

れ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(２) 小学校教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、本表に◎、○及び☆印で示され

た授業科目及び単位を修得しなければならない。中学校英語教員免許状授与の所要資格を得

ようとする者は、本表に◎、△、☆及び＊印で示された授業科目及び単位を修得しなければ

ならない。高等学校英語教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、本表に◎及び△で

示された授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(３) 司書及び司書教諭の資格を得ようとする者は、本学学則第31条の２（別表第４の２及び

第４の４）のうちからそれぞれの資格取得のために必要な授業科目及び単位を修得しなけれ

ばならない。ただし、司書教諭の資格を得ようとする者については、教育職員免許状授与の

所要資格を得なければならない。 

２ 経済学部 経済学科 

×は必修、【 】は選択必修、（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教

養

教

育

科

目 

ＴＧ

ベー

シッ

ク 

人間的基

礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

 市民社会を生きる (２) 

 地球社会を生きる (２) 

 科学技術社会を生きる (２) 

 キャリア形成と大学生活 (２) 

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 
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 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

知的基礎 

 クリティカル・シンキング (２) 

 数理的思考の基礎 (２) 

 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 

 情報化社会の基礎 (２) 

 メディア・リテラシー (２) 

 読解・作文の技法 (２) 

 研究・発表の技法 (２) 

学科

教養

科目 

人文系 

 哲学 (２) 

 芸術論 (２) 

 歴史学 (２) 

 倫理学 (２) 

 文学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 地理学 (２) 

社会系 

 心理学 (２) 

 社会学 (２) 

 法学入門 (２) 

 日本国憲法 (２) 

 現代政治入門 (２) 

 社会福祉論 (２) 

 東北地域論 (２) 

自然系 
 環境の科学 (２) 

 自然の科学 (２) 
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 健康の科学 (２) 

 先端の科学と技術 (２) 

 生命の科学 (２) 

東北学院

の歴史 
 東北学院の歴史 (２) 

地域教育科目 

 震災と復興 (２) 

× 地域の課題Ⅰ (２) 

 地域の課題Ⅱ (２) 

 地域課題演習 (４) 

外

国

語

科

目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１) 

× 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２) 

 フランス語ⅠＡ (２) 

 中国語ⅠＡ (２) 

 ドイツ語ⅠＢ (２) 

 フランス語ⅠＢ (２) 

 中国語ⅠＢ (２) 

 ドイツ語Ⅱ (２) 

 フランス語Ⅱ (２) 

 中国語Ⅱ (２) 

 韓国・朝鮮語 (２) 

 外国語コミュニケーション (２) 

第３類 
 ベーシック英語 (１) 

 英語Ⅲ (１) 
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保健体育科目 
 体育講義 (２) 

 スポーツ実技 (２) 

外

国

人

留

学

生

科

目 

第１類 

 日本事情Ａ (２) 

 日本事情Ｂ (２) 

 日本事情Ｃ (２) 

第２類 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専

門

教

育

科

目 

第１

類 

コア（基礎

科目） 

【 ミクロ経済学入門Ⅰ (２) 

 ミクロ経済学入門Ⅱ (２) 

 マクロ経済学入門Ⅰ (２) 

 マクロ経済学入門Ⅱ (２) 

 資本主義経済入門Ⅰ (２) 

 資本主義経済入門Ⅱ (２) 

 資本主義経済理論Ⅰ (２) 

 資本主義経済理論Ⅱ (２)】 

 経済統計学Ⅰ (２) 

 経済統計学Ⅱ (２) 

 情報リテラシーⅠ (２) 

 情報リテラシーⅡ (２) 

 ミクロ経済政策論 (２) 

 マクロ経済政策論 (２) 

 国際貿易論 (２) 

 貿易政策論 (２) 
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 財政学Ⅰ (２) 

 財政学Ⅱ (２) 

 金融論Ⅰ (２) 

 金融論Ⅱ (２) 

 日本経済入門 (２) 

 経済数学 (２) 

第２

類 

コ

ー

ス

科

目 

理

論・思

想 

 ミクロ経済学Ⅰ (２) 

 ミクロ経済学Ⅱ (２) 

 マクロ経済学Ⅰ (２) 

 マクロ経済学Ⅱ (２) 

 経済学史入門 (２) 

 経済学史 (２) 

 経済思想史入門 (２) 

 経済思想史 (２) 

 経済倫理学 (２) 

 現代の経済と倫理 (２) 

 カオス時系列解析 (２) 

 複雑系経済学 (２) 

 ゲーム理論 (２) 

 行動経済学 (２) 

 実験経済学 (２) 

 経済成長理論 (２) 

 経済変動理論 (２) 

産

業・政

策 

 外国為替論 (２) 

 国際金融論 (２) 

 産業組織論 (２) 
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 企業経済学 (２) 

 環境経済論 (２) 

 環境政策論 (２) 

 都市経済学 (２) 

 都市空間経済学 (２) 

 データ解析 (２) 

 計量経済学 (２) 

 公共経済学 (２) 

 公共選択論 (２) 

 財政システム論 (２) 

 財政政策論 (２) 

 金融システム論 (２) 

 金融政策論 (２) 

 開発マクロ経済学 (２) 

 開発ミクロ経済学 (２) 

世

界・日

本・東

北 

 情報経済論 (２) 

 グローバル資本主義論 (２) 

 前近代日本経済史 (２) 

 近代日本経済史 (２) 

 日本経済論 (２) 

 日本産業論 (２) 

 東北経済論 (２) 

 東北開発論 (２) 

 地域経済論 (２) 

 経済立地論 (２) 

 農業経済論Ⅰ (２) 
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 農業経済論Ⅱ (２) 

 地方の財政 (２) 

 政治経済論Ⅰ (２) 

 政治経済論Ⅱ (２) 

 西洋経済史Ⅰ (２) 

 西洋経済史Ⅱ (２) 

第３

類 
総合研究 

× 総合演習 (２) 

 演習Ⅰ (２) 

 演習Ⅱ (２) 

 演習Ⅲ (２) 

 外国書講読Ⅰ (２) 

 外国書講読Ⅱ (２) 

 外国書講読Ⅲ (２) 

 外国書講読Ⅳ (２) 

 ＳｅｍｉｎａｒＡ (２) 

 ＳｅｍｉｎａｒＢ (２) 

 ＳｅｍｉｎａｒＣ (２) 

 経済学特殊講義Ⅰ (２) 

 経済学特殊講義Ⅱ (２) 

 経済学特殊講義Ⅲ (２) 

 経済学特殊講義Ⅳ (２) 

第４

類 

１

系 

資格

講座 

 キャリア形成論 (２) 

２

系 

 公務員試験経済学講座Ⅰ (２) 

 公務員試験経済学講座Ⅱ (２) 

 ファイナンシャル・プランナー講座Ⅰ (２) 
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 ファイナンシャル・プランナー講座Ⅱ (２) 

 
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａ

ｌ ＥｎｇｌｉｓｈⅠ 
(２) 

 
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａ

ｌ ＥｎｇｌｉｓｈⅡ 
(２) 

第５類 

 海外研究Ⅰ (２) 

 海外研究Ⅱ (２) 

 簿記学Ⅰ (２) 

 簿記学Ⅱ (２) 

 民法Ⅰ (２) 

 民法Ⅱ (２) 

 会社法Ⅰ (２) 

 会社法Ⅱ (２) 

 経営学総論Ⅰ (２) 

 経営学総論Ⅱ (２) 

教育職員免許状の教

科に関する科目 

 日本史要論 (２) 

 外国史要論 (２) 

 地理学概説 (２) 

 地誌学概説 (２) 

 職業指導Ⅰ (２) 

 職業指導Ⅱ (２) 

履修方法 

卒業要件 

経済学部所属の学生であって、経済学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次

に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては、別に定める。 
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(１) 教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック人間的基礎 10単位 

イ ＴＧベーシック知的基礎 ８単位 

ウ 学科教養科目 16単位 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

(４) 専門教育科目については、次により68単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類（コア（基礎科目）） 24単位（ただし、選択必修科目８単位を含む。） 

イ 第２類（コース科目） 40単位（ただし、所属コースから16単位、他コースから各12単位

を修得のこと。 

ウ 第３類 総合演習４単位 

(５) (１)から(４)までのほかに、地域教育科目、外国語科目の第２類、保健体育科目、専門教

育科目、他学部・他学科開講科目又は単位互換の協定を締結している他大学開講科目のうちか

ら16単位以上を修得するものとする。ただし、専門教育科目第４類２系から卒業要件単位とし

て算入できる単位数は２単位までを限度とする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは学科教養科目の２単位、日本事情Ｂは学科教養科目の２単位、日本

事情Ｃは保健体育科目の体育講義の２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡ１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１

類の英語ⅠＢの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは

外国語科目第１類の英語ⅡＢの１単位 

(７) 外国語科目第３類、教育職員免許状の教科に関する科目及び教職等に関する科目は自由科

目とし、卒業所要単位には加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法２単位、
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保健体育科目のうちのスポーツ実技２単位、外国語科目第２類のうちの外国語コミュニケーショ

ン２単位及び専門教育科目第１類のうちの情報リテラシーⅠ及び情報リテラシーⅡの各２単位を

修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」

のうち「教科に関する専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目については、

本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業

科目及び単位を修得しなければならない。 

３ 経営学部 経営学科 

×は必修、【 】はいずれか１科目選択必修、（ ）内は単位数 

区分 科目名   

教養

教育

科目 

ＴＧ

ベー

シッ

ク 

人間的基

礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２)  

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２)  

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２)  

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】  

 市民社会を生きる (２)  

 地球社会を生きる (２)  

 科学技術社会を生きる (２)  

 キャリア形成と大学生活 (２)  

知的基礎 

 クリティカル・シンキング (２)  

 数理的思考の基礎 (２)  

 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２)  

 情報化社会の基礎 (２)  

 メディア・リテラシー (２)  

 読解・作文の技法 (２)  
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 研究・発表の技法 (２)  

学科教養科目 

 哲学 (２)  

 経済学 (２)  

 歴史学 (２)  

 心理学 (２)  

 社会学 (２)  

 法学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 健康の科学 (２)  

 倫理学 (２)  

 文学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 現代政治の基礎 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 東北地域論 (２)  

 先端の科学と技術 (２)  

 生命の科学 (２)  

 地理学 (２)  

 企業と社会 (２)  

 東北学院の歴史 (２)  

地域教育科目 

 震災と復興 (２)  

 地域の課題Ⅰ (２)  

 地域の課題Ⅱ (２)  

 地域課題演習 (４)  
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外国

語科

目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  

× 英語ⅡＢ (１)  

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２)  

 フランス語ⅠＡ (２)  

 中国語ⅠＡ (２)  

 ドイツ語ⅠＢ (２)  

 フランス語ⅠＢ (２)  

 中国語ⅠＢ (２)  

 ドイツ語Ⅱ (２)  

 フランス語Ⅱ (２)  

 中国語Ⅱ (２)  

 韓国・朝鮮語 (２)  

 外国語コミュニケーション (２)  

第３類 
 ベーシック英語 (１)  

 英語Ⅲ (１)  

保健体育科目 
 体育講義 (２)  

 スポーツ実技 (２)  

外国

人留

学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２)  

 日本事情Ｂ (２)  

 日本事情Ｃ (２)  

第２類 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  
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専門

教育

科目 

第１類 
× 経営学入門 (２)  

× 会計学入門 (２)  

第２類 

 商業簿記Ⅰ（Ａ） (２)  

 商業簿記Ⅰ（Ｂ） (２)  

 商業史Ⅰ (２)  

 商業史Ⅱ (２)  

 情報処理概論Ⅰ (２)  

 情報処理概論Ⅱ (２)  

 統計学概論Ⅰ (２)  

 統計学概論Ⅱ (２)  

 商業簿記Ⅱ（Ａ） (２)  

 商業簿記Ⅱ（Ｂ） (２)  

 工業簿記Ⅰ (２)  

 工業簿記Ⅱ (２)  

 経営心理学Ⅰ (２)  

 経営心理学Ⅱ (２)  

 マーケティングⅠ (２)  

 ファイナンスⅠ (２)  

 財務会計論Ⅰ (２)  

 財務会計論Ⅱ (２)  

 流通論Ⅰ (２)  

 流通論Ⅱ (２)  

第３類 

 経営管理論 (２)  

 経営史Ⅰ (２)  

 経営史Ⅱ (２)  

 経営組織論 (２)  
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 経営戦略論 (２)  

 人的資源管理論Ⅰ (２)  

 人的資源管理論Ⅱ (２)  

 マーケティングⅡ (２)  

 国際経営論 (２)  

 サービス経営論 (２)  

 企業倫理Ⅰ (２)  

 企業倫理Ⅱ (２)  

 日本企業論 (２)  

 アジア経営論 (２)  

 イノベーション論 (２)  

 非営利組織経営論 (２)  

 福祉経営論 (２)  

 観光経営論 (２)  

 国際貿易論 (２)  

 商業政策論Ⅰ (２)  

 商業政策論Ⅱ (２)  

 マーケティング・リサーチⅠ (２)  

 マーケティング・リサーチⅡ (２)  

 ファイナンスⅡ (２)  

 コーポレート・ファイナンスⅠ (２)  

 コーポレート・ファイナンスⅡ (２)  

 国際会計論 (２)  

 連結財務諸表論 (２)  

 税務会計論Ⅰ (２)  

 税務会計論Ⅱ (２)  
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 監査論Ⅰ (２)  

 監査論Ⅱ (２)  

 管理会計論 (２)  

 コストマネジメント論 (２)  

 財務諸表分析 (２)  

 租税論Ⅰ (２)  

 租税論Ⅱ (２)  

 起業論Ⅰ (２)  

 起業論Ⅱ (２)  

 特別講義Ⅰ (２)  

 特別講義Ⅱ (２)  

 特別講義Ⅲ (２)  

 特別講義Ⅳ (２)  

 特別講義Ⅴ (２)  

 特別講義Ⅵ (２)  

 特別講義Ⅶ (２)  

 経営学実習Ⅰ (２)  

 経営学実習Ⅱ (２)  

 経営学実習Ⅲ (２)  

 ビジネス・ケース実習Ⅰ (２)  

 ビジネス・ケース実習Ⅱ (２)  

 ビジネス・リサーチ実習Ⅰ (２)  

 ビジネス・リサーチ実習Ⅱ (２)  

第４類 

 演習（３年） (４)  

 演習（４年） (４)  

 文献講読Ⅰ (２)  
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 文献講読Ⅱ (２)  

第５類 

 キャリア形成論 (２)  

 総合講座Ⅰ (２)  

 総合講座Ⅱ (２)  

 総合講座Ⅲ (２)  

第６類 

 商業実践Ⅰ (２)  

 商業実践Ⅱ (２)  

 経済原論Ⅰ (２)  

 経済原論Ⅱ (２)  

 税法Ⅰ (２)  

 税法Ⅱ (２)  

 職業指導Ⅰ (２)  

 職業指導Ⅱ (２)  

 海外研究Ⅰ (２)  

 海外研究Ⅱ (２)  

教育職員免許状の教科

に関する科目 

 日本史 (２)  

 外国史 (２)  

 地誌学 (２)  

履修方法 

卒業要件 

経営学部所属の学生であって、経営学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次

に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、詳細な履修上の

取扱いについては、別に定める。 

(１) 教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位 

イ ＴＧベーシック 知的基礎 ８単位 
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ウ 学科教養科目 16単位 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必須を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

(４) 専門教育科目については、次により56単位以上を修得するものとする。 

ア 第１類 ４単位（必修科目） 

イ 第２類から第６類 52単位 

(５) (１)から(４)のほかに、教養教育科目、地域教育科目、外国語科目の第２類、保健体育科

目、専門教育科目、他学部・他学科開講科目又は単位互換の協定を締結している他大学開講科

目のうちから28単位以上を修得するものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により８単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａ又は日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目の４単位、日本事情Ｃは

保健体育科目体育講義の２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢ

は外国語科目第１類の英語ⅡＢの１単位 

(７) 外国語科目第３類、教育職員免許状の教科に関する科目及び教職等に関する科目は自由科

目とし、卒業所要単位には加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法２単位、

保健体育科目のうちのスポーツ実技２単位、外国語科目第２類のうちの外国語コミュニケーショ

ン２単位並びに専門教育科目第１類のうちの情報処理概論Ⅰ及び情報処理概論Ⅱの４単位を修得

しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」の

うち「教科に関する専門的事項」については、本教育課程表より、それ以外の科目については、

本学学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法及び教育職員免許

法施行規則に定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 
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４ 法学部 法律学科 

×は必修、【 】はいずれか１科目選択必修、（ ）内は単位数。 

区分 科目名  

教

養

教

育

科

目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人

間

的

基

礎 

×聖書を学ぶ (２) 

×キリスト教の歴史と思想 (２) 

【キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２) 

キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２) 

キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２) 

キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２)】 

市民社会を生きる (２) 

地球社会を生きる (２) 

科学技術社会を生きる (２) 

キャリア形成と大学生活 (２) 

知

的

基

礎 

クリティカル・シンキング (２) 

数理的思考の基礎 (２) 

統計的思考の基礎 (２) 

科学的思考の基礎 (２) 

情報化社会の基礎 (２) 

メディア・リテラシー (２) 

読解・作文の技法 (２) 

研究・発表の技法 (２) 

学科教養科

目 

哲学の基礎 (２) 

芸術論 (２) 

歴史学基礎 (２) 

心理学 (２) 

社会学 (２) 
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経営学 (２) 

日本国憲法 (２) 

環境の科学 (２) 

自然の科学 (２) 

健康の科学 (２) 

文学 (２) 

現代の政治 (２) 

文化人類学 (２) 

東北地域論 (２) 

情報リテラシー (２) 

地理学 (２) 

現代の倫理 (２) 

社会情勢論 (２) 

東北学院の歴史 (２) 

地域教育科目 

震災と復興 (２) 

×地域の課題Ⅰ (２) 

地域の課題Ⅱ (２) 

地域課題演習 (４) 

外

国

語

科

目 

第１類 

×英語ⅠＡ (１) 

×英語ⅠＢ (１) 

×英語ⅡＡ (１) 

×英語ⅡＢ (１) 

第２類 

ドイツ語ⅠＡ (２) 

フランス語ⅠＡ (２) 

中国語ⅠＡ (２) 

韓国・朝鮮語ⅠＡ (２) 
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ドイツ語ⅠＢ (２) 

フランス語ⅠＢ (２) 

中国語ⅠＢ (２) 

韓国・朝鮮語ⅠＢ (２) 

ドイツ語Ⅱ (２) 

フランス語Ⅱ (２) 

中国語Ⅱ (２) 

韓国・朝鮮語Ⅱ (２) 

第３類 

ベーシック英語 (１) 

英語Ⅲ (１) 

外国語コミュニケーションⅠ (１) 

外国語コミュニケーションⅡ (１) 

保健体育科目 
体育講義 (２) 

スポーツ実技 (２) 

外

国

人

留

学

生

科

目 

第１類 

日本事情Ａ (２) 

日本事情Ｂ (２) 

日本事情Ｃ (２) 

第２類 

日本語ⅠＡ (１) 

日本語ⅠＢ (１) 

日本語ⅡＡ (１) 

日本語ⅡＢ (１) 

専

門

教

育

導入科目 

法学部生入門 (２) 

法学の基礎 (２) 

政策・行政入門 (２) 

第１類 憲法Ⅰ (２) 
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科

目 

憲法Ⅱ (２) 

憲法Ⅲ (２) 

憲法Ⅳ (２) 

行政法総論Ⅰ (２) 

行政法総論Ⅱ (２) 

行政法各論Ⅰ (２) 

行政法各論Ⅱ (２) 

行政救済法 (２) 

経済法Ⅰ (２) 

経済法Ⅱ (２) 

租税法Ⅰ (２) 

租税法Ⅱ (２) 

環境法 (２) 

社会保障法 (２) 

第２類 

民法総則Ⅰ (２) 

民法総則Ⅱ (２) 

物権法Ⅰ (２) 

物権法Ⅱ (２) 

債権法総論Ⅰ (２) 

債権法総論Ⅱ (２) 

債権法各論Ⅰ (２) 

債権法各論Ⅱ (２) 

家族法Ⅰ (２) 

家族法Ⅱ (２) 

会社法Ⅰ (２) 

会社法Ⅱ (２) 
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会社法Ⅲ (２) 

商法Ⅰ（総論） (２) 

商法Ⅱ（証券・決済） (２) 

商法Ⅲ（商取引・保険） (２) 

金融法 (２) 

民事手続法入門 (２) 

民事訴訟法Ⅰ (２) 

民事訴訟法Ⅱ (２) 

民事執行法・保全法 (２) 

倒産法 (２) 

労働法Ⅰ (２) 

労働法Ⅱ (２) 

知的財産法Ⅰ (２) 

知的財産法Ⅱ (２) 

第３類 

刑法総論Ⅰ (２) 

刑法総論Ⅱ (２) 

刑法各論Ⅰ (２) 

刑法各論Ⅱ (２) 

刑事訴訟法Ⅰ (２) 

刑事訴訟法Ⅱ (２) 

刑事政策Ⅰ (２) 

刑事政策Ⅱ (２) 

第４類 

法哲学Ⅰ (２) 

法哲学Ⅱ (２) 

法制史Ⅰ (２) 

法制史Ⅱ (２) 
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日本法と外国法 (２) 

法文化論 (２) 

第５類 

国際法Ⅰ (２) 

国際法Ⅱ (２) 

国際法Ⅲ (２) 

国際法Ⅳ (２) 

国際経済法 (２) 

国際私法 (２) 

第６類 

政治学Ⅰ (２) 

政治学Ⅱ (２) 

政治思想史Ⅰ (２) 

政治思想史Ⅱ (２) 

国際政治論Ⅰ (２) 

国際政治論Ⅱ (２) 

比較政治論Ⅰ (２) 

比較政治論Ⅱ (２) 

地方自治論Ⅰ (２) 

地方自治論Ⅱ (２) 

行政学Ⅰ (２) 

行政学Ⅱ (２) 

平和学 (２) 

第７類 

基礎演習Ⅰ (２) 

基礎演習Ⅱ (２) 

演習一部 (４) 

【演習二部 (４) 

卒業試験 (２)】 
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コース総合演習Ａ (２) 

コース総合演習Ｂ (２) 

外国書講読 (４) 

法曹養成実習Ⅰ (２) 

法曹養成実習Ⅱ (２) 

法曹養成実習Ⅲ (２) 

第８類 

経済原論Ⅰ (２) 

経済原論Ⅱ (２) 

国際経済論Ⅰ (２) 

国際経済論Ⅱ (２) 

財政学Ⅰ (２) 

財政学Ⅱ (２) 

社会保障論Ⅰ (２) 

社会保障論Ⅱ (２) 

海外研究Ⅰ (２) 

海外研究Ⅱ (２) 

法学専門技能 (２) 

コミュニケーション技能 (２) 

第９類 専門特殊講義 (２) 

教育職員免許状

の教科に関する

科目 

日本史要説 (２) 

外国史要説 (２) 

地誌学概説 (２) 

地理学概説 (２) 

日本近現代史 (２) 

民俗学概論Ⅰ (２) 

民俗学概論Ⅱ (２) 
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江戸から明治へ (２) 

西洋中世史 (２) 

西洋近代史 (２) 

経営史Ⅰ (２) 

経営史Ⅱ (２) 

経済史Ⅰ (２) 

経済史Ⅱ (２) 

履修方法 

卒業要件 

法学部所属の学生であって、法律学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次に

定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、詳細な履修上の取

り扱いについては、別に定める。 

(１) ＴＧベーシックについては、次により18単位以上を修得するものとする。 

ア 人間的基礎 10単位 

イ 知的基礎 ８単位 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類より４単位を修得するものとする。 

(４) 外国語科目第２類については、次の場合、学則第24条の５の規定に基づき、本学における

授業科目の履修とみなし、必要な指導を受けたうえで、単位を認定できるものとする。 

ア ドイツ語技能検定、実用フランス語技能検定、中国語検定、又はハングル能力検定（以下、

併せて「外国語技能検定」と呼ぶ）のいずれかにおいて、別に定める一定以上の成績をおさ

め、当該外国語技能検定に対応する科目の単位認定を申請し、その申請が認められた場合 

イ 外国語科目第２類のうちいずれかの科目の単位を修得し、その科目とは異なる言語の外国

語技能検定のいずれかにおいて、別に定める一定以上の成績を修め、当該外国語技能検定に

対応する科目の単位認定を申請し、その申請が認められた場合 

(５) (１)(２)のほかに、ＴＧベーシック、学科教養科目、他学部開講教養教育科目、単位互換
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の協定を締結している他大学（以下「他大学」）開講教養教育科目の中から16単位以上、学科

教養科目、地域教育科目、外国語科目第２類から第３類、保健体育科目、他学部・他大学開講

非専門教育科目の中から８単位以上を修得するものとする。 

(６) 専門教育科目については、導入科目から４単位以上、第７類「演習二部」又は「卒業試験」

から２単位以上のほかに、次により70単位以上を修得するものとする。ただし、導入科目から

６単位を取得した場合には２単位を、また第８類からの修得単位のうち12単位までを、卒業所

要単位として認める。なお、他学部・他大学開講専門教育科目については、20単位まで卒業所

要単位への算入を認める。 

ア 政策・行政コース 第１類から８単位以上、第２類から10単位以上、第３類から４単位以

上、第６類から８単位以上を修得しなければならない。 

イ 企業法務コース 第１類から４単位以上、第２類から18単位以上、第３類から２単位以上、

第４類、第５類及び第６類から６単位以上を修得しなければならない。 

ウ 法律専門職コース 第１類から８単位以上、第２類から16単位以上、第３類から８単位以

上を修得しなければならない。 

(７) 第７類の「卒業試験」（２単位）については、次のいずれかの試験に合格した場合、学則

第24条の５第１項の規定に基づき、これを本学における授業科目の履修とみなし、単位認定の

申請を行い、その申請が認められたとき、専門教育科目第７類「卒業試験」の単位を認定でき

るものとする。 

ア 司法試験予備試験 

イ 司法書士試験 

ウ 弁理士試験 

エ 行政書士試験 

オ 宅地建物取引士試験 

カ 土地家屋調査士試験 

キ 不動産鑑定士試験 

ク マンション管理士試験 

ケ 社会保険労務士試験 
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コ 公認会計士試験 

サ 税理士試験 

シ 知的財産管理技能検定１級 

ス 知的財産管理技能検定２級 

セ ビジネス著作権検定上級 

ソ ビジネス著作権検定初級 

タ 法学検定アドバンスト〈上級〉コース試験 

チ 法学検定スタンダード〈中級〉コース試験 

ツ ビジネス実務法務検定試験１級 

テ ビジネス実務法務検定試験２級 

ト ビジネス実務法務検定試験３級 

(８) 第８類の「法学専門技能」（２単位）については、法学検定スタンダード＜中級＞コース

試験に合格し、単位認定の申請を行い、その申請が認められた場合、学則第24条の５の規定に

基づき、本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定できるものとする。 

(９) 第８類の「コミュニケーション技能」（２単位）については、以下の場合、学則第24条の

５の規定に基づき、本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定できるものとする。 

ア 外国語科目第１類のうち「英語ⅡＡ」及び「英語ⅡＢ」の単位を修得し、英語技能検定の

いずれかにおいて、別に定める一定以上の成績をおさめて単位認定の申請を行い、その申請

が認められた場合 

イ 外国語科目第２類のうちいずれかの科目の単位を修得し、外国語技能検定のいずれかにお

いて、別に定める一定以上の成績をおさめて単位認定の申請を行い、その申請が認められた

場合 

(10) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは学科教養科目の２単位、日本事情Ｂは学科教養科目の２単位、日本

事情Ｃは保健体育科目「体育講義」の２単位に代えることができる。 

イ 第２類 日本語ⅠＡ及びⅠＢは外国語科目第１類「英語ⅡＡ」及び「英語ⅡＢ」の２単位、
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日本語ⅡＡ及びⅡＢは外国語科目第２類「ドイツ語ⅠＡ」、「フランス語ⅠＡ」、「中国語

ⅠＡ」のいずれか２単位に代えることができる。 

(11) 本課程表中の「教育職員免許状の教科に関する科目」欄にある科目は、卒業所要単位には

加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうち「日本国憲法」２単

位及び「情報リテラシー」２単位、保健体育科目の中の「スポーツ実技」２単位並びに外国語科

目第３類のうち「外国語コミュニケーションⅠ」１単位及び「外国語コミュニケーションⅡ」１

単位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関す

る科目」のうち「教科に関する専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目につ

いては本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定

の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

５ 工学部 

(１) 機械知能工学科 

×は必修、【 】はいずれか１科目選択必修、（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間

的基

礎 

×聖書を学ぶ(２) ×キリスト教の歴史と思

想(２) 

キリスト教学Ａ（キリ

スト教と倫理）(２) 

キリスト教学Ｂ（キリ

スト教と宗教）(２) 

キリスト教学Ｃ（キリ

スト教と文化）(２) 

キリスト教学Ｄ（キリ

スト教と現代社会）

(２) 

市民社会を生きる(２) 地球社会を生きる(２) 科学技術社会を生きる

(２) 

キャリア形成と大学生

活(２) 

  

知的 クリティカル・シンキ 数理的思考の基礎(２) 統計的思考の基礎(２) 
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基礎 ング(２) 

科学的思考の基礎(２) 情報化社会の基礎(２) メディア・リテラシー

(２) 

読解・作文の技法(２) 研究・発表の技法(２)  

学科教

養科目 

人文

社会 

哲学(２) 芸術論(２) 歴史学(２) 

心理学(２) 社会学(２) 経済学(２) 

経営学(２) 法学(２) 日本国憲法(２) 

東北地域論(２) 東北学院の歴史(２)  

自然

科学 

健康の科学(２) 生命の科学(２) ×情報リテラシー(２) 

×フレッシュパーソンセ

ミナー(１) 

基礎数学演習(１) 基礎物理演習(１) 

基礎化学演習(１) 技術者倫理(２) 知的所有権(２) 

地域教育科目 
震災と復興(２) ×地域の課題Ⅰ(２) 地域の課題Ⅱ(２) 

地域課題演習(４)   

外国語

科目 

第１類 

×英語ⅠＡ(１) ×英語ⅠＢ(１) ×英語ⅡＡ(１) 

×英語ⅡＢ(１) 英語コミュニケーショ

ンズ(２) 

 

第２類 
ドイツ語(２) フランス語(２) 中国語(２) 

韓国・朝鮮語(２)   

第３類 ベーシック英語(１) 英語Ⅲ(１)  

保健体育科目 体育講義(２) スポーツ実技(２)  

外

国

人

留

学

第１類 日本事情Ａ(２) 日本事情Ｂ(２) 日本事情Ｃ(２) 

第２類 

日本語ⅠＡ(１) 日本語ⅠＢ(１) 日本語ⅡＡ(１) 

日本語ⅡＢ(１)   
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科

目 

学部共通専門科目 

×物理学Ⅰ(２) 物理学Ⅱ(２) ×微分積分学Ⅰ(２) 

×微分積分学Ⅱ(２) ×線形代数学(２) 自然科学実験ファンダ

メンタルズ(２) 

微分方程式(２) フーリエ解析(２) 確率統計学(２) 

×プログラミング基礎

(２) 

プログラミング応用

(２) 

工業英語(２) 

×工学総合演習Ⅰ(１) ×工学総合演習Ⅱ(１) ×ジュニアセミナー(２) 

×卒業研究Ⅰ(３) ×卒業研究Ⅱ(３) 学外見学(１) 

インターンシップ(１) キャリア・デザイン

(２) 

海外研究Ⅰ(２) 

海外研究Ⅱ(２)   

学

科

専

門

科

目 

専門基盤科目 

×人と機械工学(２) ×ユニバーサルデザイン

(２) 

×環境エネルギー工学

(２) 

×メカトロニクス基礎

(２) 

×メカトロニクス総合

(２) 

×機械設計製図(２) 

×機械知能工学実験Ⅰ

(２) 

×機械知能工学実験Ⅱ

(２) 

メカノデザイン工作演

習Ⅰ(２) 

基礎工業力学(２) 基礎材料力学(２) 機械設計学(２) 

基礎熱力学(２) 基礎流体工学(２) 制御工学(２) 

機械力学(２)   

応用数学科目 
複素関数論とラプラス

変換(２) 

ベクトル解析学(２) 数値解析法(２) 

専門応

用科目 

材料・設計

工学科目 

材料工学(２) 知能材料工学(２) 応用工業力学(２) 

材料力学(２) 固体力学(２) 機構学(２) 
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機械工作学(２) メカノデザイン工作演

習Ⅱ(２) 

生産システム(２) 

熱・流体工

学科目 

応用熱力学(２) 応用流体工学(２) 熱流体機械(２) 

熱流体解析工学(２) 自動車工学(２) 航空工学(２) 

生体・制御

工学科目 

生体機械工学(２) コンピュータ生体信号

処理(２) 

計測学(２) 

人間工学(２) ヒューマンマシンイン

ターフェース(２) 

システム工学(２) 

福祉機械工学(２) システム制御工学(２) ロボット基礎工学(２) 

ロボット開発工学(２)   

 特別講義(２)   

教育職員免許状の教科

に関する科目 

工業技術概論(２) 工業系の職業指導(２) 機械系の職業指導(２) 

履修方法 

合計124単位以上を修得しなければならない。 

(１) 教養教育科目については、次により38単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎から10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎から10単位以上 

ウ 学科教養科目 人文社会から10単位以上 

エ 学科教養科目 自然科学から８単位以上 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類から必修４単位を修得するものとする。 

ア 第３類 ベーシック英語、英語Ⅲは進級・卒業単位に含めない。 

(４) 学部共通専門科目については、28単位以上を修得するものとする。 

(５) 学科専門科目ついては、次により選択したコースごとに52単位以上修得するものとする。 

ア 専門基盤科目から26単位以上 
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イ 応用数学科目から２単位以上 

ウ 専門応用科目については下記に従い16単位以上 

（ア） 材料・設計工学科目から４単位以上 

（イ） 熱・流体工学科目から４単位以上 

（ウ） 生体・制御工学科目から４単位以上 

エ 教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類～第２類、保健体育科目、他学部・他学

科開講専門教育科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目から、合計８単位まで

含んでもよい。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目の人文社会２単位、日本事情Ｂは教養教育科目学

科教養科目の自然科学２単位、日本事情Ｃは保健体育科目の「体育講義」２単位 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の「英語ⅠＡ」の１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類

の「英語ⅠＢ」の１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の「英語ⅡＡ」１単位、日本語Ⅱ

Ｂは外国語科目第１類の「英語ⅡＢ」の１単位 

(７) 教育職員免許状の教科に関する科目と教職等に関する科目については、卒業所要単位には

加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目学科教養科目から日本国憲

法２単位及び情報リテラシー２単位、保健体育科目からスポーツ実技２単位、外国語科目第１類

から英語コミュニケーションズ２単位を修得しなければならない。 

また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」のうち「教科に関する

専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目については本学則第30条（別表第３）

の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなけ

ればならない。 

(２) 電気電子工学科 
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×は必修、【 】はいずれか１科目選択必修、（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養

教育

科目 

ＴＧ

ベー

シッ

ク 

人間

的基

礎 

×聖書を学ぶ(２) ×キリスト教の歴史と思

想(２) 

キリスト教学Ａ（キリス

ト教と倫理）(２) 

キリスト教学Ｂ（キリス

ト教と宗教）(２) 

キリスト教学Ｃ（キリス

ト教と文化）(２) 

キリスト教学Ｄ（キリス

ト教と現代社会）(２) 

市民社会を生きる(２) 地球社会を生きる(２) 科学技術社会を生きる

(２) 

キャリア形成と大学生

活(２) 

  

知的

基礎 

クリティカル・シンキン

グ(２) 

数理的思考の基礎(２) 統計的思考の基礎(２) 

科学的思考の基礎(２) 情報化社会の基礎(２) メディア・リテラシー

(２) 

読解・作文の技法(２) 研究・発表の技法(２)  

学科

教養

科目 

人文

社会 

哲学(２) 芸術論(２) 歴史学(２) 

心理学(２) 社会学(２) 経済学(２) 

経営学(２) 法学(２) 日本国憲法(２) 

東北地域論(２) 東北学院の歴史(２)  

自然

科学 

健康の科学(２) 生命の科学(２) ×情報リテラシー(２) 

×フレッシュパーソンセ

ミナー(１) 

基礎数学演習(１) 基礎物理演習(１) 

基礎化学演習(１) 技術者倫理(２) 知的所有権(２) 

地域教育科目 
震災と復興(２) ×地域の課題Ⅰ(２) 地域の課題Ⅱ(２) 

地域課題演習(４)   

外国 第１類 ×英語ⅠＡ(１) ×英語ⅠＢ(１) ×英語ⅡＡ(１) 
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語科

目 

×英語ⅡＢ(１) 英語コミュニケーショ

ンズ(２) 

 

第２類 
ドイツ語(２) フランス語(２) 中国語(２) 

韓国・朝鮮語(２)   

第３類 ベーシック英語(１) 英語Ⅲ(１)  

保健体育科目 体育講義(２) スポーツ実技(２)  

外国

人留

学科

目 

第１類 日本事情Ａ(２) 日本事情Ｂ(２) 日本事情Ｃ(２) 

第２類 

日本語ⅠＡ(１) 日本語ⅠＢ(１) 日本語ⅡＡ(１) 

日本語ⅡＢ(１)   

学部共通専門科目 

×物理学Ⅰ(２) 物理学Ⅱ(２) ×微分積分学Ⅰ(２) 

×微分積分学Ⅱ(２) ×線形代数学(２) 自然科学実験ファンダ

メンタルズ(２) 

微分方程式(２) フーリエ解析(２) 確率統計学(２) 

×プログラミング基礎

(２) 

プログラミング応用

(２) 

工業英語(２) 

×工学総合演習Ⅰ(１) ×工学総合演習Ⅱ(１) ×ジュニアセミナー(２) 

×卒業研究Ⅰ(３) ×卒業研究Ⅱ(３) 学外見学(１) 

インターンシップ(１) キャリア・デザイン(２) 海外研究Ⅰ(２) 

海外研究Ⅱ(２)   

学科

専門

科目 

専門基盤科

目 

×電磁気学Ⅰ(２) ×電磁気学演習Ⅰ(１) ×電磁気学Ⅱ(２) 

電磁気学演習Ⅱ(１) ×電気回路学Ⅰ(２) ×電気回路学演習Ⅰ(１) 

×電気回路学Ⅱ(２) 電気回路学演習Ⅱ(１) ×電力・制御基礎工学(２) 

×情報・通信基礎工学(２) ×電子・材料基礎工学(２) アナログ電子回路学

(２) 

ディジタル電子回路学 電気・電子基礎計測(２) ×電気・電子工学実験Ⅰ
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(２) (２) 

×電気・電子工学実験Ⅱ

(２) 

×電気・電子工学実験Ⅲ

(２) 

×電気・電子工学実験Ⅳ

(２) 

基盤

科目 

第１

類 

ベクトル解析(２) 電波法(１) 通信システム概論(２) 

電気法規及び施設管理

(２) 

電気機械設計製図(２)  

第２

類 

制御工学(２) システム工学(２) ハードウェア工学(２) 

ソフトウェア工学(２) 電子物性工学(２) 電子機械工学(２) 

応用

科目 

電

力・制

御系 

電磁エネルギー変換工

学(２) 

パワーエレクトロニク

ス(２) 

高電圧工学(２) 

電力発生工学(２) 電力系統工学(２) 電力応用工学(２) 

情

報・通

信系 

情報通信工学(２) 電磁波工学(２) 音響通信工学(２) 

画像処理工学(２) ネットワークプログラ

ミング(２) 

ディジタル信号処理

(２) 

電

子・材

料系 

固体物性工学(２) 電気電子材料工学(２) ナノテクノロジー工学

(２) 

電子デバイス工学(２) 集積デバイス工学(２) 化学材料工学(２) 

   特別講義(２)   

教育職員免許状の

評価に関する科目 

工業技術概論(２) 工学系の職業指導(２) 電気電子系の職業指導

(２) 

履修方法 

合計124単位以上を修得しなければならない。 

(１) 教養教育科目については、次により38単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎から10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎から10単位以上 

ウ 学科教養科目 人文社会から10単位以上 
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エ 学科教養科目 自然科学から８単位以上 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類から必修４単位を修得するものとする。 

ア 第３類 ベーシック英語、英語Ⅲは進級・卒業単位に含めない。 

(４) 学部共通専門科目については、28単位以上を修得するものとする。 

(５) 学科専門科目ついては、次により選択したコースごとに52単位以上修得するものとする。 

ア 基礎科目から26単位以上 

イ 基盤科目から８単位以上、ただし第２類から４単位以上修得すること。 

ウ 応用科目から10単位以上 

エ 教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類～第２類、保健体育科目、他学部・他学

科開講専門教育科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目から、合計８単位まで

含んでもよい。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目の人文社会２単位、日本事情Ｂは教養教育科目学

科教養科目の自然科学２単位、日本事情Ｃは保健体育科目の「体育講義」２単位 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の「英語ⅠＡ」の１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類

の「英語ⅠＢ」の１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の「英語ⅡＡ」１単位、日本語Ⅱ

Ｂは外国語科目第１類の「英語ⅡＢ」の１単位 

(７) 教育職員免許状の教科に関する科目と教職等に関する科目については、卒業所要単位には

加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目学科教養科目から日本国憲

法２単位及び情報リテラシー２単位、保健体育科目からスポーツ実技２単位、外国語科目第１類

から英語コミュニケーションズ２単位を修得しなければならない。 

また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」のうち「教科に関する
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専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目については本学則第30条（別表第３）

の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなけ

ればならない。 

(３) 環境建設工学科 

×は必修、【 】はいずれか１科目選択必修、（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養

教育

科目 

ＴＧ

ベー

シッ

ク 

人間

的基

礎 

×聖書を学ぶ(２) ×キリスト教の歴史と思想

(２) 

キリスト教学Ａ（キリ

スト教と倫理）(２) 

キリスト教学Ｂ（キリス

ト教と宗教）(２) 

キリスト教学Ｃ（キリス

ト教と文化）(２) 

キリスト教学Ｄ（キリ

スト教と現代社会）

(２) 

市民社会を生きる(２) 地球社会を生きる(２) 科学技術社会を生きる

(２) 

キャリア形成と大学生

活(２) 

  

知的

基礎 

クリティカル・シンキン

グ(２) 

数理的思考の基礎(２) 統計的思考の基礎(２) 

科学的思考の基礎(２) 情報化社会の基礎(２) メディア・リテラシー

(２) 

読解・作文の技法(２) ×研究・発表の技法(２)  

学科

教養

科目 

人文

社会 

哲学(２) 芸術論(２) 歴史学(２) 

心理学(２) 社会学(２) 経済学(２) 

経営学(２) 法学(２) 日本国憲法(２) 

東北地域論(２) 東北学院の歴史(２)  

自然

科学 

健康の科学(２) 生命の科学(２) ×情報リテラシー(２) 

×フレッシュパーソンセミ×基礎数学演習(１) ×基礎物理演習(１) 
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ナー(１) 

基礎化学演習(１) ×技術者倫理(２) 知的所有権(２) 

地域教育科目 
震災と復興(２) ×地域の課題Ⅰ(２) 地域の課題Ⅱ(２) 

地域課題演習(４)   

外国

語科

目 

第１類 

×英語ⅠＡ(１) ×英語ⅠＢ(１) ×英語ⅡＡ(１) 

×英語ⅡＢ(１) 英語コミュニケーション

ズ(２) 

 

第２類 
ドイツ語(２) フランス語(２) 中国語(２) 

韓国・朝鮮語(２)   

第３類 ベーシック英語(１) 英語Ⅲ(１)  

保健体育科目 体育講義(２) スポーツ実技(２)  

外国

人留

学科

目 

第１類 日本事情Ａ(２) 日本事情Ｂ(２) 日本事情Ｃ(２) 

第２類 

日本語ⅠＡ(１) 日本語ⅠＢ(１) 日本語ⅡＡ(１) 

日本語ⅡＢ(１)   

学部共通専門科目 

×物理学Ⅰ(２) 物理学Ⅱ(２) ×微分積分学Ⅰ(２) 

×微分積分学Ⅱ(２) ×線形代数学(２) 自然科学実験ファンダメ

ンタルズ(２) 

微分方程式(２) フーリエ解析(２) 確率統計学(２) 

×プログラミング基礎(２) プログラミング応用

(２) 

工業英語(２) 

×工学総合演習Ⅰ(１) ×工学総合演習Ⅱ(１) ×ジュニアセミナー(２) 

×卒業研究Ⅰ(３) ×卒業研究Ⅱ(３) 学外見学(１) 

インターンシップ(１) キャリア・デザイン

(２) 

海外研究Ⅰ(２) 

海外研究Ⅱ(２)   
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学科

専門

科目 

環境

土木

コー

ス専

門科

目 

必修

科目 

×力学および演習(３) ×環境建設基礎数学演習

(１) 

×環境建設計画(２) 

×構造力学Ⅰおよび演

習(３) 

×水理学Ⅰ(２) ×地盤力学Ⅰ(２) 

×コンクリート工学

(２) 

×環境工学Ⅰ(２) ×構造力学Ⅱ(２) 

×地盤力学Ⅱ(２) ×鉄筋コンクリート工学

(２) 

×測量学Ⅰ(２) 

×環境建設工学総合演

習(１) 

×環境建設工学実験(２) ×環境建設工学設計製図

(２) 

専門

基

礎・基

盤科

目 

水理学Ⅱ(２) 環境工学Ⅱ(２) 上下水道工学(２) 

測量学Ⅱ(２) 測量実習製図(２) 地震工学Ⅰ(２) 

都市計画(２) 交通工学(２) ＣＡＤ演習(１) 

環

境・社

会基

盤工

学科

目 

地震工学Ⅱ(２) 構造力学Ⅲ(２) コンクリートメインテナ

ンス工学(２) 

鋼構造工学(２) 河川港湾工学(２) 環境の化学(２) 

環境生物工学(２) 環境保全工学(２) 応用水理学(２) 

専門

関連

科目 

施工法および施工管

理(２) 

建設マネジメント(２)  

建築

コー

建築

設計

×建築設計製図Ⅰ(２) ×建築設計製図Ⅱ(２) ×建築設計製図Ⅲ(２) 

建築設計製図Ⅳ(２)   
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ス専

門科

目 

製図 

建築

計画 

×建築計画Ⅰ(２) ×建築計画Ⅱ(２) 建築計画Ⅲ(２) 

住居計画(２) 西洋・近代建築史(２) 日本建築史(２) 

建築

環境

工学 

×建築環境工学(２) 建築環境計画(２)  

建築

設備 

×建築設備(２) 建築設備計画(２)  

構造

力学 

×力学および演習(３) 構造力学Ⅰおよび演習

(３) 

構造力学Ⅱ(２) 

×建築構造力学(２) 地震工学Ⅰ(２)  

建築

一般

構造 

×建築構法(２) 鉄筋コンクリート工学

(２) 

鋼構造工学(２) 

建築

材料 

×建築材料学(２) コンクリート工学(２)  

建築

生産 

生産管理(２) 施工法および施工管理

(２) 

 

建築

法規 

×建築法規(２)   

建築

関連 

×測量学Ⅰ(２) 測量学Ⅱ(２) ×環境建設基礎数学演習

(１) 

測量実習製図(２) 都市計画(２) 交通工学(２) 

ＣＡＤ演習(１)   

関連科目 特別講義(２)   

教育職員免許状の 工業技術概論(２) 職業指導Ⅰ(２) 職業指導Ⅱ(２) 

117



教科に関する科目 

履修方法 

合計124単位以上を修得しなければならない。 

(１) 教養教育科目については、次により38単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎から10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎から10単位以上 

ウ 学科教養科目 人文社会から10単位以上 

エ 学科教養科目 自然科学から８単位以上 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類から必修４単位を修得するものとする。 

ア 第３類 ベーシック英語、英語Ⅲは進級・卒業単位に含めない。 

(４) 学部共通専門科目については、28単位以上を修得するものとする。 

(５) 学科専門科目ついては、次により選択したコースごとに52単位以上修得するものとする。 

ア 環境土木コース 

（ア） 環境土木コース専門科目 必修科目から30単位 

（イ） 環境土木コース専門科目 専門基礎・基盤科目から８単位以上 

（ウ） 環境土木コース専門科目 環境・社会基盤工学科目から６単位以上 

（エ） 教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類～第２類、保健体育科目、他学部・

他学科開講専門教育科目、環境建設工学科他コース科目、単位互換の協定を締結している

他大学開講科目から、合計８単位まで含んでもよい。 

イ 建築コース 

（ア） 建築コース専門科目 建築設計製図から７単位以上 

（イ） 建築コース専門科目 建築計画から８単位以上 

（ウ） 建築コース専門科目 建築環境工学から２単位以上 

（エ） 建築コース専門科目 建築設備から２単位以上 

（オ） 建築コース専門科目 構造力学から７単位以上 
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（カ） 建築コース専門科目 建築一般構造から４単位以上 

（キ） 建築コース専門科目 建築材料から２単位以上 

（ク） 建築コース専門科目 建築生産から２単位以上 

（ケ） 建築コース専門科目 建築法規から２単位 

（コ） 建築コース専門科目 建築関連から８単位以上 

（サ） 教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類～第２類、保健体育科目、他学部・

他学科開講専門教育科目、環境建設工学科他コース科目、単位互換の協定を締結している

他大学開講科目から、合計８単位まで含んでもよい。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目の人文社会２単位、日本事情Ｂは教養教育科目学

科教養科目の自然科学２単位、日本事情Ｃは保健体育科目の「体育講義」２単位。 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の「英語ⅠＡ」の１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類

の「英語ⅠＢ」の１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の「英語Ⅱ１単位、日本語ⅡＢは

外国語科目第１類の「英語ⅡＢ」の１単位。 

(７) 教育職員免許状の教科に関する科目と教職等に関する科目については、卒業所要単位には

加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目学科教養科目から日本国憲

法２単位及び情報リテラシー２単位、保健体育科目からスポーツ実技２単位、外国語科目第１類

から英語コミュニケーションズ２単位を修得しなければならない。 

また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」のうち「教科に関する

専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目については本学則第30条（別表第３）

の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなけ

ればならない。 

６ 地域総合学部 

(１) 地域コミュニティ学科 
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   ×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  
× キリスト教の歴史と思想 (２)  
【 キリスト教学Ａ (２)  
 キリスト教学Ｂ (２)  
 キリスト教学Ｃ (２)  
 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２)  
 科学技術社会と倫理 (２) 】 
【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２)  
 よき社会生活のためにＢ（福祉） (２)  

 よき社会生活のためにＣ（健康） (２) 】 

知的基

礎 

【 リーディング＆ライティング (２)  
 クリティカル・シンキング (２) 】 
× 情報リテラシー (２)  
【 統計的思考の基礎 (２)  
 科学的思考の基礎 (２) 】 

課題探

究 

【 キャリア形成の探究 (２)  
 東北学院史の探究 (２)  

 データ活用による探究 (２)  
 地域ボランティア活動の探究 (２)  
 地域課題の探究 (２)  
 課題探究演習 (２) 】 

共通教

養科目 

人文系 

【 哲学 (２)  
 芸術論 (２)  
 文化の歴史 (２)  
 音楽 (２)  
 倫理学 (２)  
 文学 (２)  
 歴史学 (２)  
 文化人類学 (２)  
 言語論 (２) 】 

社会系 

【 心理学 (２)  
 社会学 (２)  
 経営学 (２)  
 経済学 (２)  
 法学 (２)  
 日本国憲法 (２)  
 現代の政治 (２)  
 地理学 (２)  
 社会福祉論 (２)  
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 ジェンダー論 (２)  
 東北地域論 (２) 】 

自然系 

【 数理の科学 (２)  
 記号論理学 (２)  
 生命の科学 (２)  

 環境の科学 (２)  
 自然の科学 (２)  
 先端科学と技術 (２)  
 AI社会の基礎 (２) 】 

外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  
× 英語ⅠＢ (１)  
× 英語ⅡＡ (１)  
× 英語ⅡＢ (１)  

第２類 

【 ドイツ語ⅠＡ (２)  
 フランス語ⅠＡ (２)  
 中国語ⅠＡ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２)  
 ドイツ語ⅠＢ (２)  
 フランス語ⅠＢ (２)  
 中国語ⅠＢ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２) 】 
 ドイツ語ⅡＡ (１)  
 フランス語ⅡＡ (１)  
 中国語ⅡＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＡ (１)  
 フランス語コミュニケーションＡ (１)  
 中国語コミュニケーションＡ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  
 フランス語ⅡＢ (１)  
 中国語ⅡＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＢ (１)  
 フランス語コミュニケーションＢ (１)  
 中国語コミュニケーションＢ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ (１)  
 ドイツ語ⅢＡ (１)  
 フランス語ⅢＡ (１)  
 中国語ⅢＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＡ (１)  
 ドイツ語ⅢＢ (１)  
 フランス語ⅢＢ (１)  
 中国語ⅢＢ (１)  
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 韓国・朝鮮語ⅢＢ (１)  

第３類 

 ベーシック英語 (１)  
 英語コミュニケーション (２)  

 英語ⅢＡ (１)  
 英語ⅢＢ (１)  

保健体育科目 

 スポーツ実技Ａ (１)  
 スポーツ実技Ｂ (１)  
 体育講義 (２)  

留学科目 

 海外研究Ａ (４)  

 海外研究Ｂ (２)  
 海外研究Ｃ (１)  

外国人及び帰国生科目

  

 日本語ⅠＡ (１)  
 日本語ⅠＢ (１)  
 日本語ⅡＡ (１)  
 日本語ⅡＢ (１)  

専門科

目 

専門基盤科目 

× 社会と産業基礎論 (２)  
× 健康と福祉基礎論 (２)  
× 人と自然基礎論 (２)  
× 基礎コンピュータ (２)  
 市民活動論 (２)  
 地域生活論 (２)  
 地域と自然 (２)  
 地理学要説 (２)  
 地誌学要説 (２)  
 SDGs概論 (２)  
 地域データ分析法 (２)  
 共同体と市民社会 (２)  
× 地域コミュニティ学演習Ⅰ (２)  
× 地域コミュニティ学演習Ⅱ (２)  

× 総合研究Ⅰ (２)  

× 総合研究Ⅱ (２)  

領域専

門科目 

社会産

業領域

科目 

 都市と農山村の地理学 (２)  
 経済地理学 (２)  
 地域資源保全論 (２)  
 地域と教育の歴史 (２)  
 地域システム論 (２)  
 地域社会論 (２)  

 地域政策論 (２)  
 地域文化論 (２)  

健康福

祉領域

科目 

 地域福祉論 (２)  
 生涯学習概論Ⅰ (２)  
 生涯学習概論Ⅱ (２)  

 社会コミュニケーション論 (２)  
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 地域と教育支援 (２)  
 NPO 論 (２)  
 福祉社会論 (２)  
 教育と社会 (２)  

人と自

然領域

科目 

 気候学 (２)  
 地形学 (２)  
 生態学 (２)  

 環境社会学  (２)  

 環境マネジメント (２)  
 地域防災科学 (２)  
 SDGsとシティズンシップ論 (２)  

実習科目 

 地域コミュニティ学基礎実習 (２)  
 地域コミュニティ学発展実習 (２)  
 測量学実習 (２)  
 GIS 実習 (２)  
 海外地域実習 (２)  

専門関連科目 

 日本史概説 (２)  
 外国史概説 (２)  
 民俗学概論Ⅰ (２)  
 民俗学概論Ⅱ (２)  
 測量学 (２)  

履修方法 

卒業要件 

地域総合学部所属の学生であって、地域コミュニティ学科の課程を修了し、学士の学位を得よ

うとする者は、次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１) 教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上  

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究 ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 

（２) 外国語科目については、次により６単位以上（必修及び選択必修を含む。） を修得する

ものとする。 

 ア 外国語科目第１類 ４単位（必修） 

イ 外国語科目第２類 ２単位（選択必修） 

（３) 専門科目については、次により66単位以上を修得するものとする。 

ア 専門基盤科目 28単位（必修科目16単位を含む）以上 

イ 領域専門科目 28単位（社会産業領域科目から８単位以上、健康福祉領域科目から８単位

以上、人と自然領域科目から８単位以上を修得のこと。）以上 

ウ 実習科目及び専門関連科目 10単位以上 

(４) （１）から（３）のほかに、教養教育科目、外国語科目第２類及び第３類（ベーシック英

語を除く）、保健体育科目、留学科目、外国人及び帰国生科目、領域専門科目、他学部・他学

科開講科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目、留学等により他大学で修得し、

本学が単位認定した科目のうちから18単位以上を修得するものとする。 

(５) 外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単位
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で代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の英

語ⅠＢの１単位 

イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の英

語ⅡＢの１単位 

（６) 外国語科目第３類のベーシック英語、教育免許および社会教育主事に関係する科目は自由

科目とし、卒業所要単位には加えない。 

 

(２) 政策デザイン学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教
養
教
育
科
目 

Ｔ
Ｇ
ベ
ー
シ
ッ
ク 

人
間
的
基
礎 

× 聖書を学ぶ (２)  
× キリスト教の歴史と思想 (２)  
【 キリスト教学Ａ (２)  
 キリスト教学Ｂ (２)  
 キリスト教学Ｃ (２)  
 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２)  
 科学技術社会と倫理 (２) 】 
【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２)  
 よき社会生活のためにＢ（福祉） (２)  
 よき社会生活のためにＣ（健康） (２) 】 

知
的
基
礎 

【 リーディング＆ライティング (２)  
 クリティカル・シンキング (２) 】 
× 情報リテラシー (２)  
【 統計的思考の基礎 (２)  
 科学的思考の基礎 (２) 】 

課
題
探
究 

【 キャリア形成の探究 (２)  
 東北学院史の探究 (２)  
 データ活用による探究 (２)  
 地域ボランティア活動の探究 (２)  

 地域課題の探究 (２)  
 課題探究演習 (２) 】 

共
通
教
養
科
目 

人
文
系 

【 哲学 (２)  
 芸術論 (２)  
 文化の歴史 (２)  
 音楽 (２)  
 倫理学 (２)  
 文学 (２)  
 歴史学 (２)  
 文化人類学 (２)  
 言語論 (２) 】 

社会系 【 心理学 (２)  
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 社会学 (２)  
 経営学 (２)  
 法学 (２)  
 日本国憲法 (２)  
 現代の政治 (２)  
 地理学 (２)  
 ジェンダー論 (２)  
 東北地域論 (２) 】 

自
然
系 

【 数理の科学 (２)  
 記号論理学 (２)  
 生命の科学 (２)  
 環境の科学 (２)  
 自然の科学 (２)  
 先端科学と技術 (２)  
 AI社会の基礎 (２) 】 

外
国
語
科
目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  
× 英語ⅠＢ (１)  
× 英語ⅡＡ (１)  
× 英語ⅡＢ (１)  

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２)  
 フランス語ⅠＡ (２)  
 中国語ⅠＡ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２)  
 ドイツ語ⅠＢ (２)  
 フランス語ⅠＢ (２)  
 中国語ⅠＢ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２)  
 ドイツ語ⅡＡ (１)  
 フランス語ⅡＡ (１)  
 中国語ⅡＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＡ (１)  
 フランス語コミュニケーションＡ (１)  
 中国語コミュニケーションＡ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  
 フランス語ⅡＢ (１)  
 中国語ⅡＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＢ (１)  
 フランス語コミュニケーションＢ (１)  
 中国語コミュニケーションＢ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ (１)  
 ドイツ語ⅢＡ (１)  
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 フランス語ⅢＡ (１)  
 中国語ⅢＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＡ (１)  
 ドイツ語ⅢＢ (１)  
 フランス語ⅢＢ (１)  
 中国語ⅢＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＢ (１)  

第３類 

 ベーシック英語 (１)  
 英語コミュニケーション (２)  
 英語ⅢＡ (１)  
 英語ⅢＢ (１)  

保健体育科目 

 スポーツ実技Ａ (１)  
 スポーツ実技Ｂ (１)  
 体育講義 (２)  

留学科目 
 海外研究Ａ (４)  
 海外研究Ｂ (２)  
 海外研究Ｃ (１)  

外国人及び帰国生科目

  

 日本語ⅠＡ (１)  
 日本語ⅠＢ (１)  
 日本語ⅡＡ (１)  
 日本語ⅡＢ (１)  

専
門
科
目 

専
門
基
盤
科
目 

× SDGs概論 (２)  
 経済学Ⅰ (２)  
 経済学Ⅱ (２)  
 公共経営論 (２)  
 政治経済学Ⅰ (２)  
 政治経済学Ⅱ (２)  
 政策形成論 (２)  
 政策評価論 (２)  
 福祉国家論 (２)  
 公共哲学Ⅰ (２)  
 公共哲学Ⅱ (２)  
 企業倫理Ⅰ (２)  
 企業倫理Ⅱ (２)  
 地域社会論 (２)  
 共同体と市民社会 (２)  

領
域
専
門
科
目 

公
共
行
政 

 社会保障論 (２)  
 財政入門 (２)  
 政治学入門 (２)  
 社会保険論 (２)  
 地方財政論 (２)  
 格差社会論 (２)  
 社会福祉原論 (２)  
 労働政策論 (２)  
 環境政策論 (２)  
 公的扶助論 (２)  
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 公共政策分析 (２)  
 福祉政策と地域 (２)  
 地方自治論 (２)  
 行政学 (２)  

経
済
産
業 

 地域産業論 (２)  
 金融入門 (２)  

  グローバル時代の労働問題入門 (２)  
  地域経済データ分析 (２)  

  地域企業経営論 (２)  
 加齢経済論Ⅰ (２)  
 国際貿易論 (２)  
 加齢経済論Ⅱ (２)  
 地域金融論 (２)  
 地域観光論 (２)  
 社会と開発 (２)  
 労働経済論 (２)  
 日本経済論 (２)  
 日本産業論 (２)  
 地域政策論 (２)  
 東北経済論 (２)  
 東北開発論 (２)  

市
民
社
会 

 現代社会問題論 (２)  

 日常生活とジェンダー (２)  

 災害社会論 (２)  

 多文化共生論 (２)  

 ジェンダーと政策 (２)  

 人権政策論 (２)  

 災害ボランティア・NPO論 (２)  

 シティズンシップ論 (２)  

 地域防災・減災論 (２)  

 復興まちづくり論 (２)  

 障害学 (２)  

 災害とマイノリティ (２)  

 

演習・実習・特

殊科目 

× 基礎演習 (２)  
 演習Ⅰ (４)  
 演習Ⅱ (４)  
 政策デザイン実習Ⅰ (２)  
 政策デザイン実習Ⅱ (２)  
 地域プロジェクト実習 (４)  
 特殊講義 (２)  
× 卒業研究 (２)  

専門関連科目 
 憲法Ⅰ (２)  
 憲法Ⅱ (２)  
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 民法総論 (２)  
 行政法総論 (２)  
 労働法 (２)  
 商法 (２)  
 家族法 (２)  
 社会保障法 (２)  

履修方法 

卒業要件 

地域総合学部所属の学生であって、政策デザイン学科の課程を修了し、学士の学位を得ようと

する者は、次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１)教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上  

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究 ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 

（２)外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

（３）専門科目については、次により52単位以上を修得するものとする。 

 ア 専門基盤科目 18単位（必修科目２単位を含む）以上 

 イ 領域専門科目 公共行政 10単位以上 

 ウ 領域専門科目 経済産業 10単位以上 

 エ 領域専門科目 市民社会 10単位以上 

 オ 基礎演習・卒業研究 ４単位（必修科目４単位）以上  

（４）（１）から（３）のほかに、外国語科目第２類及び第３類（ベーシック英語を除く）、保

健体育科目、専門科目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結している他大学開講

科目のうちから34単位以上を修得するものとする。 

（５）外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単位 

 で代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の英  

  語ⅠＢの１単位 

 イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の英 

語ⅡＢの１単位 

（６）外国語科目第３類のベーシック英語、教育職員免許状の教科に関する科目及び教職等に

関する科目は自由科目とし、卒業所要単位には加えない。 

 

７ 情報学部 

 データサイエンス学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教
養
教
育
科

目 

Ｔ
Ｇ
ベ
ー
シ

ッ
ク 

人
間
的
基
礎 

× 聖書を学ぶ (２)  
× キリスト教の歴史と思想 (２)  
【 キリスト教学Ａ (２)  
 キリスト教学Ｂ (２)  
 キリスト教学Ｃ (２)  
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 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２)  
 科学技術社会と倫理 (２) 】 
【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２)  
 よき社会生活のためにＢ（福祉） (２)  
 よき社会生活のためにＣ（健康） (２) 】 

知
的
基
礎 

【 リーディング＆ライティング (２)  
 クリティカル・シンキング (２) 】 
× 情報リテラシー (２)  
【 統計的思考の基礎 (２)  
 科学的思考の基礎 (２) 】 

課
題
探
究 

【 キャリア形成の探究 (２)  
 東北学院史の探究 (２)  
 データ活用による探究 (２)  
 地域ボランティア活動の探究 (２)  
 地域課題の探究 (２)  
 課題探究演習 (２) 】 

共
通
教
養
科
目 

人
文
系 

【 哲学 (２)  
 芸術論 (２)  
 文化の歴史 (２)  
 音楽 (２)  
 倫理学 (２)  
 文学 (２)  
 歴史学 (２)  
 文化人類学 (２)  
 言語論 (２) 】 

社
会
系 

【 心理学 (２)  
 社会学 (２)  
 経営学 (２)  
 経済学 (２)  
 法学 (２)  
 日本国憲法 (２)  
 現代の政治 (２)  
 地理学 (２)  
 社会福祉論 (２)  
 ジェンダー論 (２)  
 東北地域論 (２) 】 

自
然
系 

【 数理の科学 (２)  
 記号論理学 (２)  
 生命の科学 (２)  
 環境の科学 (２)  
 自然の科学 (２)  
 先端科学と技術 (２)  
 AI社会の基礎 (２) 】 

  × 英語ⅠＡ (１)  
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外国語

科目 

第１類 
× 英語ⅠＢ (１)  
× 英語ⅡＡ (１)  
× 英語ⅡＢ (１)  

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２)  
 フランス語ⅠＡ (２)  
 中国語ⅠＡ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２)  
 ドイツ語ⅠＢ (２)  
 フランス語ⅠＢ (２)  
 中国語ⅠＢ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２)  
 ドイツ語ⅡＡ (１)  
 フランス語ⅡＡ (１)  
 中国語ⅡＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＡ (１)  
 フランス語コミュニケーションＡ (１)  
 中国語コミュニケーションＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ (１)  
 ドイツ語ⅡＢ (１)  
 フランス語ⅡＢ (１)  
 中国語ⅡＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＢ (１)  
 フランス語コミュニケーションＢ (１)  
 中国語コミュニケーションＢ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ (１)  
 ドイツ語ⅢＡ (１)  
 フランス語ⅢＡ (１)  
 中国語ⅢＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＡ (１)  
 ドイツ語ⅢＢ (１)  
 フランス語ⅢＢ (１)  
 中国語ⅢＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＢ (１)  

第３類 

 ベーシック英語 (１)  
 英語コミュニケーション (２)  
 英語ⅢＡ (１)  
 英語ⅢＢ (１)  

保健体育科目 
 スポーツ実技Ａ (１)  
 スポーツ実技Ｂ (１)  
 体育講義 (２)  

留学科目 

 海外研究Ａ (４)  
 海外研究Ｂ (２)  
 海外研究Ｃ (１)  

外国人及び  日本語ⅠＡ (１)  
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帰国生科目  日本語ⅠＢ (１)  
 日本語ⅡＡ (１)  
 日本語ⅡＢ (１)  

 

演習 

× フレッシュパーソンセミナー (２)  
 × 情報学演習Ａ (２)  
 × 情報学演習Ｂ (２)  

専
門
基
盤
科
目 

× 総合研究(卒研課題)Ａ (２)  
× 総合研究(卒研課題)Ｂ (２)  

数理 

 基礎数学 (２)  
× 基礎統計学 (２)  
 応用統計学 (２)  
 線形代数学入門 (２)  
 線形代数学Ａ (２)  
 微分積分学Ａ (２)  
 微分方程式 (２)  

情報 

× 情報社会と情報倫理 (２)  
× コンピュータ科学 (２)  
× プログラミング概論 (２)  
 プログラミング基礎 (２)  
× 情報理論基礎 (２)  
× データサイエンスＡ (２)  

 人工知能概論 (２)  
 データサイエンスＢ (２)  

社会 

× 社会調査基礎論 (２)  
 社会調査法 (２)  
 情報活用とデジタルヒューマニティーズ (２)  
× オープンデータの活用とデータの可視化 (２)  
× 経営学概論 (２)  
 ファシリテーション論 (２)  
 プロジェクトマネジメントと組織論 (２)  

専
門
科
目 

数理 

 集合論 (２)  
 線形代数学Ｂ (２)  
 微分積分学Ｂ (２)  
 確率・統計 (２)  
 解析学Ａ (２)  
 解析学Ｂ (２)  
 代数学Ａ (２)  
 代数学Ｂ (２)  
 幾何学Ａ (２)  
 幾何学Ｂ (２)  
 数理情報学Ａ (２)  
 数理情報学Ｂ (２)  
 複素関数 (２)  
 フーリエ解析 (２)  
 数学とコンピュータ (２)  
 感覚知覚情報論Ａ (２)  
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 感覚知覚情報論Ｂ (２)  
 自然情報科学 (２)  

情報 

 アルゴリズムとデータ構造 (２)  
 プログラミング応用 (２)  
 機械学習 (２)  
 ソフトウェア開発論 (２)  
 情報通信ネットワーク基礎論 (２)  
 情報通信ネットワーク運用論 (２)  

  データベースシステム (２)  
  ウェブサイト構築法 (２)  
  デジタルメディア表現と技術Ａ (２)  

 

 デジタルメディア表現と技術Ｂ (２)  
 デジタルメディア製作 (２)  
 情報サービスとIoT (２)  
 モデル化とシミュレーション (２)  
 情報と職業 (２)  

社会 

 社会統計学Ａ (２)  
 社会統計学Ｂ (２)  
 社会調査実習Ａ (２)  
 社会調査実習Ｂ (２)  
 多変量データ分析法 (２)  
 ゲームスタディーズ (２)  
 社会ネットワーク基礎論 (２)  
 数理社会学 (２)  
 テキストマイニング (２)  
 情報とビジネス (２)  
 情報と地域連携 (２)  
 マーケティングリサーチ (２)  
 情報と防災・福祉 (２)  

履修方法 

卒業要件 

情報学部所属の学生であって、データサイエンス学科の課程を修了し、学士の学位を得ようと

する者は、次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１）教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究  ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 

（２）外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

（３）専門基盤科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

 ア 専門基盤科目 演習 10単位（必修科目） 

 イ 専門基盤科目 数理 ２単位（必修科目）以上 

 ウ 専門基盤科目 情報 10単位（必修科目）以上 

 エ 専門基盤科目 社会 ６単位（必修科目）以上 

（４）専門科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 
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数理選択の場合 

ア 専門科目 数理 ６単位以上 

 情報選択の場合 

 ア 専門科目 情報 ６単位以上 

（５）（１）から（４）のほかに、教養教育科目、外国語科目第２類及び第３類（ベーシック英 

語を除く）、保健体育科目、専門基盤科目、専門科目、他学部・他学科開講科目及び単位互 

換の協定を締結している他大学開講科目のうちから18単位以上を修得するものとする。 

（６）外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単位 

 で代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の英 

語ⅠＢの１単位 

 イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の英 

語ⅡＢの１単位 

（７）外国語科目第３類のベーシック英語及び免許および資格関係科目は自由科目とし、卒業所 

要単位には加えない。 

 

８ 人間科学部 

 心理行動科学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教
養
教
育
科
目 

Ｔ
Ｇ
ベ
ー
シ
ッ
ク 

人
間
的
基
礎 

× 聖書を学ぶ (２)  
× キリスト教の歴史と思想 (２)  
【 キリスト教学Ａ (２)  
 キリスト教学Ｂ (２)  
 キリスト教学Ｃ (２)  
 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２)  
 科学技術社会と倫理 (２) 】 
【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２)  
 よき社会生活のためにＢ（福祉） (２)  
 よき社会生活のためにＣ（健康） (２) 】 

知
的
基
礎 

【 リーディング＆ライティング (２)  
 クリティカル・シンキング (２) 】 
× 情報リテラシー (２)  
【 統計的思考の基礎 (２)  
 科学的思考の基礎 (２) 】 

課
題
探
究 

【 キャリア形成の探究 (２)  
 東北学院史の探究 (２)  
 データ活用による探究 (２)  
 地域ボランティア活動の探究 (２)  
 地域課題の探究 (２)  
 課題探究演習 (２) 】 

共通教養科目 人文系 

【 哲学 (２)  
 芸術論 (２)  
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 文化の歴史 (２)  
 音楽 (２)  
 倫理学 (２)  
 文学 (２)  
 歴史学 (２)  
 文化人類学 (２)  
 言語論 (２) 】 

社
会
系 

【 社会学 (２)  
 経営学 (２)  
 経済学 (２)  
 法学 (２)  
 日本国憲法 (２)  
 現代の政治 (２)  
 地理学 (２)  
 社会福祉論 (２)  
 ジェンダー論 (２)  
 東北地域論 (２) 】 

自
然
系 

【 数理の科学 (２)  
 記号論理学 (２)  
 生命の科学 (２)  

 環境の科学 (２)  
 自然の科学 (２)  
 先端科学と技術 (２)  
 AI社会の基礎 (２) 】 

 第１類 × 英語ⅠＡ (１)  
 × 英語ⅠＢ (１)  
 × 英語ⅡＡ (１)  
 × 英語ⅡＢ (１)  

外
国
語
科
目 

第２類 【 ドイツ語ⅠＡ (２)  
 フランス語ⅠＡ (２)  
 中国語ⅠＡ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２)  
 ドイツ語ⅠＢ (２)  
 フランス語ⅠＢ (２)  
 中国語ⅠＢ (２)  
 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２) 】 
 ドイツ語ⅡＡ (１)  
 フランス語ⅡＡ (１)  
 中国語ⅡＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＡ (１)  
 フランス語コミュニケーションＡ (１)  
 中国語コミュニケーションＡ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  
 フランス語ⅡＢ (１)  
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 中国語ⅡＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  
 ドイツ語コミュニケーションＢ (１)  
 フランス語コミュニケーションＢ (１)  
 中国語コミュニケーションＢ (１)  
 韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ (１)  
 ドイツ語ⅢＡ (１)  
 フランス語ⅢＡ (１)  
 中国語ⅢＡ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＡ (１)  
 ドイツ語ⅢＢ (１)  
 フランス語ⅢＢ (１)  
 中国語ⅢＢ (１)  
 韓国・朝鮮語ⅢＢ (１)  

第３類  ベーシック英語 (１)  
 英語コミュニケーション (２)  

 英語ⅢＡ (１)  
 英語ⅢＢ (１)  

保健体育科目 

 スポーツ実技Ａ (１)  
 スポーツ実技Ｂ (１)  
 体育講義 (２)  

留学科目 

 海外研究Ａ (４)  
 海外研究Ｂ (２)  
 海外研究Ｃ (１)  

  日本語ⅠＡ (１)  
外国人及び帰国生科

目  

 日本語ⅠＢ (１)  
 日本語ⅡＡ (１)  
 日本語ⅡＢ (１)  

 
専門基盤科目 × 心理学概論 (２)  

× 臨床心理学概論 (２)  
× 社会学概論 (２)  
× 社会調査基礎論 (２)  
× 健康と身体活動の基礎Ａ (２)  
× 健康と身体活動の基礎Ｂ (２)  

研究方法科目  基礎統計学 (２)  
 心理学研究法 (２)  
 心理学統計法 (２)  
 社会調査法 (２)  

  社会統計学 (２)  

専
門
科
目 

 多変量解析 (２)  
 運動学研究法 (２)  
 運動学統計法 (２)  

実験・実習科

目 

 心理学実験 (２)  
 心理的アセスメント (２)  
 社会調査実習Ａ (２)  
 社会調査実習Ｂ (２)  
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 運動学実験実習Ａ (２)  
 運動学実験実習Ｂ (２)  

演習科目 × 基礎演習Ａ (２)  
× 基礎演習Ｂ (２)  
× 演習Ａ (２)  
× 演習Ｂ (２)  
 特殊研究 (２)  
 文献講読Ａ (２)  
 文献講読Ｂ (２)  
× 卒業研究Ａ (２)  
× 卒業研究Ｂ (２)  

臨床 × 障害者・障害児心理学 (２)  
× 人体の構造と機能及び疾病 (２)  
 健康・医療心理学 (２)  
 福祉心理学 (２)  
 精神疾患とその治療 (２)  
× 衛生公衆衛生学 (２)  
× 学校保健Ⅰ (２)  
× 学校保健Ⅱ (２)  
 学校安全及び緊急処置 (２) 

 心理学的支援法 (２)  
 心理行動科学特殊講義Ａ (２)  

個人 【 知覚・認知心理学 (２)  
 学習・言語心理学 (２) 】 
 感情・人格心理学 (２)  
 神経・生理心理学 (２)  

 発達心理学 (２)  
 意思決定の科学 (２)  
× スポーツ心理学Ⅰ (２)  
【 スポーツ心理学Ⅱ (２)  

 スポーツ生理学 (２)  
 運動方法学 (２) 】 

 心理行動科学特殊講義Ｂ (２)  
社会 × 社会・集団・家族心理学 (２)  

× 教育・学校心理学 (２)  
× ジェンダーの社会学 (２)  
× 現代社会と心理 (２)  
 産業・組織心理学 (２)  
 司法・犯罪心理学 (２)  
 関係行政論 (２)  
 スポーツ社会学 (２)  
 スポーツマネジメント (２)  
 不平等の社会学 (２)  

 家族社会学 (２)  
 心理行動科学特殊講義Ｃ (２)  
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履修方法 

卒業要件 

人間科学部所属の学生であって、心理行動科学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとす

る者は、次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１)教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究 ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 

（２) 外国語科目については、次により６単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得する

ものとする。 

 ア 外国語科目第１類 ４単位（必修科目） 

イ 外国語科目第２類 ２単位（選択必修） 

（３）専門科目については、専門基盤科目から12単位（必修科目）、研究方法科目から４単位 

以上、実験・実習科目から４単位以上及び演習科目から12単位（必修科目）以上の32単位以 

上を修得するほか、次により選択したコースごとに42単位以上を修得するものとする。 

ア 臨床コース 臨床から10単位（必修科目）、個人から６単位（必修科目２単位及び選択 

必修科目４単位を含む）以上、社会から８単位（必修科目）以上のほか臨床から10単位 

（必修科目を除く）以上、個人及び社会から８単位（必修科目を除く）以上 

イ 個人コース 臨床から10単位（必修科目）、個人から６単位（必修科目２単位及び選択 

必修科目４単位を含む）、社会から８単位（必修科目）以上のほか個人から10単位（必 

修科目２単位及び選択必修科目４単位を除く）以上、臨床及び社会から８単位（必修科 

目を除く）以上 

ウ 社会コース 臨床から10単位（必修科目）、個人から６単位（必修科目２単位及び選択 

必修科目４単位を含む）以上、社会から８単位（必修科目）のほか社会から10単位（必 

修科目を除く）以上、臨床及び個人から８単位（必修科目及び選択必修科目を除く）以 

   上 

(４) （１）から（３）のほかに、教養教育科目、外国語科目第２類及び第３類（ベーシック 

英語を除く）、保健体育科目、留学科目、外国人及び帰国生科目、専門科目、他学部・他学 

科開講科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目、留学等により他大学で修得し、

本学が単位認定した科目のうちから10単位以上を修得するものとする。 

(５) 外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単

位で代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の

英語ⅠＢの１単位 

イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の

英語ⅡＢの１単位 

（６) 外国語科目第３類のベーシック英語、免許および資格関係科目は自由科目とし、卒業要 

件単位には加えない。 

 

９ 国際学部 

 国際教養学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 
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区分 科目名 

教
養
教
育
科
目 

Ｔ
Ｇ
ベ
ー
シ
ッ
ク 

人
間
的
基
礎 

× 聖書を学ぶ (２) 

× キリスト教の歴史と思想 (２) 

【 キリスト教学Ａ (２) 

 キリスト教学Ｂ (２) 

 キリスト教学Ｃ (２) 

 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２) 

 科学技術社会と倫理 (２) 】 

【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２) 

 よき社会生活のためにＢ（福祉） 

よき社会生活のためにＣ（健康） 

(２) 

(２) 】 

知
的
基
礎 

【 リーディング＆ライティング (２) 

 クリティカル・シンキング (２) 】 

× 情報リテラシー (２) 

【 統計的思考の基礎 (２) 

 科学的思考の基礎 (２) 】 

課
題
探
究 

【 キャリア形成の探究 (２) 

 東北学院史の探究 (２) 

 データ活用による探究  (２) 

 地域ボランティア活動の探究  (２) 

 地域課題の探究 (２) 

 課題探究演習 (２) 】 

共
通
教
養
科
目 

人
文
系 

【 哲学 (２) 

 芸術論 (２) 

 文化の歴史 (２) 

 音楽 (２) 

 倫理学  (２) 

 文学 (２) 

 歴史学 (２) 

 文化人類学 (２) 

 言語論 (２) 】 

社
会
系 

【 心理学  (２) 

 社会学  (２) 

 経営学  (２) 

 経済学  (２) 

 法学 

日本国憲法 

現代の政治 

地理学  

社会福祉論 

ジェンダー論 

東北地域論 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 】 
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自
然
系 

【 数理の科学 

記号論理学 

生命の科学 

環境の科学 

自然の科学 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

 先端科学と技術 (２) 

 AI社会の基礎 (２) 】 

外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１) 

× 英語ⅠＢ (１) 

× 英語ⅡＡ (１) 

× 英語ⅡＢ (１) 

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２) 

 フランス語ⅠＡ (２) 

 中国語ⅠＡ (２) 

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２) 

 ドイツ語ⅠＢ (２) 

 フランス語ⅠＢ (２) 

 中国語ⅠＢ (２) 

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２) 

 ドイツ語ⅡＡ (１) 

 フランス語ⅡＡ (１) 

 中国語ⅡＡ (１) 

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１) 

 ドイツ語コミュニケーションＡ (１) 

 フランス語コミュニケーションＡ (１) 

 中国語コミュニケーションＡ (１) 

 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ 

ドイツ語ⅡＢ 

フランス語ⅡＢ 

中国語ⅡＢ 

韓国・朝鮮語ⅡＢ 

ドイツ語コミュニケーションＢ 

フランス語コミュニケーションＢ 

中国語コミュニケーションＢ 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

  韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ 

ドイツ語ⅢＡ 

フランス語ⅢＡ 

中国語ⅢＡ 

韓国・朝鮮語ⅢＡ 

ドイツ語ⅢＢ 

フランス語ⅢＢ 

中国語ⅢＢ 

韓国・朝鮮語ⅢＢ 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

(１) 

第３類 

 ベーシック英語 (１) 

 
英語コミュニケーション 

英語ⅢＡ 

(２) 

(１) 
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英語ⅢＢ (１) 

保健体育科目 

 スポーツ実技Ａ (１) 

 スポーツ実技Ｂ 

体育講義 

(１) 

(２) 

留学科目 

 海外研究Ａ (４) 

 海外研究Ｂ (２) 

 海外研究Ｃ (１) 

外国人及び帰国生科目 

 日本語ⅠＡ (１) 

 日本語ⅠＢ (１) 

 日本語ⅡＡ (１) 

 日本語ⅡＢ (１) 

専
門
科
目 

基幹科目 

 

× 国際学概説 (２) 

 異文化体験演習Ａ（外国人支援） (１) 

 異文化体験演習Ｂ(インターンシップ） (１) 

× 国際学演習Ⅰ (２) 

× 国際学演習Ⅱ (２) 

× 卒業演習Ⅰ (２) 

× 卒業演習Ⅱ (２) 

専
門
外
国
語
科
目 

第１類 

【 総合英語ⅠＡ (２) 

 総合英語ⅠＢ (２) 

 英語リーディングセミナーＡ (１) 

 英語リーディングセミナーＢ (１) 

 英語コミュニケーションセミナー (１) 

 英語ディスカッションセミナー (１) 

 初級中国語Ａ (２) 

 初級中国語Ｂ (２) 

 実践中国語ⅠＡ 

実践中国語ⅠＢ 

初級韓国朝鮮語Ａ 

初級韓国朝鮮語Ｂ 

実践韓国朝鮮語ⅠＡ 

実践韓国朝鮮語ⅠＢ 

(１) 

(１) 

(２) 

(２) 

(１) 

(１) 】 

第２類 

【 総合英語Ⅱ (２) 

 英語ライティングセミナー (１) 

 英語プレゼンテーションセミナー (１) 

 英語で学ぶ時事問題 (１) 

 英語で学ぶ日本の社会と文化 (１) 

 ビジネス英語 (１) 

 日英翻訳実践 (１) 

 英語検定試験研究 (１) 

 中級中国語Ａ (２) 

 中級中国語Ｂ (２) 

 実践中国語ⅡＡ (１) 

 実践中国語ⅡＢ (１) 
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 上級中国語Ａ 

上級中国語Ｂ 

(１) 

(１) 

 実践中国語ⅢＡ (１) 

 実践中国語ⅢＢ (１) 

 中級韓国朝鮮語Ａ (２) 

 中級韓国朝鮮語Ｂ (２) 

 実践韓国朝鮮語ⅡＡ (１) 

 実践韓国朝鮮語ⅡＢ (１) 

 上級韓国朝鮮語Ａ (１) 

 上級韓国朝鮮語Ｂ (１) 

 実践韓国朝鮮語ⅢＡ (１) 

 実践韓国朝鮮語ⅢＢ (１) 】 

第
１
類
（
言
語
と
多
文
化
共
生
） 

【 日本語のしくみ (２) 

 日本語学Ⅰ (２) 

 日本語学Ⅱ (２) 

 異文化コミュニケーション論 (２) 

 比較文化論 (２) 

 ジェンダーと言語 (２) 

 モノと宗教 (２) 

 社会言語学 (２) 

 共生言語学 (２) 

 比較言語論Ⅰ (２) 

 比較言語論Ⅱ (２) 

 言語習得論 (２) 

 言語政策論 (２) 

 言語とテクノロジー 

Topics in Japanese Linguistics 

Topics in Japanese Culture 

(２) 

(２) 

(２) 

 World Englishes (２) 

 World Religions (２) 

 Popular Culture Studies 

Understanding Multiculturalism 

(２) 

(２) 】 
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第
２
類
（
東
ア
ジ
ア
研
究
） 

【 中国語圏の言語と文化 

中国語圏文化論 

近現代中国の歴史と社会 

現代中国の諸問題 

東西文明交流Ⅰ 

東西文明交流Ⅱ 

朝鮮半島の文化と歴史Ⅰ 

朝鮮半島の文化と歴史Ⅱ 

東アジアと植民地支配 

越境と移民 

現代韓国の諸問題 

社会的マイノリティと差別 

China in Global Context 

Two Koreas in Global Context 

Contemporary Korean Culture 

Japan in Global Context 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 

(２) 】 

第
３
類
（
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
） 

【 グローバル政治論Ⅰ (２) 

 グローバル政治論Ⅱ (２) 

 ナショナリズム論 (２) 

 グローバリズムとナショナリズム (２) 

 会計の世界史 (２) 

 震災とリスクマネジメント (２) 

 グローバル経済Ⅰ (２) 

 グローバル経済Ⅱ (２) 

 開発と政治 (２) 

 平和論 (２) 

 グローバル・トピックス (２) 

 グローバルビジネスと会計情報Ⅰ (２) 

 グローバルビジネスと会計情報Ⅱ (２) 

 International Relations Ⅰ (２) 

 International Relations Ⅱ (２) 

 Understanding Global Society Ⅰ (２) 

 Understanding Global Society Ⅱ (２) 

 Global Business Case Studies Ⅰ (２) 

 Global Business Case Studies Ⅱ (２) 

  Contemporary Political Issues (２) 】 

資 格関

係科目 

日本語教員基礎

資格科目 

 日本語教育学概論Ⅰ (２) 

 日本語教育学概論Ⅱ (２) 

 日本語教授法 (２) 

 日本語教育文法論 (２) 

 日本語教育学特論Ⅰ (２) 

 日本語教育学特論Ⅱ (２) 

 日本語教育実習法Ⅰ (２) 

 日本語教育実習法Ⅱ (２) 

 日本語教育実習Ⅰ (２) 

 日本語教育実習Ⅱ (２) 
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履修方法 

卒業要件 

国際学部所属の学生であって、国際教養学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、次

に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１) 教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究 ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 

（２) 外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

（３) 専門科目については、次により64単位以上を修得するものとする。 

ア 基幹科目 10単位（必修科目）以上 

イ 専門外国語科目 第１類 ６単位以上 

ウ 専門外国語科目 第２類 ８単位以上 

エ 専門科目第１類（言語と多文化共生）から第３類（グローバルスタディーズ） 40単位（各４

単位以上を含む）以上 

（４) （１）から（３）のほかに、教養教育科目、外国語科目、保健体育科目、留学科目、専門科

目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目、留学等により他大

学で修得し、本学が単位認定した科目のうちから22単位以上を修得するものとする。 

（５) 外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単位で

代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の英語Ⅰ

Ｂの１単位 

イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の英語Ⅱ

Ｂの１単位 

（６) 外国語科目第３類のベーシック英語及び資格関係科目は自由科目とし、卒業所要単位には加

えない。 

 

別表第３（第30条関係） 

教科及び教職に関する科目 

１ 文学部 

(１) 英文学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（英語） 

高等学校教諭一種免許

状（英語） 
備考 

 
科

目 

各科目に含める

ことが必要な事

項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第 教 教科に関する専 中28 取得しようとす   取得しようとす    
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２

欄 

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

門的事項 る教科ごとに単

位を修得 

る教科ごとに単

位を修得 

各教科の指導法

（情報通信技術

の活用を含む。） 

英語科教育法（概

論） 

２  英語科教育法（概

論） 

２   

高24 英語科教育法（理

論） 

２  英語科教育法（理

論） 

２   

英語科教育法（実

践） 

２  英語科教育法（実

践） 

２   

英語科教育法（応

用） 

２  英語科教育法（応

用） 

２   

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

関

す

教育の理念並び

に教育に関する

歴史及び思想 

中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び

教員の役割・職務

内容（チーム学校

運営への対応を

含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社

会的、制度的又は

経営的事項（学校

教育の制度と経

営 

２  教育の制度と経

営 

２   
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る

科

目 

と地域との連携

及び学校安全へ

の対応を含む。） 

幼児、児童及び生

徒の心身の発達

及び学習の過程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必

要とする幼児、児

童及び生徒に対

する理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義

及び編成の方法

（カリキュラ

ム・マネジメント

を含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

間

道徳の理論及び

指導法 

中10 

道徳教育の理論

と方法 

２      

総合的な学習の

時間の指導法 

特別活動・総合的

な学習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の

理論と方法 

２   

特別活動の指導

法 

教育の方法及び

技術 

教育の方法と技

術 

２  教育の方法と技

術 

２   

情報通信技術を

活用した教育の

理論及び方法 

ICT活用の理論と

方法 

２  ICT活用の理論と

方法 

２   
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等

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

生徒指導の理論

及び方法 

高８ 生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２  生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２   

進路指導及びキ

ャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウン

セリングに関す

る基礎的な知識

を含む。）の理論

及び方法 

教育相談の理論

と方法 

２  教育相談の理論

と方法 

２   

第

５

欄 

教

育

実

践

教育実習 

中５ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動 高３        
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に

関

す

る

科

目 

教職実践演習 中２ 教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 中４ 介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

高12 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関
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する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション４単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

 

(２) 総合人文学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（宗教） 

高等学校教諭一種免許

状（宗教） 
備考 

 
科

目 

各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

教科に関する専門

的事項 

中28 

取得しようとす

る教科ごとに単

位を修得 

  取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

宗教科教育法

（概論） 

２  宗教科教育法（概

論） 

２   

高24 宗教科教育法

（理論） 

２  宗教科教育法（理

論） 

２   

宗教科教育法

（実践） 

２  宗教科教育法（実

践） 

２   

宗教科教育法

（応用） 

２  宗教科教育法（応

用） 

２   
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る

科

目 

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

関

す

る

科

目 

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度と経

営 

２  教育の制度と経営 ２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

教育課程論 ２  教育課程論 ２   
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リキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

間

等

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

道徳の理論及び指

導法 

中10 

道徳教育の理論

と方法 

２      

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・総合

的な学習の時間

の理論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技

術 

教育の方法と技

術 

２  教育の方法と技術 ２   

情報通信技術を活

用した教育の理論

及び方法 

ICT活用の理論

と方法 

２  ICT活用の理論と

方法 

２   

生徒指導の理論及

び方法 

高８ 生徒指導・進路

指導の理論と方

法 

２  生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

教育相談の理論

と方法 

２  教育相談の理論と

方法 

２   
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相

談

等

に

関

す

る

科

目 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 

教育実習 

中５ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単位

を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動 高３        

教職実践演習 中２ 教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

 中４ 介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

高12 
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定

す

る

科

目 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教ごとに単位を修得

しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

(３) 歴史学科 2023年度入学生適用 

 
中学校教諭一種免許状

（社会） 

高等学校教諭一種免許

状（地理歴史） 
備考 

 
科

目 

各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第 教 教科に関する専門 中取得しようとする   取得しようとする    
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２

欄 

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

的事項 28 

高

24 

教科ごとに単位を

修得 

教科ごとに単位を

修得 

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

社会・地理歴史科

教育法（概論・理

論） 

２  社会・地理歴史科

教育法（概論・理

論） 

２   

社会・地理歴史科

教育法（実践） 

２  社会・地理歴史科

教育法（実践） 

２   

社会・地理歴史科

教育法（応用） 

２  社会・地理歴史科

教育法（応用） 

２   

社会・公民科教育

法（概論・理論） 

２      

社会・公民科教育

法（実践） 

 ２     

社会・公民科教育

法（応用） 

２      

社会科教育法（発

展） 

 ２     

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 
中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社会 教育の制度と経営 ２  教育の制度と経営 ２   
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関

す

る

科

目 

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

道徳の理論及び指

導法 

中

10 

高

８ 

道徳教育の理論と

方法 

２      

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技

術 

教育の方法と技術 ２  教育の方法と技術 ２   

情報通信技術を活

用した教育の理論

及び方法 

ICT活用の理論と

方法 

２  ICT活用の理論と

方法 

２   
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間

等

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

生徒指導の理論及

び方法 

生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２  生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

教育相談の理論と

方法 

２  教育相談の理論と

方法 

２   

第

５

欄 

教

育

実

教育実習 中

５ 

高

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単位

を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 
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践

に

関

す

る

科

目 

学校体験活動 ３        

教職実践演習 

中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

156



(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

(４) 教育学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則

に定める科目区分等 

小学校教諭一種免

許状 

中学校教諭一種免

許状（英語） 

高等学校教諭一種

免許状（英語） 
備考 

 科目 

各科目に含め

ることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する

専門的事項 

小

30 

中

28 

高

24 

小学校全科に

ついて所定の

単位を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導

法（情報通信技

術の活用を含

む。） 

初等教科教育

法（国語） 

２  英語科教育

法（概論） 

２  英語科教育

法（概論） 

２   

初等教科教育

法（社会） 

２  英語科教育

法（理論） 

２  英語科教育

法（理論） 

２   

初等教科教育

法（算数） 

２  英語科教育

法（実践） 

２  英語科教育

法（実践） 

２   

初等教科教育

法（理科） 

２  英語科教育

法（応用） 

２  英語科教育

法（応用） 

２   

初等教科教育２         
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法（生活） 

初等教科教育

法（音楽） 

２         

初等教科教育

法（図画工作） 

２         

初等教科教育

法（家庭） 

２         

初等教科教育

法（体育） 

２         

初等教科教育

法（英語） 

２         

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並

びに教育に関

する歴史及び

思想 

小

10 

中

10 

高

10 

教育原論 ２  教育原論 ２  教育原論 ２   

教職の意義及

び教員の役

割・職務内容

（チーム学校

運営への対応

を含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する

社会的、制度的

又は経営的事

項（学校と地域

との連携及び

教育の制度と

経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   
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学校安全への

対応を含む。） 

幼児、児童及び

生徒の心身の

発達及び学習

の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

発達心理学  ２ 発達心理学  ２ 発達心理学  ２  

特別の支援を

必要とする幼

児、児童及び生

徒に対する理

解 

特別支援教育

論Ⅰ 

２  特別支援教

育論Ⅰ 

２  特別支援教

育論Ⅰ 

２   

特別支援教育

論Ⅱ 

 ２ 特別支援教

育論Ⅱ 

 ２ 特別支援教

育論Ⅱ 

 ２  

教育課程の意

義及び編成の

方法（カリキュ

ラム・マネジメ

ントを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

道徳の理論及

び指導法 

小

10 

中

10 

高

８ 

道徳教育の理

論と方法 

２  道徳教育の

理論と方法 

２      

総合的な学習

の時間の指導

法 

特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２   

特別活動の指

導法 

教育の方法及

び技術 

教育方法 ２  教育方法 ２  教育方法 ２   

          

情報通信技術

を活用した教
ICT活用の理 ２  ICT活用の ２  ICT活用の ２   
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生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

育の理論及び

方法 
論と方法 理論と方法 理論と方法 

生徒指導の理

論及び方法 

生徒指導・進

路指導の理論

と方法（初等

教育） 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及び

キャリア教育

の理論及び方

法 

教育相談（カウ

ンセリングに

関する基礎的

な知識を含

む。）の理論及

び方法 

教育相談の理

論と方法（初

等教育） 

２  教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 小

５ 

中

５ 

高

３ 

教育実習（小

学校） 

５  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習（小

学校）及び教

育実習Ⅰは、

事前事後指導

１単位を含む 

 教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動           

教職実践演習 小

２ 

中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（小・中・高） 

２  教職実践演

習（小・中・

高） 

２  教職実践演

習（小・中・

高） 

２   

第 大学 小学級経営論  ２ 学級経営論  ２ 学級経営論  ２  
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６

欄 

が独

自に

設定

する

科目 

 ２ 

中

４ 

高

12 

生涯学習論  ２ 生涯学習論  ２ 生涯学習論  ２  

 ＩＣＴ教育実

践 

 ２ ＩＣＴ教育

実践 

 ２ ＩＣＴ教育

実践 

 ２  

 学級経営・生

徒指導実践 

 ２ 学級経営・

生徒指導実

践 

 ２ 学級経営・

生徒指導実

践 

 ２  

 学校経営・協

働教育実践 

 ２ 学校経営・

協働教育実

践 

 ２ 学校経営・

協働教育実

践 

 ２  

 安全・防災教

育実践 

 ２ 安全・防災

教育実践 

 ２ 安全・防災

教育実践 

 ２  

 授業づくり実

践Ｉ（国語・

算数・外国語） 

 ２ 多文化・グ

ローバル教

育 

 ２ 多文化・グ

ローバル教

育 

 ２  

 授業づくり実

践Ⅱ（社会・

理科・生活） 

 ２ シティズン

シップ教育 

 ２ シティズン

シップ教育 

 ２  

 授業づくり実

践Ⅲ（家庭・

道徳・総合的

な学習） 

 ２ 持続可能な

発展のため

の教育（Ｅ

ＳＤ） 

 ２ 持続可能な

発展のため

の教育（Ｅ

ＳＤ） 

 ２  

 授業づくり実

践Ⅳ（音楽・

図画工作・体

育） 

 ２        

 学習支援実践  ２ 学習支援実  ２ 学習支援実  ２  
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（インターン

シップ） 

践（インタ

ーンシッ

プ） 

践（インタ

ーンシッ

プ） 

 介護体験実習 ２  介護体験実

習 

２      

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「小・中・高」は、そ

れぞれの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション４単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

２ 経済学部 経済学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規

則に定める科目区分等 

中学校教諭一種免

許状（社会） 

高等学校教諭一種

免許状（公民） 

高等学校教諭一種

免許状（商業） 
備考 

 科目 

各科目に含め

ることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 
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第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する

専門的事項 

中

28 

高

24 

取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

   

各教科の指導

法（情報通信

技術の活用を

含む。） 

社会・地理歴

史科教育法

（概論・理論） 

２  社会・公民科

教育法（概

論・理論） 

２  商業科教育法

（概論・理論） 

２   

社会・地理歴

史科教育法

（実践） 

 ２ 社会・公民科

教育法（実践） 

２  商業科教育法

（実践・応用） 

２   

社会・地理歴

史科教育法

（応用） 

２  社会・公民科

教育法（応用） 

２      

社会・公民科

教育法（概

論・理論） 

２         

社会・公民科

教育法（実践） 

２         

社会・公民科

教育法（応用） 

２         

社会科教育法

（発展） 

 ２        

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

教育の理念並

びに教育に関

する歴史及び

思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及 現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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する

科目 

び教員の役

割・職務内容

（チーム学校

運営への対応

を含む。） 

教育に関する

社会的、制度

的又は経営的

事項（学校と

地域との連携

及び学校安全

への対応を含

む。） 

教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２   

幼児、児童及

び生徒の心身

の発達及び学

習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を

必要とする幼

児、児童及び

生徒に対する

理解 

特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２   

教育課程の意

義及び編成の

方法（カリキ

ュラム・マネ

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

164



ジメントを含

む。） 

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

道徳の理論及

び指導法 

中

10 

高

８ 

道徳教育の理

論と方法 

２         

総合的な学習

の時間の指導

法 

特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２   

特別活動の指

導法 

教育の方法及

び技術 

教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２   

情報通信技術

を活用した教

育の理論及び

方法 

ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２   

生徒指導の理

論及び方法 

生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２   

進路指導及び

キャリア教育

の理論及び方

法 

教育相談（カ

ウンセリング

に関する基礎

的な知識を含

む。）の理論

教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２   
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及び方法 

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 
中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動           

教職実践演習 中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２ 介護体験実習  ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」４単位を修得しなけれ
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ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

３ 経営学部 経営学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規

則に定める科目区分等 

中学校教諭一種免

許状（社会） 

高等学校教諭一種

免許状（公民） 

高等学校教諭一種

免許状（商業） 
備考 

 科目 

各科目に含め

ることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する

専門的事項 

中

28 

高

24 

取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

   

各教科の指導

法（情報通信

技術の活用を

含む。） 

社会・地理歴

史科教育法

（概論・理論） 

２  社会・公民科

教育法（概

論・理論） 

２  商業科教育法

（概論・理論） 

２   

社会・地理歴

史科教育法

（実践） 

 ２ 社会・公民科

教育法（実践） 

２  商業科教育法

（実践・応用） 

２   

社会・地理歴

史科教育法

（応用） 

２  社会・公民科

教育法（応用） 

２      

社会・公民科

教育法（概

論・理論） 

２         
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社会・公民科

教育法（実践） 

２         

社会・公民科

教育法（応用） 

２         

社会科教育法

（発展） 

 ２        

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並

びに教育に関

する歴史及び

思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及

び教員の役

割・職務内容

（チーム学校

運営への対応

を含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する

社会的、制度

的又は経営的

事項（学校と

地域との連携

及び学校安全

への対応を含

む。） 

教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２   

幼児、児童及

び生徒の心身

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   
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の発達及び学

習の過程 

特別の支援を

必要とする幼

児、児童及び

生徒に対する

理解 

特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２   

教育課程の意

義及び編成の

方法（カリキ

ュラム・マネ

ジメントを含

む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

道徳の理論及

び指導法 

中

10 

高

８ 

道徳教育の理

論と方法 

２         

総合的な学習

の時間の指導

法 

特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２   

特別活動の指

導法 

教育の方法及

び技術 

教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２   

情報通信技術

を活用した教

育の理論及び

方法 

ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２   
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教育

相談

等に

関す

る科

目 

生徒指導の理

論及び方法 

生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２   

進路指導及び

キャリア教育

の理論及び方

法 

教育相談（カ

ウンセリング

に関する基礎

的な知識を含

む。）の理論

及び方法 

教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 
中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動           

教職実践演習 中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

 
中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２ 介護体験実習  ２  
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科目 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」４単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

４ 法学部 法律学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規

則に定める科目区分等 

中学校教諭一種免

許状（社会） 

高等学校教諭一種

免許状（地理歴史） 

高等学校教諭一種

免許状（公民） 
備考 

 科目 

各科目に含め

ることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

教科に関する

専門的事項 

中

28 

高

24 

取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

  取得しようと

する教科ごと

に単位を修得 

   

各教科の指導 社会・地理歴２  社会・地理歴２  社会・公民科２  中学校教諭
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導法

に関

する

科目 

法（情報通信

技術の活用を

含む。） 

史科教育法

（概論・理論） 

史科教育法

（概論・理論） 

教育法（概

論・理論） 

一種免許状

（社会）に

は、「社会・

地理歴史科

教育法（実

践）」「社

会・公民科

教育法（実

践）」のい

ずれか１科

目選択必修 

社会・地理歴

史科教育法

（実践） 

 ２ 社会・地理歴

史科教育法

（実践） 

２  社会・公民科

教育法（実践） 

２  

社会・地理歴

史科教育法

（応用） 

２  社会・地理歴

史科教育法

（応用） 

２  社会・公民科

教育法（応用） 

２  

社会・公民科

教育法（概

論・理論） 

２        

社会・公民科

教育法（実践） 

 ２       

社会・公民科

教育法（応用） 

２        

社会科教育法

（発展） 

 ２       

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並

びに教育に関

する歴史及び

思想 
中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及

び教員の役

割・職務内容

（チーム学校

運営への対応

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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を含む。） 

教育に関する

社会的、制度

的又は経営的

事項（学校と

地域との連携

及び学校安全

への対応を含

む。） 

教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２  教育の制度と

経営 

２   

幼児、児童及

び生徒の心身

の発達及び学

習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を

必要とする幼

児、児童及び

生徒に対する

理解 

特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２  特別支援教育

論 

２   

教育課程の意

義及び編成の

方法（カリキ

ュラム・マネ

ジメントを含

む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

道

徳、

道徳の理論及

び指導法 

中

10 

道徳教育の理

論と方法 

２         
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欄 総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

総合的な学習

の時間の指導

法 

高

８ 

特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２  特別活動・総

合的な学習の

時間の理論と

方法 

２   

特別活動の指

導法 

教育の方法及

び技術 

教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２  教育の方法と

技術 

２   

情報通信技術

を活用した教

育の理論及び

方法 

ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２  ICT活用の理

論と方法 

２   

生徒指導の理

論及び方法 

生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２  生徒指導・進

路指導の理論

と方法 

２   

進路指導及び

キャリア教育

の理論及び方

法 

教育相談（カ

ウンセリング

に関する基礎

的な知識を含

む。）の理論

及び方法 

教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２  教育相談の理

論と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

教育実習 中

５ 

高

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 
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する

科目 

３ 位を含む 

学校体験活動           

教職実践演習 中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２ 介護体験実習  ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

175



５ 工学部 機械知能工学科・電気電子工学科・環境建設工学科 

2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定める科目

区分等 
高等学校教諭一種免許状（工業） 備考 

 
科

目 

各科目に含めることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教科に関する専門的事項 

高

24 

取得しようとする教科ご

とに単位を修得 

   

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

工業科教育法（概論・理論） ２   

工業科教育法（実践・応用） ２   

第

３

欄 

教

育

の

教育の理念並びに教育に関

する歴史及び思想 
高

10 

教育基礎論 ２   

教職の意義及び教員の役 現代教職論 ２   
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基

礎

的

理

解

に

関

す

る

科

目 

割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項（学校と

地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

教育の制度と経営 ２   

幼児、児童及び生徒の心身

の発達及び学習の過程 

教育心理学 ２   

特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及び編成の

方法（カリキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

間

等

道徳の理論及び指導法 

高

８ 

    

総合的な学習の時間の指導

法 

特別活動・総合的な学習の

時間の理論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術 教育の方法と技術 ２   

情報通信技術を活用した教

育の理論及び方法 

ICT活用の理論と方法 ２    
  

生徒指導の理論及び方法 生徒指導・進路指導の理論

と方法 

２   

進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を含

教育相談の理論と方法 ２   
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の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

む。）の理論及び方法 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

教育実習 
高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事前事後指

導１単位を含む 

学校体験活動     

教職実践演習 高

２ 

教職実践演習（中・高） ２   
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関

す

る

科

目 

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 

高

12 

    

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「高」は、それぞれの

免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び
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「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

６ 地域総合学部 

(１) 地域コミュニティ学科 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種免

許状（社会） 

高等学校教諭一種

免許状（地理歴史） 

高等学校教諭一種

免許状（公民） 
備考 

 
科

目 

各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

教科に関する専門

的事項 

中

28 

高

24 

取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

社会・地理

歴史科教育

法（概論・

理論） 

２  社会・地理

歴史科教育

法（概論・

理論） 

２  社会・公民

科教育法

（概論・理

論） 

２  中学校教諭

一種免許状

（社会）に

は、「社会・

地理歴史科

教育法（実

践）」「社

会・公民科

教育法（実

践）」のい

社会・地理

歴史科教育

法（実践） 

 ２ 社会・地理

歴史科教育

法（実践） 

２  社会・公民

科教育法

（実践） 

２  

社会・地理

歴史科教育

法（応用） 

２  社会・地理

歴史科教育

法（応用） 

２  社会・公民

科教育法

（応用） 

２  
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科

目 

社会・公民

科教育法

（概論・理

論） 

２        ずれか１科

目選択必修 

社会・公民

科教育法

（実践） 

 ２       

社会・公民

科教育法

（応用） 

２        

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

関

す

る

科

目 

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   
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び学習の過程 

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

間

等

の

指

導

法

及

道徳の理論及び指

導法 

中

10 

高

８ 

道徳教育の

理論と方法 

２         

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技

術 

教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２   

情報通信技術を活

用した教育の理論

及び方法 

ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２   

生徒指導の理論及

び方法 

生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン 教育相談の ２  教育相談の ２  教育相談の ２   
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び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

理論と方法 理論と方法 理論と方法 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 

教育実習 
中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動           

教職実践演習 
中

２ 

高

２ 

教職実践演

習（中・高） 

２  教職実践演

習（中・高） 

２  教職実践演

習（中・高） 

２   
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第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実

習 

２  介護体験実

習 

 ２ 介護体験実

習 

 ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

(２) 政策デザイン学科 2023年度入学生適用 
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教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（社会） 

高等学校教諭一種免許

状（公民） 
備考 

 
科

目 

各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教科に関する専門

的事項 

中

28 

高

24 

取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

  取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

社会・地理歴史科

教育法（概論・理

論） 

２  社会・公民科教育

法（概論・理論） 

２   

社会・地理歴史科

教育法（実践） 

 ２ 社会・公民科教育

法（実践） 

２   

社会・地理歴史科

教育法（応用） 

２  社会・公民科教育

法（応用） 

２   

社会・公民科教育

法（概論・理論） 

２      

社会・公民科教育

法（実践） 

２      

社会・公民科教育

法（応用） 

２      

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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的

理

解

に

関

す

る

科

目 

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度と経営 ２  教育の制度と経営 ２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

道徳の理論及び指

導法 中

10 

高

８ 

道徳教育の理論と

方法 

２      

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技 教育の方法と技術 ２  教育の方法と技術 ２   
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学

習

の

時

間

等

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

術 

情報通信技術を活

用した教育の理論

及び方法 

ICT活用の理論と

方法 

２  ICT活用の理論と

方法 

２   

生徒指導の理論及

び方法 

特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

教育相談の理論と

方法 

２  教育相談の理論と

方法 

２   
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目 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 

教育実習 中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単位

を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動        

教職実践演習 

中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 
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(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

７ 情報学部 データサイエンス学科 

 2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種

免許状（数学） 

高等学校教諭一

種免許状（数学） 

高等学校教諭一

種免許状（情報） 
備考 

 
科

目 

各科目に含める

ことが必要な事

項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

教科に関する専

門的事項 

中28 

取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術

の活用を含む。） 

数学科教育

法（概論） 

２  数学科教育

法（概論） 

２  情報科教育

法（概論・

理論） 

２   

高24 数学科教育 ２  数学科教育 ２  情報科教育 ２   
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導

法

に

関

す

る

科

目 

法（理論） 法（理論） 法（実践・

応用） 

数学科教育

法（実践） 

２  数学科教育

法（実践） 

２      

数学科教育

法（応用） 

２  数学科教育

法（応用） 

２      

          

          

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

関

す

る

科

目 

教育の理念並び

に教育に関する

歴史及び思想 

中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び

教員の役割・職務

内容（チーム学校

運営への対応を

含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社

会的、制度的又は

経営的事項（学校

と地域との連携

及び学校安全へ

の対応を含む。） 

教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達

及び学習の過程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必 特別支援教 ２  特別支援教 ２  特別支援教 ２   
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要とする幼児、児

童及び生徒に対

する理解 

育論 育論 育論 

教育課程の意義

及び編成の方法

（カリキュラ

ム・マネジメント

を含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

学

習

の

時

間

等

の

指

導

法

及

び

道徳の理論及び

指導法 

中10 

高８ 

道徳教育の

理論と方法 

２         

総合的な学習の

時間の指導法 

特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２   

特別活動の指導

法 

教育の方法及び

技術 

教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２   

情報通信技術を

活用した教育の

理論及び方法 

ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２   

生徒指導の理論

及び方法 

生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及びキ

ャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウン

セリングに関す

教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２   
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生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

る基礎的な知識

を含む。）の理論

及び方法 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 

教育実習 中５ 

高３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動            

教職実践演習 中２ 教職実践演

習（中・高） 

２  教職実践演

習（中・高） 

２  教職実践演

習（中・高） 

２   

高２ 

第 大  中４ 介護体験実 ２  介護体験実  ２ 介護体験実  ２  
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６

欄 

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

高12 習 習 習 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

８ 人間科学部 心理行動科学科 

 2023年度入学生適用 
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教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（保健体育） 

高等学校教諭一種免許

状（保健体育） 
備考 

 
科

目 

各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教科に関する専門

的事項 

中

28 

高

24 

取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

  取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

保健体育科教育法

（概論） 

２  保健体育科教育法

（概論） 

２   

保健体育科教育法

（理論） 

２  保健体育科教育法

（理論） 

２   

保健体育科教育法

（実践） 

２  保健体育科教育法

（実践） 

２   

保健体育科教育法

（応用） 

２  保健体育科教育法

（応用） 

２   

第

３

欄 

教

育

の

基

礎

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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的

理

解

に

関

す

る

科

目 

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度と経営 ２  教育の制度と経営 ２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総

合

的

な

道徳の理論及び指

導法 中

10 

高

８ 

道徳教育の理論と

方法 

２      

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技 教育の方法と技術 ２  教育の方法と技術 ２   
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学

習

の

時

間

等

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導、

教

育

相

談

等

に

関

す

る

科

術 

情報通信技術を活

用した教育の理論

及び方法 

ICT活用の理論と

方法 

２  ICT活用の理論と

方法 

２   

生徒指導の理論及

び方法 

特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

教育相談の理論と

方法 

２  教育相談の理論と

方法 

２   
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目 

第

５

欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 

教育実習 中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単位

を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動        

教職実践演習 

中

２ 

高

２ 

教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

第

６

欄 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 
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(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

別表第３の２（第31条関係） 

教育職員免許状の種類及び教科 

学部 学科 免許状の種類 教科 

文学部 

英文学科 

中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

総合人文学科 

中学校教諭一種免許状 宗教 

高等学校教諭一種免許

状 
宗教 

歴史学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史 

教育学科 

小学校教諭一種免許状 － 

中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 
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経済学部 経済学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

経営学部 経営学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

法学部 法律学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

工学部 

機械知能工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

電気電子工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

環境建設工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

地域総合学

部 

地域コミュニティ学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

政策デザイン学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民 

情報学部 データサイエンス学科 

中学校教諭一種免許状 数学 

高等学校教諭一種免許

状 
数学・情報 

人間科学部 心理行動科学科 
中学校教諭一種免許状 保健体育 

高等学校教諭一種免許 保健体育 
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状 

別表第４（第31条の２関係） 

学芸員に関する科目 

2019（平成31）年度入学生より適用 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習概論Ⅰ ２   

生涯学習概論Ⅱ ２   

博物館概論 ２   

博物館資料論 ２   

博物館経営論 ２   

博物館情報・メディア論 ２   

博物館教育論 ２   

博物館資料保存論 ２   

博物館展示論 ２   

博物館実習Ⅰ（学内実習） １   

博物館実習Ⅱ（見学実習） １   

博物館実習Ⅲ（館園実習） １   

選択科目 〔文化史の分野〕    

日本文学史Ⅰ ２ 

 

 

日本文学史Ⅱ ２  

生活文化史Ⅰ ２  

生活文化史Ⅱ ２  

日本思想史Ⅰ ２  

日本思想史Ⅱ ２  

〔美術史の分野〕   
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日本美術史 ２ 

 

４科目８単位以上 

ヨーロッパ美術史 

〔考古学の分野〕 

考古学概説Ⅰ 

考古学概説Ⅱ 

考古学の諸問題Ⅰ 

考古学の諸問題Ⅱ 

〔民俗学の分野〕 

民俗学概説Ⅰ 

民俗学概説Ⅱ 

民俗学の諸問題Ⅰ 

民俗学の諸問題Ⅱ 

文化人類学 

２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

履修方法 

学芸員の所要資格を得ようとする者は、必修科目は12科目21単位、選択科目は２分野以上にわ

たり４科目８単位以上を修得し、合計で16科目29単位以上を修得しなければならない。 

〔考古学の分野〕のうち、英文学科及び総合人文学科は考古学概説Ⅰ又は考古学概説Ⅱの中か

ら、歴史学科は考古学概説Ⅰ、考古学概説Ⅱ、考古学の諸問題Ⅰ又は考古学の諸問題Ⅱの中から

それぞれ選択し履修する。 

〔民俗学の分野〕のうち、英文学科及び総合人文学科は民俗学概説Ⅰ、民俗学概説Ⅱ又は文化

人類学の中から、歴史学科は民俗学概説Ⅰ、民俗学概説Ⅱ、民俗学の諸問題Ⅰ、民俗学の諸問題

Ⅱ又は文化人類学の中からそれぞれ選択し履修する。 

別表第４の２（第31条の２関係） 

司書に関する科目 

2019（平成31）年度入学生より適用 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科） 
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授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習概論Ⅰ ２   

図書館概論 ２   

図書館制度・経営論 ２   

図書館情報技術論 ２   

図書館サービス概論 ２   

情報サービス論 ２   

読書と豊かな人間性 ２   

情報サービス演習Ａ １   

情報サービス演習Ｂ １   

図書館情報資源概論 ２   

情報資源組織論 ２   

情報資源組織演習 ２   

選択科目 学校経営と学校図書館 ２ 

 

 

学習指導と学校図書館 ２  

図書館情報資源特論 １ ２科目２単位以上 

図書館施設論 １  

図書・図書館史 ２  

履修方法 

司書の資格を得ようとする者は、必修科目は12科目22単位、選択科目は、２科目２単位以上を

修得し、合計で14科目24単位以上を修得しなければならない。 

（教育学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習論 ２   

図書館概論 ２   

図書館制度・経営論 ２   
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図書館情報技術論 ２   

図書館サービス概論 ２   

情報サービス論 ２   

読書と豊かな人間性 ２   

情報サービス演習Ａ １   

情報サービス演習Ｂ １   

図書館情報資源概論 ２   

情報資源組織論 ２   

情報資源組織演習 ２   

選択科目 学校経営と学校図書館 ２ 

 

 

学習指導と学校図書館 ２  

図書館情報資源特論 １ ２科目２単位以上 

図書館施設論 １  

図書・図書館史 ２  

履修方法 

司書の資格を得ようとする者は、必修科目は12科目22単位、選択科目は、２科目２単位以上、

計14科目24単位以上を修得しなければならない。 

別表第４の３（第31条の２関係） 

社会教育主事に関する科目 

2023年度入学生から適用 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科・地域コミュニティ学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習概論Ⅰ ２   

生涯学習概論Ⅱ ２   

生涯学習支援論 ４   

社会教育経営論 ４   
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社会教育実習Ⅰ 

 

１   

選択必修

科目 

社会教育実習Ⅱ １ 

 

 

教育調査実習Ａ ２ ※１ 

※１、※２いずれか選択必修 

教育調査実習Ｂ ２  

社会教育課題研究 ４  ※２ 

選択科目 現代社会と社会教育 ２   

 

 

 ８単位以上修得 

 

※地域コミュニティ学科を除く 

※地域コミュニティ学科を除く 

※地域コミュニティ学科を除く 

 

 

※地域コミュニティ学科を除く 

※地域コミュニティ学科を除く 

 

※地域コミュニティ学科を除く 

 

 

※地域コミュニティ学科を除く 

図書館概論 ２ 

図書館制度・経営論 ２ 

博物館概論 ２ 

博物館教育論 ２ 

地域スポーツ論 ２ 

スポーツ指導論 ２ 

ボランティア活動 ２ 

教育基礎論 ２ 

社会福祉論 ２ 

市民性育成の教育論 ２ 

地域構想論 ２ 

市民活動論 ２ 

地域教育論 

地域社会論 

地域文化論 

スポーツマネジメント 

２ 

２ 

２ 

２ 

履修方法 

社会教育主事の所要資格を得ようとする者は、次に掲げる単位を修得しなければならない。 
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(１) 必修科目13単位 

(２) 選択必修科目「社会教育課題研究」の４単位又は「社会教育実習Ⅱ、教育調査実習Ａ及

び教育調査実習Ｂ」の合計５単位 

(３) 選択科目８単位以上 

別表第４の４（第31条の２関係） 

司書教諭に関する科目 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科・教育学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 学校経営と学校図書館 ２ 基礎資格 

学校図書館メディアの構成 ２ 教育職員免許法に定める教諭免許状

を有すること 学習指導と学校図書館 ２ 

読書と豊かな人間性 ２  

情報メディアの活用 ２  

履修方法 

司書教諭の資格を得ようとする者は、５科目10単位を修得しなければならない。 

別表第５（第41条関係） 

学納金 

学部 学科 

納入金（単位：円） 

入学金 授業料 
施設設備

資金 

実験実習

料 

教育充実

費 
計 

文学部 英文学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

総合人文学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

歴史学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

教育学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

経済学

部 

経済学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 
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経営学

部 

経営学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

法学部 法律学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

工学部 機械知能工学科 270,000 1,078,000 260,000 70,000 20,000 1,698,000 

電気電子工学科       

環境建設工学科       

地域総

合学部 
地域コミュニティ学

科 

270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

 

政策デザイン学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

 

情報学

部 
データサイエンス学

科 

270,000 874,000 250,000 70,000 

 

20,000 1,484,000 

人間科

学部 
心理行動科学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

 

国際学

部 
国際教養学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

 

備考 

(１) 入学金は、入学、転入学、編入学及び学士入学を許可された者から初年度のみ徴収する。

ただし、本学を卒業し学士入学を許可された者の入学金は、徴収しない。 

(２) 学納金は、スライド制の適用により在学期間中に改定されることがある。 

(３) 転学部・転学科、復学及び再入学を許可された者の学納金並びにその他の学納金は、別

に定める東北学院大学学生納付金等納入に関する規程によるものとする。 
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～学則変更事項～  

 

（変更の事由）情報学部データサイエンス学科を設置するため、2023 年度学則を次のとお

り変更する。  

 

（変更事項） 

１．第２章 組織 

Ｐ１ 

（学部、学科）＞第２条 

工学部情報基盤工学科及び教養学部に関する記述を削除し、情報学部データサイエンス

学科を追加する。 

 

２．第３章 修業年限、在学年限及び収容定員 

Ｐ１-２ 

（収容定員）＞第４条 

情報学部データサイエンス学科を追加し、その他所要の修正を行う。 

 

３．第４章 学年、学期、授業期間及び休業日 

Ｐ３ 

（２年次編入学資格）＞第９条の３ 

第４条の変更に伴い、２年次編入学に関する記述を削除する。 

 

Ｐ３ 

（２年次編入学）＞第 17条の３及び 17条の４ 

第４条の変更に伴い、２年次編入学に関する記述を削除する。 

 

４．第７章 履修方法及び課程修了の方法 

Ｐ３-４ 

（卒業要件）第 25条＞第３項 

情報学部を追加し、その他所要の修正を行う。 

 

Ｐ４ 

（学芸員、司書、司書教諭及び社会教育主事の資格）第 31条の２ 

教養学部を削除する。 

 

Ｐ４-５ 

（学士の学位）＞第 40 条 

工学部情報基盤工学科並びに教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構
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想学科に関する記述を削除し、情報学部データサイエンス学科を追加する。 

 

５．附則 

Ｐ５ 

 附 則（令和４年 月 日改正第 号）に（施行期日）、（学生募集の停止）及び（経済学

部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部言語文化学

科、教養学部情報科学科及び教養学部地域構想学科の存続に関する経過措置）を追加する。 

 

６．別表第１（第１条第２項関係） 

Ｐ８ 

 工学部情報基盤工学科を学生募集停止することに伴い、「Ⅴ 工学部情報基盤工学科」の

「１ 理念・目的」及び「２ 教育目標」を削除する。 

 

Ｐ９-10 

 教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科を学生募集停止するこ

とに伴い、「Ⅵ 教養学部」の「１ 理念・目的」及び「２ 教育目標」を削除する。 

 

Ｐ10 

 情報学部に関する記述を追加する。 

 

７．別表第２（第 21条関係） 

Ｐ11-15 

工学部情報基盤工学科の教育課程を削除する。 

 

Ｐ15-49 

教養学部教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科の教育課程を

削除する。 

 

Ｐ49-56 

情報学部データサイエンス学科の教育課程を追加する。 

 

８．別表第３（第 30条関係） 

Ｐ57-59 

情報基盤工学科を削除し、所要の修正を加える。 

 

Ｐ59-72 

教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科の表を削除する。 
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Ｐ73-76 

情報学部データサイエンス学科の表を追加する。 

 

９．別表第３の２（第 31条関係） 

Ｐ76-78 

工学部情報基盤工学科並びに教養学部教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及

び地域構想学科に関する記述を削除し、情報学部データサイエンス学科に関する記述を

追加する。 

 

10．別表第４の３（第 31条の２関係） 

Ｐ78-79 

人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科を削除し、所要の修正を加える。 

 

11．別表第５（第 41条関係） 

Ｐ80-81 

 教養学部人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科に関する記述を削除し、

情報学部データサイエンス学科に関する記述を追加する。 
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変  更  部  分  の  新  旧  対  照  表 

新 旧 

第２章 組織 

（学部、学科） 

第２条 本学の次の各号に掲げる学部に、当該各号に定める学科を置く。 

(１) 文学部 英文学科、総合人文学科、歴史学科及び教育学科 

(２) 経済学部 経済学科 

(３) 経営学部 経営学科 

(４) 法学部 法律学科 

(５) 工学部 機械知能工学科、電気電子工学科及び環境建設工学科 

削除 

(６) 地域総合学部 地域コミュニティ学科及び政策デザイン学科 

(７) 情報学部 データサイエンス学科 

(８) 人間科学部 心理行動科学科 

(９) 国際学部 国際教養学科 

 

第３章 修業年限、在学年限及び収容定員 

（収容定員） 

第４条 本学は、学生の収容定員を次のとおり定める。 

学部 学科 入学定員 削除 
編入学定員 

収容定員 
（第３学年次） 

文学部 英文学科 150名 削除 ３名 606名 

総合人文学科 60名 削除 １名 242名 

歴史学科 170名 削除 １名 682名 

教育学科 70名   280名 

文学部計 450名 削除 ５名 1,810名 

経済学部 経済学科 430名 削除 削除 1,720名 

削除 削除 削除 削除 削除 

削除 削除 削除 削除 削除 

経営学部 経営学科 341名 削除 ２名 1,368名 

第２章 組織 

（学部、学科） 

第２条 本学の次の各号に掲げる学部に、当該各号に定める学科を置く。 

(１) 文学部 英文学科、総合人文学科、歴史学科及び教育学科 

(２) 経済学部 経済学科及び共生社会経済学科 

(３) 経営学部 経営学科 

(４) 法学部 法律学科 

(５) 工学部 機械知能工学科、電気電子工学科、環境建設工学科及び情報基盤工学科 

(６) 教養学部 人間科学科、言語文化学科、情報科学科及び地域構想学科 

新設 

新設 

新設 

新設 

 

第３章 修業年限、在学年限及び収容定員 

（収容定員） 

第４条 本学は、学生の収容定員を次のとおり定める。 

学部 学科 入学定員 
編入学定員 編入学定員 

収容定員 
（第２学年次） （第３学年次） 

文学部 英文学科 180名 ６名 12名 762名 

総合人文学科 50名 ０名 ２名 204名 

歴史学科 170名 ２名 ３名 692名 

教育学科 50名   200名 

文学部計 450名 ８名 17名 1,858名 

経済学部 経済学科 440名 ６名 ９名 1,796名 

共生社会経済学科 187名 ４名 ３名 766名 

経済学部計 627名 10名 12名 2,562名 

経営学部 経営学科 341名 ６名 ８名 1,398名 
210



法学部 法律学科 355名 削除 削除 1,420名 

工学部 機械知能工学科 115名  削除 460名 

電気電子工学科 130名  削除 520名 

環境建設工学科 115名  削除 460名 

削除 削除  削除 削除 

工学部計 360名  削除 1,440名 

削除 削除 削除 削除 削除 削除 

削除 削除 削除 削除 削除 

削除 削除 削除 削除 削除 

削除 削除 削除 削除 削除 

削除 削除 削除 削除 削除 

地域総合学

部 

地域コミュニティ学

科 
150名 

  
600名 

政策デザイン学科 145名   580名 

地域総合学部計 295名   1,180名 

情報学部 データサイエンス学

科 
190名 

  
760名 

人間科学部 心理行動科学科 165名   660名 

国際学部 国際教養学科 130名   520名 

合計 2,716名 削除 ７名 10,878名 

 

第４章 学年、学期、授業期間及び休業日 

 

（３年次編入学資格） 

第９条の２ 本学に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(１) 他大学に２年以上在学し、別に定める単位を修得した者 

(２) 短期大学を卒業した者 

(３) 高等専門学校を卒業した者 

(４) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 

(５) 専修学校の専門課程を修了した者で、文部科学大臣の定めるところにより大学への編入学の資格を認め

法学部 法律学科 358名 ４名 ６名 1,456名 

工学部 機械知能工学科 110名  ６名 452名 

電気電子工学科 110名  ６名 452名 

環境建設工学科 110名  ５名 450名 

情報基盤工学科 110名  ５名 450名 

工学部計 440名  22名 1,804名 

教養学部 人間科学科 110名 ２名 ２名 450名 

言語文化学科 110名 ２名 ２名 450名 

情報科学科 110名 ２名 ２名 450名 

地域構想学科 110名 ２名 ２名 450名 

教養学部計 440名 ８名 ８名 1,800名 

新設 新設 

 
新設   新設 

新設 新設   新設 

新設 新設   新設 

新設 新設 

 
新設   新設 

新設 新設 新設   新設 

新設 新設 新設   新設 

合計 2,656名 36名 73名 10,878名 

 

第４章 学年、学期、授業期間及び休業日 

 

（３年次編入学資格） 

第９条の２ 本学に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(１) 他大学に２年以上在学し、別に定める単位を修得した者 

(２) 短期大学を卒業した者 

(３) 高等専門学校を卒業した者 

(４) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 

(５) 専修学校の専門課程を修了した者で、文部科学大臣の定めるところにより大学への編入学の資格を認め
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られた者 

(６) 国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

削除 

第９条の３ 削除 

 

削除 

削除 

（３年次編入学） 

第17条の２ 第９条の２に規定する資格を有する者が、本学に編入学を願い出たときは、学長は、当該教授会の

議を経て、第３学年次に編入学を許可することができる。 

２ 前項の規定に基づき編入学を許可された者の修業年限は２年とする。 

３ 第１項の規定に基づき編入学を許可された者の既修得単位の認定については、別に定める。 

削除 

第17条の３ 削除 

 

削除 

削除 

第17条の４ 削除 

 

第７章 履修方法及び課程修了の方法 

（卒業要件） 

第25条 本学の卒業の要件は、所定の年限を在学し、所属学部ごとに定めた単位を修得することとする。 

２ 第３学年次修了時又は第４学年次９月期卒業判定時までに卒業に必要な単位を修得し、別に定める基準に基

づいて、特に優秀な成績を修めたと認定された者については、第３学年次修了時又は第４学年次の９月に卒業

を認めることができる。 

３ 前項に定める各学部の最低必要単位数は、次に定めるとおりとする。 

(１) 文学部 124単位 

(２) 経済学部 124単位 

(３) 経営学部 124単位 

(４) 法学部 124単位 

(５) 工学部 124単位 

られた者 

(６) 国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

（２年次編入学資格） 

第９条の３ 本学の２年次に編入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

(１) 他大学に１年以上在学し、別に定める単位を修得した者 

(２) 外国において、学校教育における13年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 

（３年次編入学） 

第17条の２ 第９条の２に規定する資格を有する者が、本学に編入学を願い出たときは、学長は、当該教授会の

議を経て、第３学年次に編入学を許可することができる。 

２ 前項の規定に基づき編入学を許可された者の修業年限は２年とする。 

３ 第１項の規定に基づき編入学を許可された者の既修得単位の認定については、別に定める。 

（２年次編入学） 

第17条の３ 第９条の３に規定する資格を有する者が、本学に編入学を願い出たときは、学長は、当該教授会の

議を経て、第２学年次に編入学を許可することができる。 

２ 前項の規定に基づき編入学を許可された者の修業年限は３年とする。 

３ 第１項の規定に基づき編入学を許可された者の既修得単位の認定については、別に定める。 

第17条の４ ２年次編入学制度は当分の間工学部に適用しない。 

 

第７章 履修方法及び課程修了の方法 

（卒業要件） 

第25条 本学の卒業の要件は、所定の年限を在学し、所属学部ごとに定めた単位を修得することとする。 

２ 第３学年次修了時又は第４学年次９月期卒業判定時までに卒業に必要な単位を修得し、別に定める基準に基

づいて、特に優秀な成績を修めたと認定された者については、第３学年次修了時又は第４学年次の９月に卒業

を認めることができる。 

３ 前項に定める各学部の最低必要単位数は、次に定めるとおりとする。 

(１) 文学部 124単位 

(２) 経済学部 124単位 

(３) 経営学部 124単位 

(４) 法学部 124単位 

(５) 工学部 124単位 212



削除 

(６) 地域総合学部 124単位 

(７) 情報学部 124単位 

(８) 人間科学部 124単位 

(９) 国際学部 124単位 

 

（免許状の種類） 

第31条 本学各学部学科において、前条により取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第３の２に定

めるとおりとする。 

（学芸員、司書、司書教諭及び社会教育主事の資格） 

第31条の２ 次の各号に掲げる資格は、当該各号に定める学部に所属する学生のみ取得することができる。この

場合において、資格を取得しようとする者は、それぞれの資格取得に必要な授業科目を履修しなければならな

い。 

(１) 学芸員 文学部（教育学科を除く。） 

(２) 司書 文学部 

(３) 司書教諭 文学部（教育職員免許状を得るための課程を履修している者に限る。） 

(４) 社会教育主事 文学部（教育学科を除く。）及び地域総合学部地域コミュニティ学科 

（学士の学位） 

第40条 前条により本学が授与する学士の学位は、次のとおりとし、学位には専攻分野を付記する。 

(１) 文学部英文学科 学士（文学） 

(２) 文学部総合人文学科 学士（文学） 

(３) 文学部歴史学科 学士（文学） 

(４) 文学部教育学科 学士（教育学） 

(５) 経済学部経済学科 学士（経済学） 

削除 

(６) 経営学部経営学科 学士（経営学） 

(７) 法学部法律学科 学士（法学） 

(８) 工学部機械知能工学科 学士（工学） 

(９) 工学部電気電子工学科 学士（工学） 

(10) 工学部環境建設工学科 学士（工学） 

削除 

(６) 教養学部 124単位 

新設 

新設 

新設 

新設 

 

（免許状の種類） 

第31条 本学各学部学科において、前条により取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第３の２に定

めるとおりとする。 

（学芸員、司書、司書教諭及び社会教育主事の資格） 

第31条の２ 次の各号に掲げる資格は、当該各号に定める学部に所属する学生のみ取得することができる。この

場合において、資格を取得しようとする者は、それぞれの資格取得に必要な授業科目を履修しなければならな

い。 

(１) 学芸員 文学部（教育学科を除く。） 

(２) 司書 文学部 

(３) 司書教諭 文学部（教育職員免許状を得るための課程を履修している者に限る。） 

(４) 社会教育主事 文学部（教育学科を除く。）及び教養学部 

（学士の学位） 

第40条 前条により本学が授与する学士の学位は、次のとおりとし、学位には専攻分野を付記する。 

(１) 文学部英文学科 学士（文学） 

(２) 文学部総合人文学科 学士（文学） 

(３) 文学部歴史学科 学士（文学） 

(４) 文学部教育学科 学士（教育学） 

(５) 経済学部経済学科 学士（経済学） 

(６) 経済学部共生社会経済学科 学士（経済学） 

(７) 経営学部経営学科 学士（経営学） 

(８) 法学部法律学科 学士（法学） 

(９) 工学部機械知能工学科 学士（工学） 

(10) 工学部電気電子工学科 学士（工学） 

(11) 工学部環境建設工学科 学士（工学） 

(12) 工学部情報基盤工学科 学士（工学） 213



削除 

削除 

削除 

削除 

(11) 地域総合学部地域コミュニティ学科 学士（地域学） 

(12) 地域総合学部政策デザイン学科 学士（政策学） 

(13) 情報学部データサイエンス学科 学士（情報学） 

(14) 人間科学部心理行動科学科 学士（人間科学） 

(15) 国際学部国際教養学科 学士（国際学） 

 

附 則（令和４年 月 日改正第 号） 

（施行期日） 

１ この学則は、2023年４月１日から施行する。 

 （学生募集の停止） 

２ 経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部言語文化学科、教養学

部情報科学科及び教養学部地域構想学科については、2023年４月１日から学生募集を停止するものとする。 

（経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部言語文化学科、教養学

部情報科学科及び教養学部地域構想学科の存続に関する経過措置） 

３ 経済学部共生社会経済学科、工学部情報基盤工学科、教養学部人間科学科、教養学部言語文化学科、教養学

部情報科学科及び教養学部地域構想学科は、改正後の学則第２条（学部、学科）、第４条（収容定員）、第40条

（学士の学位）、別表第２（第21条関係）、別表第３の２（第31条関係）及び別表第５（第41条関係）の規定に

かかわらず2023年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとす

る。 

 

別表第１（第１条第２項関係） 

Ⅰ 文学部 

（略） 

Ⅱ 経済学部 

（略） 

Ⅲ 経営学部 

（略） 

(13) 教養学部人間科学科 学士（教養学） 

(14) 教養学部言語文化学科 学士（教養学） 

(15) 教養学部情報科学科 学士（教養学） 

(16) 教養学部地域構想学科 学士（教養学） 

新設 

新設 

新設 

新設 

新設 

 

 新設 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第１条第２項関係） 

Ⅰ 文学部 

（略） 

Ⅱ 経済学部 

（略） 

Ⅲ 経営学部 

（略） 214



Ⅳ 法学部 

（略） 

Ⅴ 工学部 

≪工学部≫ 

１ 理念・目的 

人類の幸福と望ましい環境の創造に必要な工学技術を理解し、かつ、自ら思考できる人物を

育成する。また、本学の建学の精神に基づいて、人間社会に貢献する「幅広い教養と正しい倫

理観を持つ工学技術者」を養成する。 

２ 教育目標 

工学部に学ぶ全ての学生が、 

(１) 広くかつ深い教養に裏打ちされた隣人愛 

(２) 社会への献身的奉仕の精神 

(３) 科学技術における正確な知識と思考能力 

(４) 科学技術を通して人類福祉を向上させる力 

(５) 社会及び組織におけるリーダーシップ 

を身に付ける。 

≪機械知能工学科≫ 

１ 理念・目的 

人類のために、知的なモノづくりを通して、信頼され期待される国際的エンジニアを養成す

る。 

２ 教育目標 

機械知能工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

(１) 自ら調べ、知識／技術を活用できるエンジニアの育成 

(２) 多様な問題解決能力の獲得 

(３) 幅広い教養を背景とした、技術革新に対応できる柔軟な思考力の強化 

(４) 自然科学に対する十分な理解とそれに基づく応用力の強化 

≪電気電子工学科≫ 

１ 理念・目的 

電気電子工学の基礎的知識を持ち、自然科学を人類社会の発展に十分貢献できる豊かな人間

性と正しい倫理観を有する技術者の育成を目的とする。 

２ 教育目標 

Ⅳ 法学部 

（略） 

Ⅴ 工学部 

≪工学部≫ 

１ 理念・目的 

人類の幸福と望ましい環境の創造に必要な工学技術を理解し、かつ、自ら思考できる人物を

育成する。また、本学の建学の精神に基づいて、人間社会に貢献する「幅広い教養と正しい倫

理観を持つ工学技術者」を養成する。 

２ 教育目標 

工学部に学ぶ全ての学生が、 

(１) 広くかつ深い教養に裏打ちされた隣人愛 

(２) 社会への献身的奉仕の精神 

(３) 科学技術における正確な知識と思考能力 

(４) 科学技術を通して人類福祉を向上させる力 

(５) 社会及び組織におけるリーダーシップ 

を身に付ける。 

≪機械知能工学科≫ 

１ 理念・目的 

人類のために、知的なモノづくりを通して、信頼され期待される国際的エンジニアを養成す

る。 

２ 教育目標 

機械知能工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

(１) 自ら調べ、知識／技術を活用できるエンジニアの育成 

(２) 多様な問題解決能力の獲得 

(３) 幅広い教養を背景とした、技術革新に対応できる柔軟な思考力の強化 

(４) 自然科学に対する十分な理解とそれに基づく応用力の強化 

≪電気電子工学科≫ 

１ 理念・目的 

電気電子工学の基礎的知識を持ち、自然科学を人類社会の発展に十分貢献できる豊かな人間

性と正しい倫理観を有する技術者の育成を目的とする。 

２ 教育目標 215



電気電子工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

電気電子工学科における教育は、豊かな人間性と正しい倫理観を有し、創造性がありかつ実

践的な電気・電子技術者及び情報・通信技術者を育成する。エネルギーの高効率化が進む社会

に十分対応可能で、電子材料、デバイス、電子計測の基礎理論を十分に身に付けた電気・電子

技術者の養成、情報・通信のパーソナル化、マルチメディア化が進む社会に十分対応可能な情

報通信技術（ＩＣＴ）の基礎理論を身に付けた情報・通信技術者の養成を目標とする。 

≪環境建設工学科≫ 

１ 理念・目的 

キリスト教精神に基づく倫理観を備え、社会人として必要な教養を身に付けるとともに、基礎

的専門知識を着実に習得した実践型の建設系技術者を養成する。 

削除 

 

削除 

 

 

２ 教育目標 

環境建設工学科における教育は、次に掲げる事項を身に付けることを目標とする。 

削除 

削除 

 

削除 

削除 

削除 

削除 

 

削除 

削除 

(１) 地球環境問題などに対する多面的視点を持ちつつ、東北という地域特性を理解した環境建

設技術者としての視点を身につける［多面的視点を持つ技術者］ 

(２) キリスト教を通して社会人としての良識と一般教養を着実に身につけるとともに、技術者 

としての倫理観を備え、科学技術と自然・社会との関わりを考えて行動できる素養を身につ

電気電子工学科における教育は、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

電気電子工学科における教育は、豊かな人間性と正しい倫理観を有し、創造性がありかつ実

践的な電気・電子技術者及び情報・通信技術者を育成する。エネルギーの高効率化が進む社会

に十分対応可能で、電子材料、デバイス、電子計測の基礎理論を十分に身に付けた電気・電子

技術者の養成、情報・通信のパーソナル化、マルチメディア化が進む社会に十分対応可能な情

報通信技術（ＩＣＴ）の基礎理論を身に付けた情報・通信技術者の養成を目標とする。 

≪環境建設工学科≫ 

１ 理念・目的 

(１) キリスト教精神に基づく、倫理観を備えた人格を形成する。 

 

(２) 社会人として必要な教養を身に付けるとともに、環境工学の素養を持った中堅の建設系

技術者を養成する。 

(３) 特に、技術者として具備すべき基礎学力を有し、基礎的専門知識を着実に修得した実践

型の技術者となる学生を育成する。 

 

２ 教育目標 

環境建設工学科における教育は、次に掲げる事項を身に付けることを目標とする。 

(１) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 

(２) 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果及び技術者が社会に対して負っている責任に関す

る理解（技術者倫理） 

(３) 数学、自然科学および情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力 

(４) 該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力 

(５) 種々の科学、技術及び情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力 

(６) 日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力及び国際

的に通用するコミュニケーション基礎能力 

(７) 自主的、継続的に学習できる能力 

(８) 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力 

 新設 

 

 新設 
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ける［社会人としての良識と技術者倫理］ 

(３) 数学、自然科学と工学基礎に関する知識や学力を修得し、それを問題解決に活用できる応

用力を身につける［数学、科学技術の知識と応用能力］ 

(４)  情報技術に関する基本的な知識とスキルを修得し、実社会で活用できる能力を身につける

［情報技術のスキルと応用能力］ 

(５) 環境建設工学における基礎的な専門知識と学力を修得し、中核となる技術者として応用・

展開できる能力を身につける［専門科目の基礎学力と応用能力］ 

(６) 社会の要求を解決するために科学技術に関する情報を積極的に入手し、課題に対する計

画、遂行、分析・評価、改善のサイクルを通じて、問題解決のための能力を身につける［問

題解決のためのデザイン能力］ 

(７) 技術的・社会的に十分通用する日本語を使える能力を身につける［日本語表現能力］ 

(８) 英語によるコミュニケーション基礎能力を修得する［国際コミュニケーション基礎能力］ 

(９) 卒業研修・実験・演習・実習などを通じて自ら積極的に学ぶことの大事さを認識し、建設

産業の中核となる技術者として、必要な各種の資格取得に向けて「継続的に学習する能力」

を身につける [自主学習能力と継続学習能力] 

(10) 卒業研修・実験・演習・実習などを通じて、計画立案、遂行、とりまとめまでを自ら行う

ことのできる能力を身につける［立案能力と総括能力］ 

削除 

 

 新設 

 

 新設 

 

 新設 

 

 新設 

 

 

 新設 

 新設 

 新設 

 

 

 新設 

 

≪情報基盤工学科≫ 

１ 理念・目的 

社会基盤となる情報・通信工学技術を発展させ、人類の福祉に応用するという工学の使命に

基づき、これらの原理を数学の基礎から徹底して学び、変化の激しいＩＣＴ分野において未来

を切り拓くことのできる技術者を育てる。 

２ 教育目標 

情報基盤工学科における教育は、下記の事項を達成することを目標とする。 

(１) 情報・通信工学技術者として必要な倫理観と自然科学の基礎の習得 

(２) 演習重視型学習による情報・通信技術の基礎力養成の充実 

(３) 「情報工学系科目」と「通信工学系科目」の専門的な２系統の科目群を準備し、「情報

セキュリティエキスパートコース」、「データサイエンティストコース」、「情報通信プ

ロフェショナルコース」などの設置による技術の習得 

(４) アクティブ・ラーニングスタジオで行う「演習重視型講義」と「ＰＢＬ（Ｐｒｏｊｅｃ

ｔ Ｂａｓｅｄ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）」による技術力の育成 217



削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 教養学部 

≪教養学部≫ 

１ 理念・目的 

国際化、高度技術化、情報化の進む現代社会にあって、人間生活の抱える種々の問題に対処

する新しいタイプの教養人を育成する。 

≪人間科学科≫ 

１ 理念・目的 

人間を多角的・実証的に捉える力を育てる。 

２ 教育目標 

(１) 人間を多角的・総合的に理解する。 

(２) 心理学・社会学・教育学・体育学の四領域を幅広く学ぶ。 

(３) 人間についての実証的な分析力を身に付ける。 

(４) 人間の発達・形成に関わる現実の諸問題に対応できる人になる。 

≪言語文化学科≫ 

１ 理念・目的 

(１) 多言語・多文化を通して人間を考える。 

(２) 人と人をつなぐ人になる。 

２ 教育目標 

次のような素養を持った人材を育てる。 

(１) 言語と文化の基礎を考える。 

(２) 異文化を知り、自文化に気づく。 

(３) 外国語と自国語の運用能力を高める。 

(４) 多様なメディアを生かした表現力を身に付ける。 

(５) 国際的な場で活躍できる力を付ける。 

≪情報科学科≫ 

１ 理念・目的 

ＩＴスキルを身に付けた教養人を養成する。 

２ 教育目標 

(１) 幅広い教養を身に付けた教養人を育成する。 

(２) 旺盛な知的好奇心を育成する。 

(３) 基礎を確実に押さえた情報技術を修得させる。 218



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 地域総合学部 

（略） 

Ⅶ 情報学部 

≪情報学部≫ 

１ 理念・目的 

情報科学、数理科学、社会科学を包括する学びを通じて、人間の社会活動によって生み出さ

れる情報を理解する能力を育み、情報活用に基づいた社会の課題解決や社会的価値の創出に貢

献する人材を育成する。 

２ 教育目標 

(１) 高い理想を持ち社会に貢献しようとする人材を育成する。 

(２) 情報を通じて社会を理解しようとする旺盛な知的好奇心を持たせる。 

(３) 社会で生み出される情報を活用し、新たな価値を創造する能力を修得させる。 

(４) 技術と社会の激しい変化に追いつき対応できる能力を身につけさせる。 

(５) 社会に潜在する課題を発見し、文系・理系の双方の知識を用いて実践的に解決できる能

力を養う。 

Ⅷ 人間科学部 

（略） 

Ⅸ 国際学部 

（略） 

 

 

(４) 技術と社会との関わりを主体的に考える能力を育成する。 

(５) 問題発見能力を涵養する。 

≪地域構想学科≫ 

１ 理念・目的 

グローバルな視野を持って、よりよき地域をつくる人材を育てる。 

２ 教育目標 

(１) 地域という現場で学び考える。 

(２) 広い視野から地域を見る姿勢を身に付ける。 

(３) 地域の問題を深く分析する力を獲得する。 

(４) 地域の問題は様々な要因が複雑に関連していることを理解する。 

新設 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

新設 
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別表第２（第21条関係） 

教育課程表 

１ 文学部 

（略） 

２ 経済学部 経済学科 

 （略） 

３ 経営学部 経営学科 

（略） 

４ 法学部 法律学科 

（略） 

５ 工学部 

(１) 機械知能工学科 

(略) 

(２) 電気電子工学科 

(略) 

 (３) 環境建設工学科 

（略） 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第21条関係） 

教育課程表 

１ 文学部 

（略） 

２ 経済学部 

（略） 

３ 経営学部 経営学科 

（略） 

４ 法学部 法律学科 

（略） 

５ 工学部 

(１) 機械知能工学科 

(略) 

 (２) 電気電子工学科 

（略） 

(３) 環境建設工学科 

（略） 

(４) 情報基盤工学科 

×は必修 

【 】はいずれか１科目選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養

教育

科目 

ＴＧ

ベー

シッ

ク 

人間

的基

礎 

×聖書を学ぶ(２) ×キリスト教の歴史と思

想(２) 

キリスト教学Ａ（キリ

スト教と倫理）(２) 

キリスト教学Ｂ（キリ

スト教と宗教）(２) 

キリスト教学Ｃ（キリ

スト教と文化）(２) 

キリスト教学Ｄ（キリ

スト教と現代社会）

(２) 

市民社会を生きる(２) 地球社会を生きる(２) 科学技術社会を生きる

(２) 

キャリア形成と大学生   
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活(２) 

知的

基礎 

クリティカル・シンキ

ング(２) 

数理的思考の基礎(２) 統計的思考の基礎(２) 

科学的思考の基礎(２) 情報化社会の基礎(２) メディア・リテラシー

(２) 

読解・作文の技法(２) 研究・発表の技法(２)  

学科

教養

科目 

人文

社会 

哲学(２) 芸術論(２) 歴史学(２) 

心理学(２) 社会学(２) 経済学(２) 

経営学(２) 法学(２) 日本国憲法(２) 

東北地域論(２) 東北学院の歴史(２)  

自然

科学 

健康の科学(２) 生命の科学(２) ×情報リテラシー(２) 

×フレッシュパーソンセ

ミナー(１) 

基礎数学演習(１) 基礎物理演習(１) 

基礎化学演習(１) 技術者倫理(２) 知的所有権(２) 

地域教育科目 
震災と復興(２) ×地域の課題Ⅰ(２) 地域の課題Ⅱ(２) 

地域課題演習(４)   

外国

語科

目 

第１類 

×英語ⅠＡ(１) ×英語ⅠＢ(１) ×英語ⅡＡ(１) 

×英語ⅡＢ(１) 英語コミュニケーショ

ンズ(２) 

 

第２類 
ドイツ語(２) フランス語(２) 中国語(２) 

韓国・朝鮮語(２)   

第３類 ベーシック英語(１) 英語Ⅲ(１)  

保健体育科目 体育講義(２) スポーツ実技(２)  

外国

人留

学科

目 

第１類 日本事情Ａ(２) 日本事情Ｂ(２) 日本事情Ｃ(２) 

第２類 

日本語ⅠＡ(１) 日本語ⅠＢ(１) 日本語ⅡＡ(１) 

日本語ⅡＢ(１)   

学部共通専門科目 

×物理学Ⅰ(２) 物理学Ⅱ(２) ×微分積分学Ⅰ(２) 

×微分積分学Ⅱ(２) ×線形代数学(２) 自然科学実験ファンダ

メンタルズ(２) 
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微分方程式(２) フーリエ解析(２) 確率統計学(２) 

×プログラミング基礎

(２) 

プログラミング応用

(２) 

工業英語(２) 

×工学総合演習Ⅰ(１) ×工学総合演習Ⅱ(１) ×ジュニアセミナー(２) 

×卒業研究Ⅰ(３) ×卒業研究Ⅱ(３) 学外見学(１) 

インターンシップ(１) キャリア・デザイン

(２) 

海外研究Ⅰ(２) 

海外研究Ⅱ(２)   

学科

専門

科目 

情報基盤工

学基礎科目

群 

×情報数理演習Ⅰ（線形

代数学）(１) 

×情報数理演習Ⅱ（微分

積分学Ⅰ）(１) 

×情報数理演習Ⅲ（微分

積分学Ⅱ）(１) 

×確率統計学演習(１) ×情報数学(２) ×情報数学演習(１) 

×応用線形代数学(２) ×応用線形代数学演習

(１) 

×情報理論(２) 

×情報理論演習(１) 符号理論(２) 最適化法(２) 

信号処理工学(２)   

情報工学科

目群 

×情報工学基礎(２) ×データサイエンス(２) ×データサイエンス演習

(１) 

×アルゴリズム論(２) ×アルゴリズム論演習

(１) 

×ソフトウェア開発演習

Ⅰ(２) 

ソフトウェア開発演習

Ⅱ(２) 

シミュレーション工学

(２) 

センサネットワーク工

学(２) 

人工知能(２) ディジタル回路設計

(２) 

情報セキュリティ工学

(２) 

オペレーティングシス

テム工学(２) 

  

通信工学科

目群 

×情報通信工学(２) ×情報システム工学(２) ×インターネット工学

(２) 

×インターネット工学演

習(１) 

×電気電子計測(２) ×通信工学基礎Ⅰ(２) 

通信工学基礎Ⅱ(２) 通信工学基礎Ⅲ(２) 通信工学基礎演習(１) 
222



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁波工学(２) 情報通信法規(２) 情報通信工学実験Ⅰ

(２) 

情報通信工学実験Ⅱ

(２) 

  

教育職員免許状の

教科に関する科目 

工業技術概論(２) 工科系の職業指導(２) 情報基盤系の職業指導

(２) 

履修方法 

合計124単位以上を修得しなければならない。 

(１) 教養教育科目については、次により38単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎から10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎から10単位以上 

ウ 学科教養科目 人文社会から10単位以上 

エ 学科教養科目 自然科学から８単位以上 

(２) 地域教育科目については、２単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

(３) 外国語科目については、第１類から必修４単位を修得するものとする。 

ア 第３類 ベーシック英語、英語Ⅲは進級・卒業単位に含めない。 

(４) 学部共通専門科目については、必修科目20単位を含む28単位以上を修得するものとする。

ただし、「物理学Ⅱ」、「自然科学実験ファンダメンタルズ」、「微分方程式」、「フーリエ

解析」、「確率統計学」、「プログラミング応用」、「工業英語」から６単位以上を含むこ

と。 

(５) 学科専門科目については、次により52単位以上を修得するものとする。 

ア 情報基盤工学基礎科目群から13単位以上 

イ 情報工学科目群から10単位以上 

ウ 通信工学科目群から11単位以上 

エ 教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類～第２類、保健体育科目、他学部・他学

科開講専門教育科目、単位互換の協定を締結している他大学開講科目から、合計８単位まで

含んでもよい。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目の人文社会２単位、日本事情Ｂは教養教育科目学

科教養科目の自然科学２単位、日本事情Ｃは保健体育科目の「体育講義」２単位 223



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の「英語ⅠＡ」の１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類

の「英語ⅠＢ」の１単位、日本語ⅡＡは外国語科目第１類の「英語ⅡＡ」１単位、日本語Ⅱ

Ｂは外国語科目第１類の「英語ⅡＢ」の１単位 

(７) 教育職員免許状の教科に関する科目と教職等に関する科目については、卒業所要単位には

加えない。 

備考 

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目学科教養科目から日本国憲

法２単位及び情報リテラシー２単位、保健体育科目からスポーツ実技２単位、外国語科目第１類

から英語コミュニケーションズ２単位を修得しなければならない。 

また、教育職員免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」のうち「教科に関する

専門的事項」については本教育課程表より、それ以外の科目については本学則第30条（別表第

３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得し

なければならない。 

６ 教養学部 

(１) 人間科学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２)  

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２)  

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２)  

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２) 】 

 市民社会を生きる (２)  

 地球社会を生きる (２)  

 科学技術社会を生きる (２)  

 キャリア形成と大学生活 (２)  

知的基  クリティカル・シンキング (２)  
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礎  数理的思考の基礎 (２)  

 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２)  

 情報化社会の基礎 (２)  

 メディア・リテラシー (２)  

 読解・作文の技法 (２)  

 研究・発表の技法 (２)  

学科教

養科目 

人文系 

 哲学入門 (２)  

 芸術論 (２)  

 音楽 (２)  

 歴史学 (２)  

 文学 (２)  

 倫理学入門 (２)  

社会系 

 心理学 (２)  

 社会学 (２)  

 経済学入門 (２)  

 法学基礎 (２)  

 地理学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 現代政治論 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 東北地域論 (２)  

自然系 

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 生命の科学 (２)  

 健康の科学 (２)  

 先端の科学と技術 (２)  

東北学

院の歴

史 

 東北学院の歴史 (２)  
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地域教育科目 

 震災と復興 (２)  

× 地域の課題Ⅰ (２)  

 地域の課題Ⅱ (２)  

 地域課題演習 (４)  

外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  

× 英語ⅡＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＢ (１)  

第２類 

【 ドイツ語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ｂ (２) 】 

 ドイツ語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅠＢ (１)  226



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フランス語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 ドイツ語ⅡＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  

 フランス語ⅡＡ (１)  

 フランス語ⅡＢ (１)  

 中国語ⅡＡ (１)  

 中国語ⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  

第３類 
 ベーシック英語 (１)  

 英語Ⅲ (１)  

保健体育科目 
 体育講義 (２)  

 スポーツ実技 (２)  

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２)  

 日本事情Ｂ (２)  

 日本事情Ｃ (２)  

第２類 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  

学部共通科目 

 基礎コンピュータ (２)  

 基礎統計学 (２)  

 応用統計学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 キャリアデザイン (２)  227



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 思想の歴史 (２)  

 芸術の歴史 (２)  

 宗教と人間 (２)  

 社会調査法 (２)  

 ボランティア活動 (２)  

 現代社会の諸問題 (２)  

 ジェンダー論 (２)  

 海外研究Ⅰ (２)  

 海外研究Ⅱ (２)  

【 人間科学演習Ａ (１)  

 人間科学演習Ｂ (１)  

 言語文化学演習Ａ (１)  

 言語文化学演習Ｂ (１)  

 情報科学演習Ａ (１)  

 情報科学演習Ｂ (１)  

 地域構想学演習Ａ (１)  

 地域構想学演習Ｂ (１) 】 

× 総合研究（卒業課題）Ａ (２)  

× 総合研究（卒業課題）Ｂ (２)  

学科専

門科目 

基礎科目 

× 社会学基礎論Ａ (２)  

 社会学基礎論Ｂ (２)  

× 心理学基礎論Ａ（心理学概論） (２)  

 心理学基礎論Ｂ（臨床心理学概論） (２)  

× 教育学基礎論Ａ (２)  

 教育学基礎論Ｂ (２)  

× 体育学基礎論Ａ (２)  

 体育学基礎論Ｂ (２)  

× 人間科学基礎論 (２)  

研究方法科目 
× 人間科学基礎演習Ａ (１)  

× 人間科学基礎演習Ｂ (１)  228



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文献講読Ａ (１)  

 文献講読Ｂ (１)  

 社会統計学Ａ (２)  

 社会統計学Ｂ (２)  

 社会調査実習Ａ (２)  

 社会調査実習Ｂ (２)  

 多変量データ分析実習 (１)  

 心理学研究法Ａ（心理学研究法） (２)  

 心理学研究法Ｂ（心理学統計法） (２)  

 心理学実験実習Ａ（心理学実験） (２)  

 心理学実験実習Ｂ（心理的アセスメント） (２)  

 教育調査実習Ａ (２)  

 教育調査実習Ｂ (２)  

 体育実験実習Ａ (２)  

 体育実験実習Ｂ (２)  

 体育調査実習 (２)  

専門科目 

 組織社会学 (２)  

 不平等の社会学 (２)  

 現代家族論 (２)  

 人間形成の社会学 (２)  

 情報社会論 (２)  

 神経・生理心理学 (２)  

 発達心理学 (２)  

 知覚・認知心理学 (２)  

 学習・言語心理学 (２)  

 社会・集団・家族心理学 (２)  

教育・学校心理学 (２) 

 感情・人格心理学 (２)  

 産業・組織心理学 (２)  

 健康・医療心理学 (２)  229



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 臨床心理学（心理学的支援法） (２)  

 生涯学習論 (２)  

 教育コミュニケーション論 (２)  

 教育と社会 (２)  

 学習の科学 (２)  

 発達と教育 (２)  

 市民性育成の教育論 (２)  

 スポーツ健康増進論 (２)  

 体力科学 (２)  

 スポーツ文化論 (２)  

 スポーツと発達 (２)  

 人間の心と身体 (２)  

 哲学的人間学 (２)  

専門関連科目 

 日本史概説 (２)  

 外国史概説 (２)  

 地理学概説 (２)  

 地誌学概説 (２)  

 歴史の中の東北 (２)  

 江戸から明治へ (２)  

 イスラーム世界の形成と展開 (２)  

 現代の文化人類学 (２)  

 民俗学概説Ⅰ (２)  

 民俗学概説Ⅱ (２)  

 アジア史概説Ⅰ (２)  

 アジア史概説Ⅱ (２)  

 ヨーロッパ史概説Ⅰ (２)  

 ヨーロッパ史概説Ⅱ (２)  

 生涯学習概論Ⅰ (２)  

 生涯学習概論Ⅱ (２)  

 現代社会と社会教育 (２)  230



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履修方法 

卒業要件 

教養学部所属の学生であって、人間科学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、

次に定めるところにしたがって、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、履修上

の取扱いの詳細については、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により40単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 20単位 

（人間的基礎 10単位（必修及び選択必修を含む。）、知的基礎 10単位） 

イ 教養教育科目学科教養科目 18単位 

（ただし、人文系、社会系及び自然系の各系から４単位以上を修得するものとする。） 

ウ 地域教育科目 ２単位（必修） 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得するも

のとする。 

ア 外国語科目第１類 ４単位（必修） 

イ 外国語科目第２類 ２単位（選択必修） 

(３) 学部共通科目については、次によりア及びイを含め14単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア （ア） 人間科学演習Ａ及び人間科学演習Ｂ 

（イ） 言語文化学演習Ａ及び言語文化学演習Ｂ 

（ウ） 地域構想学演習Ａ及び地域構想学演習Ｂ 

（エ） 情報科学演習Ａ及び情報科学演習Ｂ 

上記（ア）から（エ）までのいずれかの組み合わせで２単位（選択必修）を修得するものと

する。 

イ 総合研究（卒業課題）Ａと総合研究（卒業課題）Ｂの４単位（必修） 

(４) 学科専門科目については、次により54単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

ア 基礎科目 12単位（必修を含む。） 

イ 研究方法科目 ８単位（必修を含む。） 

ウ 専門科目 26単位 

エ アからウまでのほかに基礎科目、研究方法科目、専門科目、専門関連科目のうちから８単

位。ただし、「研究方法科目」のうち以下の科目は、（ア）から（オ）までのいずれかの組231



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み合わせで履修するものとする。 

（ア） 文献講読Ａ及び文献講読Ｂ 

（イ） 社会調査実習Ａ及び社会調査実習Ｂ 

（ウ） 心理学実験実習Ａ及び心理学実験実習Ｂ 

（エ） 教育調査実習Ａ及び教育調査実習Ｂ 

（オ） 体育実験実習Ａ及び体育実験実習Ｂ 

(５) その他10単位以上を教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類及び第２類、保健体

育科目、学部共通科目、学科専門科目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結して

いる他大学開講科目及び留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目のうちから修

得するものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目社会系の２単位 

日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目人文系の２単位 

日本事情Ｃは保健体育科目の体育講義２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位に代えることができる。 

日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類の英語ⅡＢの１単位に代えることができる。 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法

２単位及び学部共通科目のうちの基礎コンピュータ２単位、保健体育科目のうちのスポーツ

実技２単位並びに外国語科目のうちの英語コミュニケーションⅠＡと英語コミュニケーショ

ンⅠＢ、ドイツ語コミュニケーションⅠＡとドイツ語コミュニケーションⅠＢ、フランス語

コミュニケーションⅠＡとフランス語コミュニケーションⅠＢ、中国語コミュニケーション

ⅠＡと中国語コミュニケーションⅠＢ、韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡと韓国・朝鮮

語コミュニケーションⅠＢいずれかの組み合わせで２単位を修得しなければならない。ま

た、教育職員免許法施行規則に定める教科及び教職に関する科目のうち教科に関する専門的

事項については、本教育課程表から、それ以外の科目については本学則第30条（別表第３）

の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得し

なければならない。 232
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(２) 社会教育主事の資格を得ようとする者は、本学則第31条の２（別表第４の３）に掲げる

ところにより、それぞれ所定の授業科目の単位を修得しなければならない。 

(３) 日本語教員基礎資格を得ようとする者は、本学が定める日本語教員基礎資格に必要な科

目のうちから45単位以上を修得しなければならない。 

(４) 公認心理師受験資格要件を充足しようとする者は、卒業までに別に定める公認心理師法

施行規則に定める大学における公認心理師となるために必要な科目50単位を修得しなければ

ならない。 

(２) 言語文化学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２)  

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２)  

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２)  

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２) 】 

 市民社会を生きる (２)  

 地球社会を生きる (２)  

 科学技術社会を生きる (２)  

 キャリア形成と大学生活 (２)  

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２)  

 数理的思考の基礎 (２)  

 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２)  

 情報化社会の基礎 (２)  

 メディア・リテラシー (２)  

 読解・作文の技法 (２)  

 研究・発表の技法 (２)  
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学科教

養科目 

人文系 

 哲学 (２)  

 芸術論 (２)  

 音楽 (２)  

 歴史学 (２)  

 文学 (２)  

 倫理学 (２)  

社会系 

 心理学 (２)  

 社会学 (２)  

 経済学 (２)  

 法学 (２)  

 地理学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 現代の政治 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 東北地域論 (２)  

自然系 

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 生命の科学 (２)  

 健康の科学 (２)  

 先端の科学と技術 (２)  

東北学

院の歴

史 

 東北学院の歴史 (２)  

地域教育科目 

 震災と復興 (２)  

× 地域の課題Ⅰ (２)  

 地域の課題Ⅱ (２)  

 地域課題演習 (４)  

外国語

科目 
第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  234



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 英語ⅡＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＢ (１)  

第２類 

【 ドイツ語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 ドイツ語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＢ (１) 】 

 ドイツ語ⅡＡ (１)  235



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドイツ語ⅡＢ (１)  

 フランス語ⅡＡ (１)  

 フランス語ⅡＢ (１)  

 中国語ⅡＡ (１)  

 中国語ⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  

第３類 
 ベーシック英語 (１)  

 英語Ⅲ (１)  

保健体育科目 
 体育講義 (２)  

 スポーツ実技 (２)  

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２)  

 日本事情Ｂ (２)  

 日本事情Ｃ (２)  

第２類 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  

学部共通科目 

 基礎コンピュータ (２)  

 基礎統計学 (２)  

 応用統計学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 キャリアデザイン (２)  

 思想の歴史 (２)  

 芸術の歴史 (２)  

 宗教と人間 (２)  

 社会調査法 (２)  

 ボランティア活動 (２)  

 現代社会の諸問題 (２)  

 ジェンダー論 (２)  236



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外研究Ⅰ (２)  

 海外研究Ⅱ (２)  

【 人間科学演習Ａ (１)  

 人間科学演習Ｂ (１)  

 言語文化学演習Ａ (１)  

 言語文化学演習Ｂ (１)  

 情報科学演習Ａ (１)  

 情報科学演習Ｂ (１)  

 地域構想学演習Ａ (１)  

 地域構想学演習Ｂ (１) 】 

× 総合研究（卒業課題）Ａ (２)  

× 総合研究（卒業課題）Ｂ (２)  

学科専

門科目 

基礎科目 

× 言語文化基礎演習Ⅰ (１)  

× 言語文化基礎演習Ⅱ (１)  

× 言語基礎論ⅠＡ (２)  

× 言語基礎論ⅠＢ (２)  

× 文化基礎論ⅠＡ (２)  

× 文化基礎論ⅠＢ (２)  

 言語基礎論Ⅱ (２)  

 文化基礎論Ⅱ (２)  

外国語

専門科

目 

第１類 

【 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｆｏｒｕｍ 

Ａ 

(１)  

 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｆｏｒｕｍ 

Ｂ 

(１)  

 Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｒｅａｄｉ

ｎｇ Ａ 

(１)  

 Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｒｅａｄｉ

ｎｇ Ｂ 

(１)  

 ドイツ語中級（総合）Ａ (１)  

 ドイツ語中級（総合）Ｂ (１)  237



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドイツ語中級（読解）Ａ (１)  

 ドイツ語中級（読解）Ｂ (１)  

 フランス語中級（総合）Ａ (１)  

 フランス語中級（総合）Ｂ (１)  

 フランス語中級（読解）Ａ (１)  

 フランス語中級（読解）Ｂ (１)  

 中国語中級（総合）Ａ (１)  

 中国語中級（総合）Ｂ (１)  

 中国語中級（読解）Ａ (１)  

 中国語中級（読解）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語中級（総合）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語中級（総合）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語中級（読解）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語中級（読解）Ｂ (１) 】 

第２類 

【 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒｕｍ Ａ (１)  

 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒｕｍ Ｂ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅡＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅡＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅡＢ (１)  

 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｈｅｍｅ Ｗｒｉｔｉｎｇ 

Ａ 

(１)  

 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｈｅｍｅ Ｗｒｉｔｉｎｇ 

Ｂ 

(１)  

 Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｍｕ

ｎｉｃａｔｉｏｎ Ａ 

(１)  
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 Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｍｕ

ｎｉｃａｔｉｏｎ Ｂ 

(１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅢＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅢＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅢＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅢＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅢＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅢＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅢＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅢＢ (１) 】 

専門科目 

 英語音声学Ａ (１)  

 英語音声学Ｂ (１)  

 言語と文化 (２)  

 日本語学 (２)  

 言語習得論 (２)  

 言語とコミュニケーション (２)  

 社会言語学 (２)  

 異文化コミュニケーションＡ (２)  

 異文化コミュニケーションＢ (２)  

 表現文化の実践 (２)  

 文化プロデュース (２)  

 言語文化学講義（英語） (２)  

 英語文学概説Ａ (２)  

 英語文学概説Ｂ (２)  

 アメリカの言語文化論 (２)  

 イギリスの言語文化論 (２)  

 ドイツの言語文化論 (２)  

 フランスの言語文化論 (２)  

 中国の言語文化論 (２)  

 韓国・朝鮮の言語文化論 (２)  239



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本の言語文化論 (２)  

 日本文化論特論 (２)  

 日本語学特論 (２)  

 理論言語学 (２)  

 応用言語学Ａ (２)  

 応用言語学Ｂ (２)  

 英文法Ａ (２)  

 英文法Ｂ (２)  

 日本語文法論 (２)  

 対照言語学 (２)  

 メディア文化論 (２)  

 文化論特論Ａ (２)  

 文化論特論Ｂ (２)  

 英語文学研究 (２)  

 英語圏文化研究 (２)  

 現代アジア事情 (２)  

 現代ヨーロッパ事情 (２)  

× 原典講読Ａ (１)  

× 原典講読Ｂ (１)  

履修方法 

卒業要件 

教養学部所属の学生であって、言語文化学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者

は、次に定めるところにしたがって、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、履

修上の取扱いの詳細については、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により40単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 20単位 

（人間的基礎 10単位（必修及び選択必修を含む。）、知的基礎 10単位） 

イ 教養教育科目学科教養科目 18単位 

（ただし、人文系、社会系及び自然系の各系から４単位以上を修得するものとする。） 
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ウ 地域教育科目 ２単位（必修） 

(２) 外国語科目については、次により12単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得するも

のとする。 

ア 外国語科目第１類 ４単位（必修） 

イ 外国語科目第２類 ８単位（選択必修） 

（ア） ドイツ語の場合 

ドイツ語Ⅰ（週２）Ａ、ドイツ語Ⅰ（週２）Ｂ、ドイツ語Ⅰ（週１）Ａ、ドイツ語Ⅰ

（週１）Ｂ、ドイツ語コミュニケーションⅠＡ及びドイツ語コミュニケーションⅠＢ 

（イ） フランス語の場合 

フランス語Ⅰ（週２）Ａ、フランス語Ⅰ（週２）Ｂ、フランス語Ⅰ（週１）Ａ、フラン

ス語Ⅰ（週１）Ｂ、フランス語コミュニケーションⅠＡ及びフランス語コミュニケーショ

ンⅠＢ 

（ウ） 中国語の場合 

中国語Ⅰ（週２）Ａ、中国語Ⅰ（週２）Ｂ、中国語Ⅰ（週１）Ａ、中国語Ⅰ（週１）

Ｂ、中国語コミュニケーションⅠＡ及び中国語コミュニケーションⅠＢ 

（エ） 韓国・朝鮮語の場合 

韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ａ、韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ｂ、韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ａ、

韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ｂ、韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡ及び韓国・朝鮮語コミ

ュニケーションⅠＢ 

上記（ア）から（エ）までのいずれかの組み合わせで８単位を修得するものとする。 

(３) 学部共通科目については、次によりア及びイを含め14単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア （ア） 人間科学演習Ａ及び人間科学演習Ｂ 

（イ） 言語文化学演習Ａ及び言語文化学演習Ｂ 

（ウ） 地域構想学演習Ａ及び地域構想学演習Ｂ 

（エ） 情報科学演習Ａ及び情報科学演習Ｂ 

上記（ア）から（エ）までのいずれかの組み合わせで２単位（選択必修）を修得するものと

する。 

イ 総合研究（卒業課題）Ａ及び総合研究（卒業課題）Ｂの４単位（必修） 

(４) 学科専門科目については、次により46単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得する

ものとする。 241



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 基礎科目 10単位（必修） 

イ 外国語専門科目 ８単位（選択必修） 

ただし、外国語専門科目の修得に関しては、次の２つの条件を満たすこととする。 

（ア）第１類20科目のうちから、４科目４単位修得するものとする。ただし、英語以外の外

国語を選ぶ場合は、区分選択外国語で選んだ言語と同一の言語を選択するものとする。 

（イ）第２類22科目のうちから、４科目４単位修得するものとする。言語の組み合わせは以

下のいずれかとする。ただし、英語以外の外国語は、区分選択外国語で選んだ言語と同

一でなければならない。 

ア） 英語のみ 

イ） 英語以外の外国語のみ 

ウ） 英語と英語以外の外国語 

ウ 専門科目 ２単位（必修） 

エ アからウまで以外の「学科専門科目」から26単位以上修得するものとする。 

(５) その他12単位以上を教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類及び第２類、保健体

育科目、学部共通科目、学科専門科目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結して

いる他大学開講科目及び留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目のうちから修

得するものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目社会系の２単位 

日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目人文系の２単位 

日本事情Ｃは保健体育科目の体育講義２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位に代えることができる。 

日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類の英語ⅡＢの１単位に代えることができる。 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法

２単位及び学部共通科目のうちの基礎コンピュータ２単位、保健体育科目のうちのスポーツ

実技２単位並びに外国語科目のうちの英語コミュニケーションⅠＡ及び英語コミュニケーシ

ョンⅠＢ合計２単位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める教242
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科及び教職に関する科目のうち教科に関する専門的事項については本教育課程表から、それ

以外の科目については本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員

免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(２) 社会教育主事の資格を得ようとする者は、本学則第31条の２（別表４の３）に掲げると

ころにより、それぞれ所定の授業科目の単位を修得しなければならない。 

(３) 日本語教員基礎資格を得ようとする者は、本学が定める日本語教員基礎資格に必要な科

目のうちから45単位以上修得しなければならない。 

(３) 情報科学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２)  

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２)  

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２)  

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２) 】 

 市民社会を生きる (２)  

 地球社会を生きる (２)  

 科学技術社会を生きる (２)  

 キャリア形成と大学生活 (２)  

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２)  

 数理的思考の基礎 (２)  

 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２)  

 情報化社会の基礎 (２)  

 メディア・リテラシー (２)  

 読解・作文の技法 (２)  

 研究・発表の技法 (２)  
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学科教

養科目 

人文系 

 哲学 (２)  

 芸術論 (２)  

 音楽 (２)  

 歴史学 (２)  

 文学 (２)  

 倫理学 (２)  

社会系 

 心理学 (２)  

 社会学 (２)  

 経済学 (２)  

 法学 (２)  

 地理学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 現代の政治 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 東北地域論 (２)  

自然系 

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 生命の科学 (２)  

 健康の科学 (２)  

 先端の科学と技術 (２)  

東北学

院の歴

史  

東北学院の歴史 (２)  

地域教育科目 

 震災と復興 (２)  

× 地域の課題Ⅰ (２)  

 地域の課題Ⅱ (２)  

 地域課題演習 (４)  

外国語

科目 
第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  244



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 英語ⅡＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＢ (１)  

第２類 

【 ドイツ語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ｂ (２) 】 

 ドイツ語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 ドイツ語ⅡＡ (１)  245



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドイツ語ⅡＢ (１)  

 フランス語ⅡＡ (１)  

 フランス語ⅡＢ (１)  

 中国語ⅡＡ (１)  

 中国語ⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  

第３類 
 ベーシック英語 (１)  

 英語Ⅲ (１)  

保健体育科目 
 体育講義 (２)  

 スポーツ実技 (２)  

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２)  

 日本事情Ｂ (２)  

 日本事情Ｃ (２)  

第２類 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  

学部共通科目 

 基礎コンピュータ (２)  

 基礎統計学 (２)  

 応用統計学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 キャリアデザイン (２)  

 思想の歴史 (２)  

 芸術の歴史 (２)  

 宗教と人間 (２)  

 社会調査法 (２)  

 ボランティア活動 (２)  

 現代社会の諸問題 (２)  

 ジェンダー論 (２)  246



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外研究Ⅰ (２)  

 海外研究Ⅱ (２)  

【 人間科学演習Ａ (１)  

 人間科学演習Ｂ (１)  

 言語文化学演習Ａ (１)  

 言語文化学演習Ｂ (１)  

 情報科学演習Ａ (１)  

 情報科学演習Ｂ (１)  

 地域構想学演習Ａ (１)  

 地域構想学演習Ｂ (１) 】 

× 総合研究（卒業課題）Ａ (２)  

× 総合研究（卒業課題）Ｂ (２)  

学科専

門科目 

基礎科目 

× 情報科学基礎教育 (２)  

× 情報システム基礎論Ａ (２)  

× 情報システム運用法Ａ (２)  

× 情報システム基礎論Ｂ (２)  

× 情報システム運用法Ｂ (２)  

× 情報数学概論 (２)  

× コンピュータと論理Ａ (２)  

× コンピュータと論理Ｂ (２)  

× コンピュータ科学Ａ (２)  

× コンピュータ科学Ｂ (２)  

 情報科学への招待 (２)  

× 情報科学基礎演習Ａ (１)  

× 情報科学基礎演習Ｂ (１)  

専門科目 

 プログラミングの基礎 (２)  

 プログラミング初級 (２)  

 プログラミング中級 (２)  

 プログラミング上級 (２)  

 ソフトウエア開発論 (２)  247



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アルゴリズムとデータ構造 (２)  

 コンピュータシステム論Ａ (２)  

 コンピュータシステム論Ｂ (２)  

 ネットワーク基礎論 (２)  

 ネットワーク運用論 (２)  

 プログラム言語論 (２)  

 データベースシステム (２)  

 メディア表現の技法Ａ (２)  

 メディア表現の技法Ｂ (２)  

 情報社会と情報倫理 (２)  

 情報と職業 (２)  

 集合と論理 (２)  

 線形代数学Ⅰ (２)  

 線形代数学Ⅱ (２)  

 線形代数学Ⅲ (２)  

 代数学Ⅰ (２)  

 代数学Ⅱ (２)  

 解析学Ⅰ (２)  

 解析学Ⅱ (２)  

 解析学Ⅲ (２)  

 解析学Ⅳ (２)  

 幾何学Ⅰ (２)  

 幾何学Ⅱ (２)  

 確率・統計Ⅰ (２)  

 確率・統計Ⅱ (２)  

 数理情報学 (２)  

 微分方程式 (２)  

 複素関数 (２)  

 フーリエ解析 (２)  

 ベクトル解析 (２)  248



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 数値解析 (２)  

 感覚知覚情報論Ａ (２)  

 感覚知覚情報論Ｂ (２)  

 自然情報科学 (２)  

 情報科学実験実習 (２)  

履修方法 

卒業要件 

教養学部所属の学生であって、情報科学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者は、

次に定めるところにしたがって、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、履修上

の取扱いの詳細については、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により40単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 20単位 

（人間的基礎 10単位（必修及び選択必修を含む。）、知的基礎 10単位） 

イ 教養教育科目学科教養科目 18単位 

（ただし、人文系、社会系及び自然系の各系から４単位以上を修得するものとする。） 

ウ 地域教育科目 ２単位（必修） 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得するも

のとする。 

ア 外国語科目第１類 ４単位（必修） 

イ 外国語科目第２類 ２単位（選択必修） 

(３) 学部共通科目については、次によりア及びイを含め14単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア （ア） 人間科学演習Ａ及び人間科学演習Ｂ 

（イ） 言語文化学演習Ａ及び言語文化学演習Ｂ 

（ウ） 地域構想学演習Ａ及び地域構想学演習Ｂ 

（エ） 情報科学演習Ａ及び情報科学演習Ｂ 

上記（ア）から（エ）までのいずれかの組み合わせで２単位（選択必修）を修得するものと

する。 

イ 総合研究（卒業課題）Ａ及び総合研究（卒業課題）Ｂの４単位（必修） 
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(４) 学科専門科目については、次により52単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

ア 基礎科目 22単位（必修を含む。） 

専門科目 30単位 

(５) その他12単位以上を教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類及び第２類、保健体

育科目、学部共通科目、学科専門科目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結して

いる他大学開講科目及び留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目のうちから修

得するものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目社会系の２単位 

日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目人文系の２単位 

日本事情Ｃは保健体育科目の体育講義２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位に代えることができる。 

日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類の英語ⅡＢの１単位に代えることができる。 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法

２単位及び学科専門科目基礎科目のうちの情報システム基礎論Ｂ２単位と情報システム運用

法Ｂ２単位、保健体育科目のうちのスポーツ実技２単位並びに外国語科目のうちの英語コミ

ュニケーションⅠＡと英語コミュニケーションⅠＢ、ドイツ語コミュニケーションⅠＡとド

イツ語コミュニケーションⅠＢ、フランス語コミュニケーションⅠＡとフランス語コミュニ

ケーションⅠＢ、中国語コミュニケーションⅠＡと中国語コミュニケーションⅠＢ、韓国・

朝鮮語コミュニケーションⅠＡと韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＢいずれかの組み合わ

せで２単位を修得しなければならない。また、教育職員免許法施行規則に定める教科及び教

職に関する科目のうち教科に関する専門的事項については本教育課程表から、それ以外の科

目については本学則第30条（別表第３）の授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に

定める所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

(２) 社会教育主事の資格を得ようとする者は、本学則第31条の２（別表第４の３）に掲げる

ところにより、それぞれ所定の授業科目の単位を修得しなければならない。 

(３) 日本語教員基礎資格を得ようとする者は、本学が定める日本語教員基礎資格に必要な科250
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目のうちから45単位以上を修得しなければならない。 

(４) 地域構想学科 

×は必修 

【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ（キリスト教と倫理） (２)  

 キリスト教学Ｂ（キリスト教と宗教） (２)  

 キリスト教学Ｃ（キリスト教と文化） (２)  

 キリスト教学Ｄ（キリスト教と現代社会） (２) 】 

 市民社会を生きる (２)  

 地球社会を生きる (２)  

 科学技術社会を生きる (２)  

 キャリア形成と大学生活 (２)  

知的基

礎 

 クリティカル・シンキング (２)  

 数理的思考の基礎 (２)  

 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２)  

 情報化社会の基礎 (２)  

 メディア・リテラシー (２)  

 読解・作文の技法 (２)  

 研究・発表の技法 (２)  

学科教

養科目 
人文系 

 哲学基礎 (２)  

 芸術論 (２)  

 音楽 (２)  

 歴史学 (２)  

 文学 (２)  

 倫理学基礎 (２)  251



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会系 

 心理学 (２)  

 社会学基礎 (２)  

 経済学基礎 (２)  

 法学 (２)  

 地理学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 現代の政治 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 東北地域学 (２)  

自然系 

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 生命の科学 (２)  

 健康の科学 (２)  

 先端の科学と技術 (２)  

東北学

院の歴

史 

 東北学院の歴史 (２)  

地域教育科目 

 震災と復興 (２)  

× 地域の課題Ⅰ (２)  

 地域の課題Ⅱ (２)  

 地域課題演習 (４)  

外国語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  

× 英語ⅡＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＡ (１)  

 英語コミュニケーションⅡＢ (１)  

第２類 【 ドイツ語Ⅰ（週１）Ａ (１)  252



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドイツ語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 フランス語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 中国語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ａ (１)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週１）Ｂ (１)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 ドイツ語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 フランス語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 中国語Ⅰ（週２）Ｂ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ａ (２)  

 韓国・朝鮮語Ⅰ（週２）Ｂ (２) 】 

 ドイツ語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 中国語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＢ (１)  

 ドイツ語ⅡＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  

 フランス語ⅡＡ (１)  

 フランス語ⅡＢ (１)  

 中国語ⅡＡ (１)  

 中国語ⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  253



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  

第３類 
 ベーシック英語 (１)  

 英語Ⅲ (１)  

保健体育科目 
 体育講義 (２)  

 スポーツ実技 (２)  

外国人

留学生

科目 

第１類 

 日本事情Ａ (２)  

 日本事情Ｂ (２)  

 日本事情Ｃ (２)  

第２類 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  

学部共通科目 

 基礎コンピュータ (２)  

 基礎統計学 (２)  

 応用統計学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 キャリアデザイン (２)  

 思想の歴史 (２)  

 芸術の歴史 (２)  

 宗教と人間 (２)  

 社会調査法 (２)  

 ボランティア活動 (２)  

 現代社会の諸問題 (２)  

 ジェンダー論 (２)  

 海外研究Ⅰ (２)  

 海外研究Ⅱ (２)  

【 人間科学演習Ａ (１)  

 人間科学演習Ｂ (１)  

 言語文化学演習Ａ (１)  

 言語文化学演習Ｂ (１)  254



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報科学演習Ａ (１)  

 情報科学演習Ｂ (１)  

 地域構想学演習Ａ (１)  

 地域構想学演習Ｂ (１) 】 

× 総合研究（卒業課題）Ａ (２)  

× 総合研究（卒業課題）Ｂ (２)  

学科専

門科目 

基礎科目 

× 社会と産業基礎論 (２)  

× 健康と福祉基礎論 (２)  

× 人と自然基礎論 (２)  

× 地域構想学基礎講読 (２)  

 市民活動論 (２)  

 地域生活論 (２)  

 地域と自然 (２)  

 地域構想論 (２)  

 地域システム論 (２)  

 地域データ分析法 (２)  

 共同体と市民社会 (２)  

 地域教育論 (２)  

領域専

門科目 

社会と

産業領

域 

 環境社会学 (２)  

 経済地理学 (２)  

 プロジェクトマネジメント (２)  

 地域社会論 (２)  

 地域文化論 (２)  

 地域政策論 (２)  

健康と

福祉領

域 

 地域福祉論 (２)  

 スポーツ指導論 (２)  

 地域スポーツ論 (２)  

 福祉社会論 (２)  

 福祉サービス論 (２)  

 スポーツマネジメント (２)  255



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自

然領域 

 気候学 (２)  

 地形学 (２)  

 生態学 (２)  

 地域防災科学 (２)  

 環境マネジメント (２)  

実習科目 

× 地域構想学基礎実習 (２)  

 社会と産業発展実習Ａ (２)  

 健康と福祉発展実習Ａ (２)  

 人と自然発展実習Ａ (２)  

 社会と産業発展実習Ｂ (２)  

 健康と福祉発展実習Ｂ (２)  

 人と自然発展実習Ｂ (２)  

 ＧＩＳ実習 (２)  

専門関連科目 

 日本史概説 (２)  

 外国史概説 (２)  

 地理学要説 (２)  

 地誌学要説 (２)  

 民俗学概説Ⅰ (２)  

 民俗学概説Ⅱ (２)  

 生涯学習概論Ⅰ (２)  

 生涯学習概論Ⅱ (２)  

免許お

よび資

格関係

科目 

教員免許状の教

科に関する科目 

 歴史の中の東北 (２)  

 江戸から明治へ (２)  

 イスラーム世界の形成と展開 (２)  

 現代の文化人類学 (２)  

 アジア史概説Ⅰ (２)  

 アジア史概説Ⅱ (２)  

 ヨーロッパ史概説Ⅰ (２)  

 ヨーロッパ史概説Ⅱ (２)  

履修方法 256



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業要件 

教養学部所属の学生であって、地域構想学科の課程を修了し、学士の学位を得ようとする者

は、次に定めるところにしたがって、合計124単位以上を修得しなければならない。ただし、履

修上の取扱いの詳細については、別に定める。 

(１) 教養教育科目及び地域教育科目については、次により40単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア 教養教育科目ＴＧベーシック 20単位 

（人間的基礎 10単位（必修及び選択必修を含む。）、知的基礎 10単位） 

イ 教養教育科目学科教養科目 18単位 

（ただし、人文系、社会系及び自然系の各系から４単位以上を修得するものとする。） 

ウ 地域教育科目 ２単位（必修） 

(２) 外国語科目については、次により６単位以上（必修及び選択必修を含む。）を修得するも

のとする。 

ア 外国語科目第１類 ４単位（必修） 

イ 外国語科目第１類 ２単位（選択必修） 

(３) 学部共通科目については、次によりア及びイを含め14単位以上（必修及び選択必修を含

む。）を修得するものとする。 

ア （ア） 人間科学演習Ａ及び人間科学演習Ｂ 

（イ） 言語文化学演習Ａ及び言語文化学演習Ｂ 

（ウ） 地域構想学演習Ａ及び地域構想学演習Ｂ 

（エ） 情報科学演習Ａ及び情報科学演習Ｂ 

上記（ア）から（エ）までのいずれかの組み合わせで２単位（選択必修）を修得するものと

する。 

イ 総合研究（卒業課題）Ａ及び総合研究（卒業課題）Ｂの４単位（必修） 

(４) 学科専門科目については、次により52単位以上（必修を含む。）を修得するものとする。 

ア 基礎科目 16単位（必修を含む。） 

イ 領域専門科目 20単位 

ウ 実習科目 ６単位（必修を含む。） 

エ アからウまでの他に基礎科目、領域専門科目、実習科目、専門関連科目から10単位を修得

するものとする。 

(５) その他12単位以上を教養教育科目、地域教育科目、外国語科目第１類及び第２類、保健体257



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地域総合学部 

（略） 

７ 情報学部 データサイエンス学科 

×は必修 

育科目、学部共通科目、学科専門科目、他学部・他学科開講科目、単位互換の協定を締結して

いる他大学開講科目及び留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目のうちから修

得するものとする。 

(６) 外国人留学生等にあっては、次により10単位までを外国人留学生科目についての単位で代

えることができる。 

ア 第１類 日本事情Ａは教養教育科目学科教養科目社会系の２単位 

日本事情Ｂは教養教育科目学科教養科目人文系の２単位 

日本事情Ｃは保健体育科目の体育講義２単位 

イ 第２類 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第

１類の英語ⅠＢの１単位に代えることができる。 

日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第

１類の英語ⅡＢの１単位に代えることができる。 

備考 

(１) 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教養教育科目のうちの日本国憲法

２単位及び学部共通科目のうちの基礎コンピュータ２単位、保健体育科目のうちのスポーツ

実技２単位並びに外国語科目のうちの英語コミュニケーションⅠＡと英語コミュニケーショ

ンⅠＢ、ドイツ語コミュニケーションⅠＡとドイツ語コミュニケーションⅠＢ、フランス語

コミュニケーションⅠＡとフランス語コミュニケーションⅠＢ、中国語コミュニケーション

ⅠＡと中国語コミュニケーションⅠＢ、韓国・朝鮮語コミュニケーションⅠＡと韓国・朝鮮

語コミュニケーションⅠＢいずれかの組み合わせで２単位を修得しなければならない。ま

た、教育職員免許法施行規則に定める教科及び教職に関する科目のうち教科に関する専門的

事項については本教育課程表から、それ以外の科目については本学則第30条（別表第３）の

授業科目のうちから、それぞれ教育職員免許法に定める所定の授業科目及び単位を修得しな

ければならない。 

(２) 社会教育主事の資格を得ようとする者は、本学則第31条の２（別表第４の３）に掲げる

ところにより、それぞれ所定の授業科目の単位を修得しなければならない。 

(３) 日本語教員基礎資格を得ようとする者は、本学が定める日本語教員基礎資格に必要な科

目のうちから45単位以上を修得しなければならない。 

新設 
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【 】は選択必修 

（ ）内は単位数 

区分 科目名 

教養教

育科目 

ＴＧベ

ーシッ

ク 

人間的

基礎 

× 聖書を学ぶ (２)  

× キリスト教の歴史と思想 (２)  

【 キリスト教学Ａ (２)  

 キリスト教学Ｂ (２)  

 キリスト教学Ｃ (２)  

 キリスト教学Ｄ (２) 】 

【 共生社会と倫理 (２)  

 科学技術社会と倫理 (２) 】 

【 よき社会生活のためにＡ（法律） (２)  

 よき社会生活のためにＢ（福祉） (２)  

 よき社会生活のためにＣ（健康） (２) 】 

知的基

礎 

【 リーディング＆ライティング (２)  

 クリティカル・シンキング (２) 】 

× 情報リテラシー (２)  

【 統計的思考の基礎 (２)  

 科学的思考の基礎 (２) 】 

課題探

究 

【 キャリア形成の探究 (２)  

 東北学院史の探究 (２)  

 データ活用による探究 (２)  

 地域ボランティア活動の探究 (２)  

 地域課題の探究 (２)  

 課題探究演習 (２) 】 

共通教

養科目 
人文系 

【 哲学 (２)  

 芸術論 (２)  

 文化の歴史 (２)  

 音楽 (２)  

 倫理学 (２)  
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 文学 (２)  

 歴史学 (２)  

 文化人類学 (２)  

 言語論 (２) 】 

社会系 

【 心理学 (２)  

 社会学 (２)  

 経営学 (２)  

 経済学 (２)  

 法学 (２)  

 日本国憲法 (２)  

 現代の政治 (２)  

 地理学 (２)  

 社会福祉論 (２)  

 ジェンダー論 (２)  

 東北地域論 (２) 】 

自然系 

【 数理の科学 (２)  

 記号論理学 (２)  

 生命の科学 (２)  

 環境の科学 (２)  

 自然の科学 (２)  

 先端科学と技術 (２)  

 AI社会の基礎 (２) 】 

外 国 語

科目 

第１類 

× 英語ⅠＡ (１)  

× 英語ⅠＢ (１)  

× 英語ⅡＡ (１)  

× 英語ⅡＢ (１)  

第２類 

 ドイツ語ⅠＡ (２)  

 フランス語ⅠＡ (２)  

 中国語ⅠＡ (２)  

 韓国・朝鮮語ⅠＡ (２)  
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 ドイツ語ⅠＢ (２)  

 フランス語ⅠＢ (２)  

 中国語ⅠＢ (２)  

 韓国・朝鮮語ⅠＢ (２)  

 ドイツ語ⅡＡ (１)  

 フランス語ⅡＡ (１)  

 中国語ⅡＡ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＡ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションＡ (１)  

 フランス語コミュニケーションＡ (１)  

 中国語コミュニケーションＡ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションＡ (１)  

 ドイツ語ⅡＢ (１)  

 フランス語ⅡＢ (１)  

 中国語ⅡＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅡＢ (１)  

 ドイツ語コミュニケーションＢ (１)  

 フランス語コミュニケーションＢ (１)  

 中国語コミュニケーションＢ (１)  

 韓国・朝鮮語コミュニケーションＢ (１)  

 ドイツ語ⅢＡ (１)  

 フランス語ⅢＡ (１)  

 中国語ⅢＡ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅢＡ (１)  

 ドイツ語ⅢＢ (１)  

 フランス語ⅢＢ (１)  

 中国語ⅢＢ (１)  

 韓国・朝鮮語ⅢＢ (１)  

第３類 

 ベーシック英語 (１)  

 英語コミュニケーション (２)  

 英語ⅢＡ (１)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 261



 英語ⅢＢ (１)  

保健体育科目 

 スポーツ実技Ａ (１)  

 スポーツ実技Ｂ (１)  

 体育講義 (２)  

留学科目 

 海外研究Ａ (４)  

 海外研究Ｂ (２)  

 海外研究Ｃ (１)  

外国人及び 

帰国生科目 

 日本語ⅠＡ (１)  

 日本語ⅠＢ (１)  

 日本語ⅡＡ (１)  

 日本語ⅡＢ (１)  

専門

基盤

科目 

演習 

× フレッシュパーソンセミナー (２)  

× 情報学演習Ａ (２)  

× 情報学演習Ｂ (２)  

× 総合研究(卒研課題)Ａ (２)  

× 総合研究(卒研課題)Ｂ (２)  

数理 

 基礎数学 (２)  

× 基礎統計学 (２)  

 応用統計学 (２)  

 線形代数学入門 (２)  

 線形代数学Ａ (２)  

 微分積分学Ａ (２)  

 微分方程式 (２)  

情報 

× 情報社会と情報倫理 (２)  

× コンピュータ科学 (２)  

× プログラミング概論 (２)  

 プログラミング基礎 (２)  

× 情報理論基礎 (２)  

× データサイエンスＡ (２)  

 人工知能概論 (２)  

 データサイエンスＢ (２)  
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社会 

× 社会調査基礎論 (２)  

 社会調査法 (２)  

 情報活用とデジタルヒューマニティーズ (２)  

× オープンデータの活用とデータの可視化 (２)  

× 経営学概論 (２)  

 ファシリテーション論 (２)  

 プロジェクトマネジメントと組織論 (２)  

専門科

目 

数理 

 集合論 (２)  

 線形代数学Ｂ (２)  

 微分積分学Ｂ (２)  

 確率・統計 (２)  

 解析学Ａ (２)  

 解析学Ｂ (２)  

 代数学Ａ (２)  

 代数学Ｂ (２)  

 幾何学Ａ (２)  

 幾何学Ｂ (２)  

 数理情報学Ａ (２)  

 数理情報学Ｂ (２)  

 複素関数 (２)  

 フーリエ解析 (２)  

 数学とコンピュータ (２)  

 感覚知覚情報論Ａ (２)  

 感覚知覚情報論Ｂ (２)  

 自然情報科学 (２)  

情報 

 アルゴリズムとデータ構造 (２)  

 プログラミング応用 (２)  

 機械学習 (２)  

 ソフトウェア開発論 (２)  

 情報通信ネットワーク基礎論 (２)  

 情報通信ネットワーク運用論 (２)  
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 データベースシステム (２)  

 ウェブサイト構築法 (２)  

 デジタルメディア表現と技術Ａ (２)  

 デジタルメディア表現と技術Ｂ (２)  

 デジタルメディア製作 (２)  

 情報サービスとIoT (２)  

 モデル化とシミュレーション (２)  

 情報と職業 (２)  

社会 

 社会統計学Ａ (２)  

 社会統計学Ｂ (２)  

 社会調査実習Ａ (２)  

 社会調査実習Ｂ (２)  

 多変量データ分析法 (２)  

 ゲームスタディーズ (２)  

 社会ネットワーク基礎論 (２)  

 数理社会学 (２)  

 テキストマイニング (２)  

 情報とビジネス (２)  

 情報と地域連携 (２)  

 マーケティングリサーチ (２)  

 情報と防災・福祉 (２)  

履修方法 

卒業要件 

情報学部所属の学生であって、データサイエンス学科の課程を修了し、学士の学位を得ようと

する者は、次に定めるところに従って、合計124単位以上を修得しなければならない。 

ただし、詳細な履修上の取扱いについては別に定める。 

（１）教養教育科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

ア ＴＧベーシック 人間的基礎 10単位以上 

イ ＴＧベーシック 知的基礎  ６単位以上 

ウ ＴＧベーシック 課題探究  ６単位以上 

エ 共通教養科目 12単位以上（人文系、社会系、自然系から各４単位以上） 
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（２）外国語科目については、第１類の４単位を修得するものとする。 

（３）専門基盤科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

 ア 専門基盤科目 演習 10単位（必修科目） 

 イ 専門基盤科目 数理 ２単位（必修科目）以上 

 ウ 専門基盤科目 情報 10単位（必修科目）以上 

 エ 専門基盤科目 社会 ６単位（必修科目）以上 

（４）専門科目については、次により34単位以上を修得するものとする。 

数理選択の場合 

ア 専門科目 数理 ６単位以上 

 情報選択の場合 

 ア 専門科目 情報 ６単位以上 

（５）（１）から（４）のほかに、教養教育科目、外国語科目第２類及び第３類（ベーシック英 

語を除く）、保健体育科目、専門基盤科目、専門科目、他学部・他学科開講科目及び単位互 

換の協定を締結している他大学開講科目のうちから18単位以上を修得するものとする。 

（６）外国人留学生等にあっては、次により４単位までを外国人及び帰国生科目についての単位 

 で代えることができる。 

ア 日本語ⅠＡは外国語科目第１類の英語ⅠＡの１単位、日本語ⅠＢは外国語科目第１類の英 

  語ⅠＢの１単位 

 イ 日本語ⅡＡは外国語科目第１類の英語ⅡＡの１単位、日本語ⅡＢは外国語科目第１類の英 

語ⅡＢの１単位 

（７）外国語科目第３類のベーシック英語及び免許および資格関係科目は自由科目とし、卒業所 

要単位には加えない。 

 

８ 人間科学部 心理行動科学科 

（略） 

９ 国際学部 国際教養学科 

（略） 

 

別表第３（第30条関係） 

教科及び教職に関する科目 

１ 文学部 
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新設 
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（略） 

２ 経済学部 経済学科 

（略） 

３ 経営学部 経営学科 

（略） 

４ 法学部 法律学科 

 （略） 

５ 工学部 機械知能工学科・電気電子工学科・環境建設工学科 

2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定める科目

区分等 

高等学校教諭一種免許状（工

業） 
備考 

 科目 
各科目に含めることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専門的事項 

高

24 

取得しようとする教科ご

とに単位を修得 

   

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

工業科教育法（概論・理

論） 

２   

工業科教育法（実践・応

用） 

２   

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並びに教育に関

する歴史及び思想 

高

10 

教育基礎論 ２   

教職の意義及び教員の役

割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。） 

現代教職論 ２   

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項（学校と

地域との連携及び学校安全

教育の制度と経営 ２   

１ 文学部 

（略） 

２ 経済学部 

（略） 

３ 経営学部 経営学科 

 （略） 

４ 法学部 法律学科 

 （略） 

５ 工学部 機械知能工学科・電気電子工学科・環境建設工学科・情報基盤工学科 

2019（平成31）年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定める科目

区分等 

高等学校教諭一種免許状（工

業） 
備考 

 科目 
各科目に含めることが必要

な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専門的事項 

高

24 

取得しようとする教科ご

とに単位を修得 

   

各教科の指導法（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

工業科教育法（概論・理

論） 

２   

工業科教育法（実践・応

用） 

２   

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並びに教育に関

する歴史及び思想 

高

10 

教育基礎論 ２   

教職の意義及び教員の役

割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。） 

現代教職論 ２   

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項（学校と

教育の制度と経営 ２   
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への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身

の発達及び学習の過程 

教育心理学 ２   

特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及び編成の

方法（カリキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

道徳の理論及び指導法 

高

８ 

    

総合的な学習の時間の指導

法 

特別活動・総合的な学習

の時間の理論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術 教育の方法と技術 ２   

情報通信技術を活用した教

育の理論及び方法 

ICT活用の理論と方法 ２   

生徒指導の理論及び方法 生徒指導・進路指導の理

論と方法 

２   

進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法 

教育相談の理論と方法 ２   

第

５

教育

実践

教育実習 高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事前事後

指導１単位を含む 

地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身

の発達及び学習の過程 

教育心理学 ２   

特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及び編成の

方法（カリキュラム・マネ

ジメントを含む。） 

教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

道徳の理論及び指導法 

高

８ 

    

総合的な学習の時間の指導

法 

特別活動・総合的な学習

の時間の理論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術（情報

機器及び教材の活用を含

む。） 

教育の方法と技術 ２   

生徒指導の理論及び方法 生徒指導・進路指導の理

論と方法 

２   

進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法 

教育相談の理論と方法 ２   

第 教育教育実習 高教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事前事後
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欄 に関

する

科目 

学校体験活動     

教職実践演習 高

２ 

教職実践演習（中・高） ２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 

高

12 

    

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「高」は、それぞれの

免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

 

削除 

削除 

 

 

 

 

 

 

５

欄 

実践

に関

する

科目 

３ 指導１単位を含む 

学校体験活動     

教職実践演習 高

２ 

教職実践演習（中・高） ２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 

高

12 

    

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「高」は、それぞれの

免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

情報機器の操作２単位を修得しなければならない。 

 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

６ 教養学部 

(１) 人間科学科 

2019（平成31）年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（社会） 

高等学校教諭一種免許

状（公民） 
備考 

 科目 
各科目に含める

ことが必要な事

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 必：必修科目 
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項 必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専

門的事項 

中28 

取得しようとす

る教科ごとに単

位を修得 

  取得しようとす

る教科ごとに単

位を修得 

   

各教科の指導法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

社会・地理歴史

科教育法（概

論・理論） 

２  社会・公民科教

育法（概論・理

論） 

２   

社会・地理歴史

科教育法（実

践） 

 ２ 社会・公民科教

育法（実践） 

２   

社会・地理歴史

科教育法（応

用） 

２  社会・公民科教

育法（応用） 

２   

高24 社会・公民科教

育法（概論・理

論） 

２      

社会・公民科教

育法（実践） 

２      

社会・公民科教

育法（応用） 

２      

社会科教育法

（発展） 

 ２     

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並び

に教育に関する

歴史及び思想 

中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び

教員の役割・職

務内容（チーム

学校運営への対

応を含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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教育に関する社

会的、制度的又

は経営的事項

（学校と地域と

の連携及び学校

安全への対応を

含む。） 

教育の制度と経

営 

２  教育の制度と経

営 

２   

幼児、児童及び

生徒の心身の発

達及び学習の過

程 

高10 教育・学校心理

学 

２  教育・学校心理

学 

２   

特別の支援を必

要とする幼児、

児童及び生徒に

対する理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義

及び編成の方法

（カリキュラ

ム・マネジメン

トを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

道徳の理論及び

指導法 

中10 

道徳教育の理論

と方法 

２      

総合的な学習の

時間の指導法 

特別活動・総合

的な学習の時間

の理論と方法 

２  特別活動・総合

的な学習の時間

の理論と方法 

２   

特別活動の指導

法 

教育の方法及び

技術（情報機器

及び教材の活用

を含む。） 

教育の方法と技

術 

２  教育の方法と技

術 

２   
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生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

生徒指導の理論

及び方法 

高８ 生徒指導・進路

指導の理論と方

法 

２  生徒指導・進路

指導の理論と方

法 

２   

進路指導及びキ

ャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウ

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の

理論及び方法 

教育相談の理論

と方法 

２  教育相談の理論

と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 

中５ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、

事前事後指導１

単位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動 高３        

教職実践演習 中２ 教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 中４ 介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

高12 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関
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  削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

情報機器の操作２単位を修得しなければならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

  (２) 言語文化学科 

2019（平成31）年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分等 

中学校教諭一種免許状

（英語） 

高等学校教諭一種免許

状（英語） 
備考 

 科目 
各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 授業科目 

単位

数 必：必修科目 

必 選 必 選 選：選択科目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専門

的事項 

中28 

取得しようとす

る教科ごとに単

位を修得 

  取得しようとする

教科ごとに単位を

修得 

   

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含

む。） 

英語科教育法

（概論） 

２  英語科教育法（概

論） 

２   

英語科教育法

（理論） 

２  英語科教育法（理

論） 

２   

高24 英語科教育法

（実践） 

２  英語科教育法（実

践） 

２   

英語科教育法

（応用） 

２  英語科教育法（応

用） 

２   

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２   
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教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度と経

営 

２  教育の制度と経営 ２   

幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教育論 ２  特別支援教育論 ２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含

む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

道徳の理論及び指

導法 

中10 

道徳教育の理論

と方法 

２      

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・総合

的な学習の時間

の理論と方法 

２  特別活動・総合的

な学習の時間の理

論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技

術（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

教育の方法と技

術 

２  教育の方法と技術 ２   

生徒指導の理論及

び方法 

高８ 生徒指導・進路

指導の理論と方

法 

２  生徒指導・進路指

導の理論と方法 

２   

進路指導及びキャ
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導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

む。）の理論及び

方法 

教育相談の理論

と方法 

２  教育相談の理論と

方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 

中５ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰは、事

前事後指導１単位

を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動 高３        

教職実践演習 中２ 教職実践演習

（中・高） 

２  教職実践演習

（中・高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 中４ 介護体験実習 ２  介護体験実習  ２  

高12 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

情報機器の操作２単位を修得しなければならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位
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  削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を超えて修得した単位を充てることができる。 

  (３) 情報科学科 

2019（平成31）年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分等 

中学校教諭一種

免許状（数学） 

高等学校教諭一

種免許状（数

学） 

高等学校教諭一

種免許状（情

報） 

備考 

 科目 

各科目に含める

ことが必要な事

項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専

門的事項 

中28 

取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

数学科教育

法（概論） 

２  数学科教育

法（概論） 

２  情報科教育

法（概論・

理論） 

２   

高24 数学科教育

法（理論） 

２  数学科教育

法（理論） 

２  情報科教育

法（実践・

応用） 

２   

数学科教育

法（実践） 

２  数学科教育

法（実践） 

２      

数学科教育

法（応用） 

２  数学科教育

法（応用） 

２      

          

          

          

第

３

欄 

教育

の基

礎的

教育の理念並び

に教育に関する

歴史及び思想 中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   
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理解

に関

する

科目 

教職の意義及び

教員の役割・職

務内容（チーム

学校運営への対

応を含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社

会的、制度的又

は経営的事項

（学校と地域と

の連携及び学校

安全への対応を

含む。） 

教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   

幼児、児童及び

生徒の心身の発

達及び学習の過

程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必

要とする幼児、

児童及び生徒に

対する理解 

特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２   

教育課程の意義

及び編成の方法

（カリキュラ

ム・マネジメン

トを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

道徳の理論及び

指導法 

中10 

道徳教育の

理論と方法 

２         

総合的な学習の

時間の指導法 

特別活動・

総合的な学

習の時間の

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

２   

特別活動の指導
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の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

法 理論と方法 理論と方法 理論と方法 

教育の方法及び

技術（情報機器

及び教材の活用

を含む。） 

教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２   

生徒指導の理論

及び方法 

高８ 生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及びキ

ャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウ

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の

理論及び方法 

教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 

中５ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動 高３           

教職実践演習 中２ 教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 中４ 介護体験実

習 

２  介護体験実

習 

 ２ 介護体験実

習 

 ２  

高12 

履修方法 

277



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

情報機器の操作４単位を修得しなければならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

(４) 地域構想学科 

2019（平成31）年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定

める科目区分等 

中学校教諭一種免

許状（社会） 

高等学校教諭一種

免許状（地理歴

史） 

高等学校教諭一種

免許状（公民） 
備考 

 科目 
各科目に含めるこ

とが必要な事項 

単

位

数 

授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専門

的事項 

中

28 

高

24 

取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含

む。） 

社会・地理

歴史科教育

法（概論・

理論） 

２  社会・地理

歴史科教育

法（概論・

理論） 

２  社会・公民

科教育法

（概論・理

論） 

２  中学校教諭

一種免許状

（社会）に

は、「社

会・地理歴

史科教育法

社会・地理

歴史科教育

 ２ 社会・地理

歴史科教育

２  社会・公民

科教育法

２  
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法（実践） 法（実践） （実践） （実践）」

「社会・公

民科教育法

（実践）」

のいずれか

１科目選択

必修 

社会・地理

歴史科教育

法（応用） 

２  社会・地理

歴史科教育

法（応用） 

２  社会・公民

科教育法

（応用） 

２  

社会・公民

科教育法

（概論・理

論） 

２        

社会・公民

科教育法

（実践） 

 ２       

社会・公民

科教育法

（応用） 

２        

社会科教育

法（発展） 

 ２       

第

３

欄 

教育

の基

礎的

理解

に関

する

科目 

教育の理念並びに

教育に関する歴史

及び思想 

中

10 

高

10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

教職の意義及び教

員の役割・職務内

容（チーム学校運

営への対応を含

む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社会

的、制度的又は経

営的事項（学校と

地域との連携及び

学校安全への対応

を含む。） 

教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   
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幼児、児童及び生

徒の心身の発達及

び学習の過程 

教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必要

とする幼児、児童

及び生徒に対する

理解 

特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２   

教育課程の意義及

び編成の方法（カ

リキュラム・マネ

ジメントを含

む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

道徳の理論及び指

導法 

中

10 

高

８ 

道徳教育の

理論と方法 

２         

総合的な学習の時

間の指導法 

特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２  特別活動・

総合的な学

習の時間の

理論と方法 

２   

特別活動の指導法 

教育の方法及び技

術（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２   

生徒指導の理論及

び方法 

生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及びキャ

リア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウン

セリングに関する

基礎的な知識を含

教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２   
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む。）の理論及び

方法 

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 
中

５ 

高

３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動           

教職実践演習 中

２ 

高

２ 

教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２   

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

科目 

 

中

４ 

高

12 

介護体験実

習 

２  介護体験実

習 

 ２ 介護体験実

習 

 ２  

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

情報機器の操作２単位を修得しなければならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 
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６ 地域総合学部 

 （略） 

 

７ 情報学部 データサイエンス学科 

2023年度入学生適用 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分等 

中学校教諭一種

免許状（数学） 

高等学校教諭一

種免許状（数

学） 

高等学校教諭一

種免許状（情

報） 

備考 

 科目 

各科目に含める

ことが必要な事

項 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 
授業科目 

単位

数 

必：必修科

目 

必 選 必 選 必 選 
選：選択科

目 

第

２

欄 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科に関する専

門的事項 

中28 

取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

  取得しよう

とする教科

ごとに単位

を修得 

   

各教科の指導法

（情報通信技術

の活用を含

む。） 

数学科教育

法（概論） 

２  数学科教育

法（概論） 

２  情報科教育

法（概論・

理論） 

２   

高24 数学科教育

法（理論） 

２  数学科教育

法（理論） 

２  情報科教育

法（実践・

応用） 

２   

数学科教育

法（実践） 

２  数学科教育

法（実践） 

２      

数学科教育

法（応用） 

２  数学科教育

法（応用） 

２      

          

          

第

３

教育

の基

教育の理念並び

に教育に関する 中10 

教育基礎論 ２  教育基礎論 ２  教育基礎論 ２   

新設 

  

新設 
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欄 礎的

理解

に関

する

科目 

歴史及び思想 

教職の意義及び

教員の役割・職

務内容（チーム

学校運営への対

応を含む。） 

現代教職論 ２  現代教職論 ２  現代教職論 ２   

教育に関する社

会的、制度的又

は経営的事項

（学校と地域と

の連携及び学校

安全への対応を

含む。） 

教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２  教育の制度

と経営 

２   

幼児、児童及び

生徒の心身の発

達及び学習の過

程 

高10 教育心理学 ２  教育心理学 ２  教育心理学 ２   

特別の支援を必

要とする幼児、

児童及び生徒に

対する理解 

特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２  特別支援教

育論 

２   

教育課程の意義

及び編成の方法

（カリキュラ

ム・マネジメン

トを含む。） 

教育課程論 ２  教育課程論 ２  教育課程論 ２   

第

４

欄 

道

徳、

総合

的な

道徳の理論及び

指導法 

中10 

高８ 

道徳教育の

理論と方法 

２         

総合的な学習の

時間の指導法 

特別活動・

総合的な学

２  特別活動・

総合的な学

２  特別活動・

総合的な学

２   
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学習

の時

間等

の指

導法

及び

生徒

指

導、

教育

相談

等に

関す

る科

目 

特別活動の指導

法 

習の時間の

理論と方法 

習の時間の

理論と方法 

習の時間の

理論と方法 

教育の方法及び

技術 

教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２  教育の方法

と技術 

２   

情報通信技術を

活用した教育の

理論及び方法 

ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２  ICT活用の

理論と方法 

２   

生徒指導の理論

及び方法 

生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２  生徒指導・

進路指導の

理論と方法 

２   

進路指導及びキ

ャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウ

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の

理論及び方法 

教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２  教育相談の

理論と方法 

２   

第

５

欄 

教育

実践

に関

する

科目 

教育実習 中５ 

高３ 

教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ ３  教育実習Ⅰ

は、事前事

後指導１単

位を含む 

教育実習Ⅱ ２  教育実習Ⅱ  ２ 教育実習Ⅱ  ２ 

学校体験活動            

教職実践演習 中２ 教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２  教職実践演

習（中・

高） 

２   

高２ 

第

６

欄 

大学

が独

自に

設定

する

 中４ 介護体験実

習 

２  介護体験実

習 

 ２ 介護体験実

習 

 ２  

高12 
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科目 

履修方法 

(１) 「教育職員免許法施行規則に定める科目区分等」の単位数にある「中・高」は、それぞ

れの免許状における科目区分ごとの最低修得単位を示す。 

(２) 科目履修にあたっては、免許種ごとに開設授業科目の必修科目と選択科目から併せて59

単位以上修得しなければならない。 

(３) 「教科及び教科の指導法」は、授与の所要資格を取得しようとする教科ごとに単位を修

得しなければならない。 

(４) 教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、卒業要件を満たし、教科及び教職に関

する科目のほかに、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び

「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」２単位を修得しなけれ

ばならない。 

(５) 「大学が独自の設定する科目」については、他の科目区分の単位数のうち最低修得単位

を超えて修得した単位を充てることができる。 

８ 人間科学部 心理行動科学科 

  （略） 

 

別表第３の２（第31条関係） 

教育職員免許状の種類及び教科 

学部 学科 免許状の種類 教科 

文学部 

英文学科 

中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

総合人文学科 

中学校教諭一種免許状 宗教 

高等学校教諭一種免許

状 
宗教 

歴史学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史 

教育学科 小学校教諭一種免許状 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

別表第３の２（第31条関係） 

教育職員免許状の種類及び教科 

学部 学科 免許状の種類 教科 

文学部 

英文学科 

中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

総合人文学科 

中学校教諭一種免許状 宗教 

高等学校教諭一種免許

状 
宗教 

歴史学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史 

教育学科 
小学校教諭一種免許状 － 

中学校教諭一種免許状 英語 
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中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

経済学部 

経済学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

削除 

削除 削除 

削除 

 
削除 

経営学部 経営学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

法学部 法律学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

工学部 

機械知能工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

電気電子工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

環境建設工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

削除 
削除 

 
削除 

削除 

削除 

削除 削除 

削除 

 
削除 

削除 

削除 削除 

削除 

 
削除 

削除 削除 削除 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

経済学部 

経済学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

共生社会経済学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民 

経営学部 経営学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民・商業 

法学部 法律学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

工学部 

機械知能工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

電気電子工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

環境建設工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

情報基盤工学科 
高等学校教諭一種免許

状 
工業 

教養学部 

人間科学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民 

言語文化学科 

中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許

状 
英語 

情報科学科 
中学校教諭一種免許状 数学 

高等学校教諭一種免許 数学・情報 
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削除 

 
削除 

削除 

削除 削除 

削除 

 
削除 

地域総合学

部 

地域コミュニティ学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

政策デザイン学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
公民 

情報学部 データサイエンス学科 

中学校教諭一種免許状 数学 

高等学校教諭一種免許

状 
数学・情報 

人間科学部 心理行動科学科 

中学校教諭一種免許状 保健体育 

高等学校教諭一種免許

状 
保健体育 

 

別表第４の３（第31条の２関係） 

社会教育主事に関する科目 

2023年度入学生から適用 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科、地域コミュニティ学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習概論Ⅰ ２   

生涯学習概論Ⅱ ２   

生涯学習支援論 ４   

社会教育経営論 ４   

社会教育実習Ⅰ １   

選択必修

科目 

社会教育実習Ⅱ １  

教育調査実習Ａ ２ ※１ 

状 

地域構想学科 

中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許

状 
地理歴史・公民 

新設 

新設 

新設 新設 

新設 

 
新設 

新設 

新設 新設 

新設 

 
新設 

新設 新設 

新設 新設 

新設 

 
新設 

新設 新設 

新設 新設 

新設 

 
新設 

 

別表第４の３（第31条の２関係） 

社会教育主事に関する科目 

2020年度入学生から適用 

（英文学科・総合人文学科・歴史学科、人間科学科・言語文化学科・情報科学科・地域構想学科） 

授業科目 単位数 備考 

必修科目 生涯学習概論Ⅰ ２   

生涯学習概論Ⅱ ２   

生涯学習支援論 ４   

社会教育経営論 ４   

社会教育実習Ⅰ １   

選択必修

科目 

社会教育実習Ⅱ １  

教育調査実習Ａ ２ 
※１ 

※１、※２いずれか選択必修 
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※１、※２いずれか選択必修 

教育調査実習Ｂ ２  

社会教育課題研究 ４  ※２ 

選択科目 現代社会と社会教育 ２ 

 

 

 

図書館概論 ２  

図書館制度・経営論 ２  

博物館概論 ２ ８単位以上修得 

博物館教育論 ２  

地域スポーツ論 ２ ※地域コミュニティ学科を除く 

※地域コミュニティ学科を除く 

※地域コミュニティ学科を除く 

スポーツ指導論 ２ 

ボランティア活動 ２ 

教育基礎論 ２  

社会福祉論 ２  

市民性育成の教育論 ２ ※地域コミュニティ学科を除く 

地域構想論 ２ ※地域コミュニティ学科を除く 

市民活動論 ２  

地域教育論 ２ ※地域コミュニティ学科を除く 

地域社会論 ２  

地域文化論 ２  

スポーツマネジメント ２ ※地域コミュニティ学科を除く 

履修方法 

社会教育主事の所要資格を得ようとする者は、次に掲げる単位を修得しなければならない。 

(１) 必修科目13単位 

(２) 選択必修科目「社会教育課題研究」の４単位又は「社会教育実習Ⅱ、教育調査実習Ａ及

び教育調査実習Ｂ」の合計５単位 

(３) 選択科目８単位以上 

 

 

 

教育調査実習Ｂ ２ 

 

 

社会教育課題研究 ４  ※２ 

選択科目 現代社会と社会教育 ２ 

 

 

 

図書館概論 ２  

図書館制度・経営論 ２  

博物館概論 ２ ８単位以上修得 

博物館教育論 ２  

地域スポーツ論 ２ 

 スポーツ指導論 ２ 

ボランティア活動 ２ 

教育基礎論 ２  

社会福祉論 ２  

市民性育成の教育論 ２  

地域構想論 ２  

市民活動論 ２  

地域教育論 ２  

地域社会論 ２  

地域文化論 ２  

スポーツマネジメント ２  

履修方法 

社会教育主事の所要資格を得ようとする者は、次に掲げる単位を修得しなければならない。 

(１) 必修科目13単位 

(２) 選択必修科目「社会教育課題研究」の４単位又は「社会教育実習Ⅱ、教育調査実習Ａ及

び教育調査実習Ｂ」の合計５単位 

(３) 選択科目８単位以上 
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別表第５（第41条関係） 

学納金 

 

学部 学科 

納入金（単位：円） 

入学金 授業料 
施設設備

資金 

実験実習

料 

教育充実

費 
計 

文学部 英文学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

総合人文学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

歴史学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

教育学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

経済学

部 

経済学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

削除 
削除 削除 削除 削除 削除 削除 

経営学

部 

経営学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

法学部 法律学科 270,000 780,000 210,000 ― 20,000 1,280,000 

工学部 機械知能工学科 270,000 1,078,000 260,000 70,000 20,000 1,698,000 

電気電子工学科       

環境建設工学科       

削除       

削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 

削除       

削除       

削除       

地域総

合学部 

地域コミュニティ学

科 

270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

政策デザイン学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

情報学

部 

データサイエンス学

科 

270,000 874,000 250,000 70,000 20,000 1,484,000 

人間科

学部 

心理行動科学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

別表第５（第41条関係） 

学納金 

 

学部 学科 

納入金（単位：円） 

入学金 授業料 
施設設備

資金 

実験実習

料 

教育充実

費 
計 

文学部 英文学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

総合人文学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

歴史学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

教育学科 270,000 874,000 220,000 ― 20,000 1,384,000 

経済学

部 

経済学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

共生社会経済学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

経営学

部 

経営学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

法学部 法律学科 270,000 780,000 180,000 ― 20,000 1,250,000 

工学部 機械知能工学科 270,000 1,078,000 230,000 70,000 20,000 1,668,000 

電気電子工学科       

環境建設工学科       

情報基盤工学科       

教養学

部 

人間科学科 270,000 874,000 220,000 ― 20,000 1,384,000 

言語文化学科       

情報科学科       

地域構想学科       

新設 新設 

 

新設 新設 新設 新設 新設 新設 

新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 

新設 新設 

 

新設 新設 新設 新設 新設 新設 

新設 新設 

 

新設 新設 新設 新設 新設 新設 
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国際学

部 

国際教養学科 270,000 874,000 250,000 ― 20,000 1,414,000 

備考 

(１) 入学金は、入学、転入学、編入学及び学士入学を許可された者から初年度のみ徴収する。

ただし、本学を卒業し学士入学を許可された者の入学金は、徴収しない。 

(２) 学納金は、スライド制の適用により在学期間中に改定されることがある。 

(３) 転学部・転学科、復学及び再入学を許可された者の学納金並びにその他の学納金は、別に

定める東北学院大学学生納付金等納入に関する規程によるものとする。 
 

新設 新設 

 

新設 新設 新設 新設 新設 新設 

備考 

(１) 入学金は、入学、転入学、編入学及び学士入学を許可された者から初年度のみ徴収す

る。ただし、本学を卒業し学士入学を許可された者の入学金は、徴収しない。 

(２) 学納金は、スライド制の適用により在学期間中に改定されることがある。 

(３) 転学部・転学科、復学及び再入学を許可された者の学納金並びにその他の学納金は、別

に定める東北学院大学学生納付金等納入に関する規程によるものとする。 
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教授会に関する規程（東北学院大学学則（案）より抜粋） 

第 15章 教授会 

（教授会） 

第 58条 本学の各学部並びに教養教育センターに教授会を置く。 

（教授会の組織） 

第 59条 教授会は、各学部並びに教養教育センターを構成する教授、准教授、講師及び助教をもって組

織する。ただし、議長が必要と認めたとき、構成員以外の者を陪席させることができる。 

２ 教授会及び第 60条の２に定める全学教員会議の運営に関する事項は、別に定める教授会及び全学教

員会議運営内規による。 

（教授会の審議事項） 

第 60条 教授会は、次に掲げる教育研究に関する重要事項を審議し、学長に意見を述べる。 

(１) 学部に係る学生の入学、卒業及び学位の授与 

(２) 学部に係る学生の進級 

(３) 学部に係る学生の留学、休学、復学、除籍、復籍、退学、再入学、転学部、転学科、編入学、

学士入学及び転入学並びに科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、外国人留学生、帰国生及び研究生の

受け入れ 

(４) 学部に係る学生の賞罰 

(５) 学則の改廃 

(６) 教育研究に関する規程等の制定及び改廃 

(７) 教育研究に関する重要事項で、学長が意見を求める事項 

(８) 教育研究に関する重要事項で、教授会が学長に対して意見を述べる必要があるとした事項 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項につい

て審議し、学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 削除 

４ 削除 

（全学教員会議） 

第 60条の２ 本学に全学教員会議を置く。 

２ 全学教員会議は、本学の全ての専任教員をもって組織する。 

３ 全学教員会議は、次に掲げる事項を審議し、学長に意見を述べることができる。 

(１) 教育研究に関する中期目標及びその点検・評価に関する事項 

(２) 教育研究に関する当該年度の達成目標及びその点検・評価に関する事項 

(３) 教育研究に関する重要事項で学長が意見を求めた事項 

(４) 教育研究に関する重要事項で、全学教員会議が学長に対して意見を述べる必要があるとした事

項 

４ 全学教員会議は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

（意見の参酌） 

第 60条の３ 学長は、第 60 条第１項及び第２項後段の規定による教授会の意見、及び第 60条の２第３

項及び第４項後段の規定による全学教員会議の意見について、学部長は、第 60条第２項後段の規定に

よる教授会の意見について、これを参酌して決定を行わなければならない。 

（議長） 

第 61条 教授会は、それぞれ学部長又は教養教育センター長が招集してその議長となる。ただし、学部

長又は教養教育センター長に事故あるとき又は必要があると認めるときは、学部長又は教養教育セン

ター長は代理者を指名することができる。 

２ 全学教員会議は学長が招集し、議長となる。ただし、学長に事故あるとき又は必要があると認める

ときは、学長は代理者を指名することができる。 

（定足数及び議決） 

第 62条 教授会は構成員の３分の２、全学教員会議は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、

休職者及び校務による不在者は会議の構成員数から除くことができる。 

２ 教授会及び全学教員会議の議決は、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議
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長の決するところによる。 

（議案等の申請） 

第 63条 教授会又は全学教員会議に付議しようとする事項があるときは、その事由を具し、教授会にあ

っては構成員５名以上、全学教員会議にあっては構成員 20名以上の者が連署し、文書をもってそれぞ

れの議長に申請することができる。 

２ 前項の場合、議長はこれを議案としなければならない。 

３ 臨時に教授会又は全学教員会議の招集を申請する場合も前２項に準ずる。 

（開催の通知及び議案の追加） 

第 64条 教授会及び全学教員会議開催の通知は、議案を添えて会議開催５日前までに行うことを原則と

する。ただし、それぞれの議長は必要があると認めるときは、出席者の過半数の同意を得て議案を追

加することができる。 
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